
 

 

 

 

平成 30 年度自己評価書 
 

 

 

（平成 30 年度における業務の実績及び当該実績について 

自ら評価を行った結果を明らかにした報告書） 
 

 

令和元年６月３０日 

独立行政法人国立美術館 



様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国立美術館 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成３０年度 

中期目標期間 平成２８～３２年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 文化庁 担当課，責任者 企画調整課  

 評価点検部局 大臣官房 担当課，責任者 政策課    

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

 

５．政策評価に関するワーキングチーム 委員名簿 

 

 

 

 

 

  

･･･評価時に所管課が記載する項目 

･･･実績報告時に法人が記載し，所管課が評価時に修正する記載する項目 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ） 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 ※ 

 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

業務の質の向上 

B B B   業務運営の効率化 

財務内容の改善等 

評定に至った理由 全体として中期計画に定められたとおり，概ね着実に業務が実施されたと判断したため。 

  

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず，全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 

・ 所蔵作品展，企画展，国立映画アーカイブの上映会・展覧会の全体の入館者数は目標に対して 130％を超える成果を達成した。法人全体の入館者数も，独立行政法人化以降最

多の入館者数となった平成 29年度に次ぐ数字を記録し，特に所蔵作品展では過去最高の入館者数となったことは高く評価できる。 

・ 子ども向けジュニアガイドの作成・無料配布や親子向けイベント，こども映画館の巡回上映や学校・教員に向けたプログラムや研修などの取組は評価できる。また，障害者

と協働しながら新しい美術館体験や作品鑑賞の在り方をさぐる「感覚をひらく－新たな美術鑑賞プログラム創造事業」の実施や外国人向けの英語による体験型作品鑑賞プログ

ラムの実施は観客層の広がりにつながる取組の充実として評価できる。 

・入館者数を増やすための様々な取組により、研究員の業務量は増加している中、調査研究の件数を増加させるとともに、学会等から受賞されるなど調査研究の質の高さも対外

的に高く評価された。 

・国立映画アーカイブでは、独立に伴い、我が国の映画文化振興のナショナルセンターとして機能強化を図るため、外部有識者による「国立映画アーカイブ機能強化会議」を設

置し、国内外の映画関係機関と連携を図り機能強化を進めていることは評価できる。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象は無かった。 

 

３．項目別評価における主要な課題，改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題，改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により，全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により，全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており，改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期目標（中期計画） 

 

 

年度評価 項目別 

調書№ 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標（中期計画） 

 

 

年度評価 項目別 

調書№ 

 

備考 

 

 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

３２

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

３２

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 美術振興の中心的拠点としての 

多彩な活動の展開 
― ― A   

  

 

 

 

 

 

１ 業務の効率化の状況等 
B B B 

  
2-1 

 

（１）多様な鑑賞機会の提供 B A A   1-1-1  ２ 給与水準の適正化等 B B B   2-2  

（２）美術創造活動の活性化の推進 
B B B   1-1-2 

 ３ 情報通信技術を活用した業務の効率

化 
B B B 

  
2-3 

 

（３）美術に関する情報の拠点として

の機能向上 
B B B   1-1-3 

    
 

（４）教育普及活動の充実 
B A A   1-1-4 

 

（５）調査研究の実施と成果の反映・

発信 
B B A   1-1-5 

 

（６）快適な観覧環境の提供 B B B   1-1-6  Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画 

２ 我が国の近・現代美術及び海外の

美術を体系的・通史的に提示し得るナ

ショナルコレクションの形成・継承 

― ― B   

  

 

 

 

１ 財務の状況 

B B B   3-1 

 

（１）所蔵作品の収集 B B B   1-2-1   

（２）所蔵作品の保管・管理 B B B   1-2-2  

（３）所蔵作品の修理・修復 B B B   1-2-3  

（４）所蔵作品の貸与 B B B   1-2-4  Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

３ 我が国における美術館のナショ

ナルセンターとして美術館活動全体

の活性化に寄与 

― ― B   

 

 

 

 

 

 

１ 内部統制 

B B B   4-1 

 

（１）国内外の美術館等との連携・協

力等 
B B B   1-3-1 

 ２ 人事に関する計画 
B B B   4-2 

 

（２）ナショナルセンターとしての人

材育成 
B B B   1-3-2 

 ３ その他業務に関し必要な事項 
― ― B 

  
4-3 

 

（３）国内外の映画関係団体等との連

携等 
B A A   1-3-3 

    
 

 
※重要度を「高」と設定している項目については，各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については，各評語に下線を引く。 
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※評定は，「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月３０日文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

 
Ｓ：中期目標管理法人の活動により，中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で，かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており，改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満，又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２～６号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 
 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

１－１－１～６ 

各表参照 

       予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

       決算額（百万円） 3,034 3,459 3,820   

       

経常経費（百万円） 3,622 3,927 4,222   

経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
3,550 3,520 3,741 

  

従事人員数（人）    

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

１美術振興の中心

的拠点として、多様

な鑑賞機会の提供、

美術創造活動の活

性化の推進など、現

代の美術を取り巻

く状況の変化に対

応した多彩な活動

を展開し、我が国の

美術振興に寄与 

国立美術館は、我

が国の美術振興の

中心的拠点として、

現代の美術を取り

巻く状況の変化に

対応した多彩な活

動を展開していく

ことが求められる。

１ 美術振興の中心

的拠点としての多彩

な活動の展開  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 美術振興の中心的

拠点としての多彩な活

動の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

１－１－１～６ 

各表参照 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P4～32 

 評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

１－１－１ 多様な鑑賞機会の提供 

１－１－２ 美術創造活動の活性化の推進 

１－２－３ 美術に関する情報の拠点としての機

能向上 

１－１－４ 教育普及活動の充実 

１－１－５ 調査研究の実施と成果の反映 

１－１－６ 快適な観覧環境の提供 

各表参照 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

・所蔵作品展，企画展，国立映

画アーカイブの上映会・展覧会

の全体の入館者数は目標に対し

て 130％を超える成果を達成し

た。法人全体の入館者数も，独

立行政法人化以降最多の入館者

数となった平成 29年度に次ぐ数

字を記録し，特に所蔵作品展で

は過去最高の入館者数となった

ことは高く評価できる。 

・ 子ども向けジュニアガイドの

作成・無料配布や親子向けイベ

ント，こども映画館の巡回上映

や学校・教員に向けたプログラ

ムや研修などの取組は評価でき
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このため、展覧会等

を通じた多様な鑑

賞機会を広く国民

に提供するととも

に、我が国の美術創

造活動の活性化の

推進などに積極的

に取り組む必要が

ある。 

 

る。また，障害者と協働しなが

ら新しい美術館体験や作品鑑賞

の在り方をさぐる「感覚をひら

く－新たな美術鑑賞プログラム

創造事業」の実施や外国人向け

の英語による体験型作品鑑賞プ

ログラムの実施は観客層の広が

りにつながる取組の充実として

評価できる。 

・入館者数を増やすための様々

な取組により、研究員の業務量

は増加している中、調査研究の

件数を増加させるとともに、学

会等から受賞されるなど調査研

究の質の高さも対外的に高く評

価された。 

 

＜課題と対応＞ 

１－１－１～６ 

各表参照 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（１）多様な鑑賞機会の提供 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

   

 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

達

成

目

標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

所蔵作

品展 

開催日数 実績値 － 1,120 1,168 1,222 1,200   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

展示替回数 
計画値 － － 20回程度 20回程度 20回程度   決算額（百万円） 3,034 3,459 3,820   

実績値 － 20 20 20 22   経常費用（百万円） 3,622 3,927 4,222   

入館者数 

計画値 － 655,500 766,500 766,500 766,500   経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

実績値 － 662,246 1,148,659 1,252,992 1,461,016   
行政サービス実施 

コスト（百万円） 
3,550 3,520 3,741   

達成度 － 101.0% 150.0% 163.5% 190.6%   従事人員数（人） 55 54 56   

満足度 
計画値 － － 67.4% 67.4% 67.4%   １）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案していない。 

 

実績値 － － 71.2% 78.3% 80.3%   

企画展 

開催日数 実績値 － 1,689 1,792 1,576 1,529   

開催回数 
計画値 － 23～30 34回程度 34回程度 34回程度    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 － 35 35 31 34   

入館者数 

計画値 － 1,832,500 2,354,000 2,024,000 2,685,000   

実績値 － 2,000,181 3,126,783 3,560,396 3,182,003   

達成度 － 109.2% 132.8% 175.9% 118.5%   

満足度 
計画値 － － 82.1% 82.1% 82.1%   

実績値 － － 85.3% 85.4% 86.3%   

NFAJ

上映会 

開催日数 実績値 － 297 232 241 212   

開催回数 
計画値 

－ 15回程度 

※展覧会含む 
13回程度 13回程度 13回程度 

 
 

実績値 － 13 11 13 12   

入館者数 

計画値 － 88,900 64,700 74,000 61,500   

実績値 － 93,372 76,127 75,317 66,245   

達成度 － 105.0% 117.7% 101.8% 107.7%   
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満足度 
計画値 － － 85.4% 85.4% 85.4%    

 

 

 

実績値 － － 94.0% 88.7% 92.5%   

NFAJ

展覧会 

開催日数 実績値 － 252 213 240 209   

開催回数 
計画値 － － 3回程度 3回程度 3回程度   

実績値 － 3 3 3 2   

入館者数 

計画値 － 15,000 12,000 13,500 12,500   

実績値 － 15,351 14,988 18,327 14,823   

達成度 － 102.3% 124.9% 135.8% 118.6％   

満足度 
計画値 － － 86.4% 86.4% 86.4%   

実績値 － － 89.1% 91.8% 95.3%   

巡回展 

事業・会場

数 

計画値 － － 2事業 4会場 2事業 4会場 2事業 4会場   

実績値 － 3事業 5会場 3事業 5会場 3事業 5会場 4事業 8会場   

開催日数 実績値 － 173 212 239 369   

入館者数 実績値 － 22,439 44,732 38,075 32,045   

 

巡回上

映 

事業数 実績値 － 9 7 9 6    

会場数 実績値 － 207 190 188 168   

開催日数 実績値 － 463 384 409 339   

入館者数 実績値 － 87,286 73,948 76,048 70,173   

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（１）多様な鑑賞

機会の提供 

国立美術館は，

美術振興の中心

的拠点として，学

術的意義，国民の

関心，国際文化交

流の推進等に配

慮しつつ，質の高

い展覧会を開催

することで国内

外の幅広い人々

に多様で秀逸な

美術作品の鑑賞

機会を提供する

ものとする。 

 

①開催する展覧

会は開催方針を

踏まえ，開催目

的，期待する成

（１）多様な鑑賞

機会の提供 

中期目標で示さ

れた学術的意義，

国民の関心，国際

文化交流の推進等

に配慮しつつ，国

立美術館ならでは

の多様な美術作品

の鑑賞機会を国内

外の幅広い人々に

提供するため，各

館において魅力あ

る質の高い所蔵作

品展・企画展等を

実施するととも

に，上野「文化の

杜」新構想及び六

本木地区の美術館

を中心とした連携

等，地域における

（１）多様な鑑賞

機会の提供 

①-1 独立行政法

人国立美術館（以

下「国立美術館」

という。）は，研

究成果，利用者の

ニーズを踏まえ，

各館の特色を生か

した所蔵作品展を

小企画展・テーマ

展として行うもの

を含め開催する。

企画展では，メデ

ィアアート等の先

端的な展覧会やア

ジアに目を向けた

展覧会，作家・作

品の再発見・再評

価，海外の美術館

との連携協力によ

＜主な定量的指標＞ 

・企画展開催数 

・上映会・展覧会開催

数 

・展覧会満足度 

・所蔵作品展入館者数 

・事業数及び会場数

（巡回展，巡回上

映） 

・優秀映画鑑賞推進事

業実施回数 

・企画展の入館者数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

○ 各館において，魅

力ある質の高い所

蔵作品展・企画展及

び企画上映を実施

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P3～6 

１ 美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 

（１）多様な鑑賞機会の提供 

① 所蔵作品展 

② 企画展 

③ 上映会等 

④ 巡回展 

 評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

平成 30 年度は，各館が多彩な

展覧会を開催するとともに，開館

時間延長や臨時開館など来館者

の利便性の向上に努め，また，開

催時期やテーマなど利用者のニ

ーズに合わせて時宜にかなった

イベントを開催するなど様々な

工夫を凝らした結果，所蔵作品展

では過去最高の入館者数となり，



8 
 

果，学術的意義等

を明確にすると

ともに，新しい切

り口や研究成果

を活用した展示，

より一層の調査

研究，関連資料の

充実，展示説明資

料の工夫等によ

る所蔵作品等の

新たな魅力の創

出，国民の潜在的

なニーズの把握，

近隣施設との連

携等を含めた効

率的かつ効果的

な広報戦略の実

施などに戦略的

に取り組むもの

とする。 

 

地方巡回展に

ついては，地域に

おける鑑賞機会

の充実のため，受

け入れ側と積極

的に連携し，また

受け入れ側の要

望を十分に踏ま

えつつ，国立美術

館としての機能

を生かした魅力

ある展覧会の実

現に努めるもの

とする。 

 

国立映画アー

カイブにおいて

は，映画フィルム

等の所蔵作品の

活用を図った上

映展示機能の充

実を図るものと

する。 

 

 

 

 

 

 

連携を活用した効

率的かつ効果的な

広報の実施，文化

振興への寄与等に

戦略的に取り組

む。 

 

①-1 所蔵作品展

は，各館における

コレクションの充

実を図りつつ，そ

の特色を十分に発

揮したものとす

る。また，最新の

研究結果を基に，

美術に関する理解

の促進に寄与する

ことを目指すとと

もに，所蔵作品の

鑑賞・理解に資す

るため作品の展示

替えに加え，小企

画展・テーマ展な

どを開催し，企画

展等との連動や新

たな視点・観点の

提示に積極的に取

り組む。 

  

①-2 企画展は，積

年の研究成果に基

づき，時宜を得た

ものを企画し，学

術水準の向上に寄

与するとともに，

利用者のニーズに

対応しつつ，実施

する。また，入館

者数を念頭におい

た展覧会のみなら

ず，新しい視点・

観点を提示する展

覧会をも提供す

る。  

 

①-3 映画フィル

ム・資料の所蔵作

品を活用した上

映，展示等の活動

に積極的に取り組

り世界の美術の紹

介を目指した展覧

会を開催する。 

映画について

は，保存・復元成

果の活用と，国内

外の同種機関や関

連団体との積極的

な連携を通して，

映画人や時代，国

やジャンル等様々

な切り口による上

映会・展覧会をバ

ランスよく実施

し，多様な鑑賞機

会の提供を図る。 

また，入館者に

対するアンケート

調査を行い，その

ニーズや満足度を

分析し，結果を展

覧会事業等に反映

させるとともに，

各館のホームペー

ジをはじめ，イン

ターネットを活用

した展覧会事業等

の広報により一層

努める。 

 

①-2 国立美術館に

おける企画機能の

強化を図るため，

交換展・共同企画

展の充実と，所蔵

作品の相互貸出の

推進に努めるとと

もに，５館共同企

画展の成果を踏ま

え，今後の各館連

携について検討す

る。 

①-3 国立美術館

は，展覧会ごとに

実施目的，想定す

る入館者層，実施

内容，学術的意義，

良好な観覧環境の

確保，広報活動，

過去の入館者等の

したか。 

 

 

 

（所蔵作品展） 

○ 各館におけるコレ

クションの充実を

図りつつ，その特色

を十分に発揮した

ものとしたか。ま

た，最新の研究結果

を基に，美術に関す

る理解の促進に寄

与することを目指

すとともに，所蔵作

品の鑑賞・理解に資

するため作品の展

示替えに加え，小企

画展・テーマ展など

を開催したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①所属作品展 

開催日数：計 1,200日 

展示替え回数：計 22回 

 

●東京国立近代美術館 

（本館） 

・特集「明治後期の美術」では，平成 30年度新たに重要

文化財に指定された和田三造《南風》をはじめ，明治期の

作品を特集し，政府の「明治 150 年」施策の関連イベン

トとしても位置づけられた。また，「瀧口修造と彼が見つ

めた作家たち」や「遠くへ行きたい」などコレクションを

活用した小企画展を実施し研究成果の発表を行ったほか，

「生誕 150年 横山大観展」や「アジアにめざめたら：ア

ートが変わる，世界が変わる 1960-1990 年代」などの企画

展と連動した特集を継続して開催することで，館内の回遊

性を高めつつ，多くの来館者を獲得した。 

 

（工芸館） 

・夏季の「こどもとおとなのアツアツこうげいかん」では，

制作にかかる「熱さ」と「圧力」のプロセスを切り口とし

て，工芸におけるフォルムの生成や豊かな質感への興味を

かきたてることを企図した。また「近代工芸の名品―［特

集展示]棗にまつわるエトセトラ」では，身近な茶道具の

一つとなっている棗を特集し，近代の漆芸家や木工芸作家

が手がけた棗を特集陳列し，色，形，様式，装飾方法など

さまざまな視点から紹介した。 

 

●京都国立近代美術館 

・特集展示「日本の洋画―藤田嗣治の同時代人―」では，

企画展「没後 50 年 藤田嗣治展」の内容と連動し，藤田

嗣治の同時代に日本の洋画壇で活躍していた作家を紹介

することで，来館者のニーズを捉え，回遊性をもたらす成

果を上げた。そのほか，「没後 50年 マルセル・デュシャ

ン特集」や「Ｗ．ユージン・スミスの写真」など，作家の

周年を記念する特集展示を積極的に実施したところ，時宜

を捉えたテーマ設定として，来館者の関心も高く，国民の

関心に応えることができた。以上の取組により所蔵作品展

に多くの来館者を獲得する成果をあげた。 

 

●国立西洋美術館 

・ルーカス・クラーナハ（父）《ホロフェルネスの首を持

つユディト》など新規収蔵作品の紹介・展示を積極的に行

ったほか，平成 29 年度に寄託を受けた林忠正書簡等の公

開を行う小企画展「林忠正―ジャポニスムを支えたパリの

美術商」など，研究成果の発表としての小企画展を開催し

た。そのほか，展示室の一角を使った特別展示「リヒター

／クールベ」では国立西洋美術館館所蔵のギュスターヴ・

クールベと現代作家のゲルハルト・リヒターの絵画を比較

全体では、過去最高の入館者数を

記録した平成 29 年度に次ぐ入館

者数となった。 

 

（所蔵作品展） 

研究員の調査研究の成果に基

づく所蔵作品展の開催は，国立美

術館の基幹となる活動のひとつ

である。各館とも，漫然と名作を

並べて展示するのではなく，季節

に合わせた作品選定，企画展と連

動したテーマ展示など時宜をと

らえた企画を多く開催するなど，

様々な工夫を凝らして鑑賞意欲

や来館動機を高めるとともに，来

館者の満足度の向上に努めた結

果，目標の入館者数を大きく上回

った。この所蔵作品展への入館者

数は，“館”としての魅力が広く

認知されたことを示す指標とも

いえ，所蔵作品展の入館者数が増

加傾向にあるのは，各館の取組の

成果である。 

所蔵作品を中心とした，ギャラ

リートークやコンサートなどの

教育普及事業を行い，所蔵作品と

教育普及事業を有機的に連携さ

せ，所蔵作品の魅力を十分に紹介

できた。また，東京国立近代美術

館においては，「美術館の春まつ

り」や「MOMAT サマーフェス」な

ど所蔵作品と関連した事業を継

続的に取り組むことにより，事業

が認知され集客につながってい

る。 

さらに，平成 29 年度に東京都

立館と国立館が連携して実施し

た夜間開館を PRした取組（「宵の

美」）をきっかけに，平成 30年度

は，東京メトロと都立 4館（東京

都美術館，東京都庭園美術館，東

京都江戸博物館，東京都写真美術

館）及び国立 3館（東京国立近代

美術館，国立西洋美術館，国立新

美術館）が連携し，新たな体験型

アートエンターテイメントとし

て「７つの謎解きミステリーラリ

ー」を 7月から 9月に実施し，民

間を含めた法人の枠を超えた連

携により，これまでにない企画を
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む。 

 

①-4 入館者数に

ついては，展覧会

ごとの目標を，実

施目的，想定する

入館者層，実施内

容，学術的意義，

良好な観覧環境の

確保，広報活動，

過去の入館者等の

状況等を踏まえて

年度計画において

設定し，その達成

に取り組む。 

 

①-5 展覧会を開

催するにあたって

は，実施目的，期

待する成果，学術

的意義を明確に

し，専門家等から

の意見を聞くとと

もに，入館者に対

するアンケート調

査を実施し，その

ニーズや満足度を

分析し，それらを

展覧会に反映させ

ることにより，常

に魅力あるものと

なるよう取り組

む。 

 

①-6 ５館共同企

画展の成果を踏ま

え，今後の各館連

携を引き続き推進

する。  

 

②地域における鑑

賞機会の充実のた

め，全国の公私立

美術館等と連携

し，また全国の公

私立美術館等の要

望等を十分踏まえ

つつ，国立美術館

が所蔵する美術作

品及びそれに関す

状況等を踏まえて

入館者数の目標を

設定し，その達成

に努める。 

 

② 国立美術館の

所蔵作品を効果的

に活用し，地方に

おける鑑賞機会の

充実及び美術の普

及を図るため，全

国の公私立美術館

等と連携して，地

方巡回展を実施す

る。また，全国の

公立文化施設等に

おいて優秀映画鑑

賞推進事業を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画展） 

○ 積年の研究成果に

基づき，時宜を得た

ものを企画し，学術

水準の向上に寄与

するとともに，利用

者のニーズに対応

しつつ，実施した

か。また，入館者数

を念頭においた展

覧会のみならず，新

しい視点・観点を提

示する展覧会をも

提供したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示し，所蔵作品を新たな視点から見る機会を提供した。 

 

●国立国際美術館 

・所蔵作品展「コレクション 2：80年代の時代精神から」

及び「コレクション 3：見えないもののイメージ」では，

それぞれ同時開催の企画展「ニュー・ウェイブ現代美術の

80年代」及び「クリスチャン・ボルタンスキー －Lifetime」

に関連した内容を開催し，所蔵作品展と企画展との相乗効

果を生み出し，多くの来館者を獲得する成果を上げた。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P3及び別表１を参照。 

 

 

②企画展 

開催日数：計 1,529日 

開催回数：計 34回 

（目標回数：34回程度） 

 

●東京国立近代美術館 

（本館）開催回数：計 4回 

（工芸館）開催回数：計 3回 

●京都国立近代美術館 

開催回数：計 7回 

●国立西洋美術館 

開催回数：計 4回 

●国立国際美術館 

開催回数：計 5回 

●国立新美術館 

開催回数：計 11回 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P4～6及び別表 2を参

照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行い，夜間開館の周知と新たな客

層の獲得に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画展） 

一部目標入館者数に達しない

展覧会はあるものの，法人全体と

しては目標を達成した。 

平成 28 年度から明治時代の工

芸作品を継続的に収集してきた

京都国立近代美術館では，「明治

150年展 明治の日本画と工芸」

を開催した。海外での人気が高

く，これまで国内での鑑賞の機会

が限られていた貴重な作品を国

民に公開することができたこと

は，希少な美術作品の海外流出を

防ぎ，国民に多様な鑑賞機会を提

供するという国立美術館の役割

を果たしたといえる。 

また，韓国，シンガポールの国

立美術館と東京国立近代美術館

の 5 年におよぶ共同研究の成果

を反映させ，研究史の浅いアジア

の戦後美術を，国を超えて比較考

察し，国民に美術を通してアジア

諸国の現代史や文化を深く知る

機会を提供した「アジアにめざめ

たら：アートが変わる，世界が変

わる 1960-1990 年代」を開催し

た。本展の開催により，日本の国

立美術館の研究能力の高さと国

際的な発信力をアピールするこ

とができたことは大きな成果で

ある。さらに，本展は東京会場の

のち，ソウルに巡回し，翌年度に

シンガポールに巡回を予定して

おり，アジアにおける日本の美術

を海外に紹介する機会ともなっ

た。 

今後も引き続き，入館者数との
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る調査研究の成果

を活用して，地方

巡回展を積極的に

開催する。また，

あわせて当該地方

巡回展に関連する

講演会又はシンポ

ジウムを開催する

ことにより，ナシ

ョナルセンターと

して地域における

鑑賞機会の充実と

美術の普及に資す

る。このほか，公

立文化施設等と連

携協力して，所蔵

映画フィルムによ

る優秀映画鑑賞会

を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立映画アーカイ

ブ） 

○ 映画フィルム・資

料の所蔵作品を活用

した上映，展示等の活

動に積極的に取り組

んだか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入館者） 

○ 入館者数について

は，展覧会ごとに実

施目的，想定する入

館者層，実施内容，

学術的意義，良好な

観覧環境の確保，広

報活動，過去の入館

者等の状況等を踏

まえて，国立美術館

としてふさわしい

入館者数の目標を

設定し，その達成に

取り組んだか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上映会等 

国立映画アーカイブ映画上映会等 

【上映会】 

開催回数：計 12回 

入館者数：66,245人 

【展覧会】 

開催回数：計 2回 

入館者数：14,823人 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P6及び別表 3，4を

参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入館者） 

 各企画展の目標入館者数については，年度計画におい

て，近年の同種の展覧会の実績，共催者の広報活動，作家

の特性，作品の内容等に鑑みて算出している。 

 展覧会開催中は，定期的に入館者数を調査，確認し，必

要に応じて SNSによる展覧会情報の発信，イベント等の追

加実施や特設サイトのコンテンツの充実，また，共催者が

ある場合は，共催者の協力により新聞広告を追加で行うな

ど，随時広報活動を検討し，工夫している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

バランスに留意しつつ，各館にお

いて国立美術館としての役割を

しっかりと果たしていく。 

 

 

（国立映画アーカイブ） 

国立映画アーカイブは平成 30

年 4月 1日に 6つ目の国立美術館

として，東京国立近代美術館から

独立した。 

独立記念事業として国立映画

アーカイブのミッションである

「映画を残す、映画を活かす。 

」と冠した上映会を開催し，8

万本を超える所蔵フィルムの中

から日本映画における映画の歴

史を振り返り，歴史的文化遺産と

して映画保存の重要性と保存の

必要性を訴える企画を行った。独

立に伴う業務などと並行しなが

らも上映会・展覧会は，ともに目

標を達成した。 

また，独立前に，初の館外展示

（東京駅丸の内口「行幸地下ギャ

ラリー」）を試行的に開催したが，

平成 30 年は，本格的に館外（ア

ーツ千代田 3331 など）での展示

事業を行い，映画ポスターや映画

関連資料などの公開度を高め，国

立映画アーカイブの認知度の向

上に努めた。 

 

 

（入館者） 

目標入館者数の算出にあたっ

ては，過去の実績などの蓄積され

た情報を分析し，さらに，最近の

社会情勢等を鑑みて設定してい

るところである。 

平成 30 年度の新たな取組とし

て，多くの入館者が想定された

「荒木飛呂彦原画展 JOJO 冒

険の波紋」展において，完全日時

指定のチケットを販売した。これ

により，来場者の分散や入場者数

のコントロールがしやすく，運営

面でのトラブルを減らすことが

できた。また，今後入館者数が多

数見込まれる展覧会の運営にお

ける参考となる課題等も得るこ
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（満足度） 

○ 展覧会を開催する

にあたっては，実施

目的，期待する成

果，学術的意義を明

確にし，専門家等か

らの意見を聞くと

ともに，入館者に対

するアンケート調

査を実施し，そのニ

ーズや満足度を分

析し，それらを展覧

会に反映させるこ

とにより，常に魅力

あるものとなるよ

う取り組んだか。 

 

（地方巡回展） 

○ 公私立美術館等の

ニーズ等を十分踏

まえ，国立美術館が

所蔵する美術作品

及びそれに関する

調査研究の成果を

活用して，地方巡回

展を積極的に開催

したか。また，あわ

せて当該地方巡回

展に関連する講演

会又はシンポジウ

ムを開催すること

により，ナショナル

センターとして地

域における鑑賞機

会の充実と美術の

普及に寄与したか。 

このほか，公立文

化施設等と連携協

力して，所蔵映画フ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（満足度） 

所蔵作品展，企画展及び上映会等は，それぞれ実施目的，

期待する成果，学術的意義は異なるが，各館の研究員の研

究結果の反映（実績報告書「（５）調査研究の実施と成果

の反映・発信」を参照）という点では，共通している。実

施目的，期待する成果については，年度計画において明確

にされており，それに基づいて実施している。 

また，展覧会ごとに，入館者に対するアンケート調査を

実施し，その意見の中から改善可能なものについては，以

降の展覧会における観覧環境の改善等に反映するように

取り組んだ。展覧会情報については，インターネットから

情報を得ているというアンケートの回答を踏まえ，特設サ

イトの設置や SNSの活用などにより，幅広い情報発信に取

り組んだ。 

 

 

 

④地方巡回展 

国立美術館コレクションの調査研究成果を反映し，公私

立美術館のニーズ等を十分に踏まえ，当該コレクションの

地方における鑑賞機会の充実と美術の普及を図るため，道

府県の教育委員会，全国の美術館等と連携して「国立美術

館巡回展」を実施している。 

 

【巡回展】 

●企画館：国立国際美術館 

事業数：計 1回 

会場数：計 2会場（福岡県，愛知県） 

開催日数：計 69日 

入館者数：計 10,081人 

 

●企画館：東京国立近代美術館（工芸館） 

事業数：計 3回 

会場数：計 6会場（北海道，山形県，愛知県，石川県） 

開催日数：計 300日 

入館者数：計 21,964人 

 

●企画館：国立映画アーカイブ 

事業数：計 6回 

とができた。 

平成 30 年度の入館者数は，一

部の展覧会で目標に達していな

いものもあるが，目標を大きく下

回ったものはなく，法人全体とし

て過去 2 番目に多い入館者数と

なった。企画，広報，サービスの

充実等の創意工夫の結果，高い成

果を上げることができた。 

 

 

（満足度） 

各展覧会における目的，期待す

る成果等については年度計画に

明確に位置づけており，展覧会開

催に合わせ研究者等の学術的協

力を得て実施している。 

また，展覧会ごとにアンケート

調査を実施している。所蔵作品展

に多くの入館者があったが，さら

に，満足度も高い数値であったこ

とは，内容的にも質が高く，入館

者のニーズに合致したものであ

ったと言える。 

 

 

 

 

（地方巡回展） 

地方巡回展については，公私立

美術館のニーズを踏まえながら，

担当する国立美術館の特色をい

かした展示を実施しており，開催

地で高い評価を受けている。 

また，巡回展に関連する講演

会，優秀映画鑑賞推進事業につい

ても積極的に実施した。地方巡回

展・上映は，地域における鑑賞機

会の充実等を図るうえで重要で

あり，今後も継続して事業を行

い，内容の充実に努める。 

さらに，石川県移転に向けた

連携事業として，平成 28年度よ

り石川県立美術館（石川県）で

「東京国立近代美術館工芸館名

品展」を開催している。引き続

き移転先地域の機運を高め，新

工芸館の受け入れに対する理解

を深めるための取組を進める。 
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ィルムによる優秀

映画鑑賞推進事業

を実施したか。 

 

 

 

 

 

会場数：計 168会場 

 （「NFAJ所蔵作品選集 MoMAK Films 2018」について

は共同主催である京都国立近代美術館の事業数に計

上されているため，国立映画アーカイブの事業数から

は除外している。） 

開催日数：計 339日 

入館者数：計 70,173人 

 

【東京国立近代美術館工芸館名品展 いろどりとすがた 

ガラス・染織・人形・金工から】 

開催日：平成 30年 11月 24日～平成 30年 12月 24日 

場所：石川県立美術館 

主催：「東京国立近代美術館工芸館名品展」開催実行委

員会（石川県・金沢市・東京国立近代美術館） 

 

東京国立近代美術館工芸館の石川県移転に伴い，昨年度

に引き続き東京国立近代美術館の所蔵作品を石川県・金沢

市で紹介する展覧会を開催した。所蔵品の中からガラス，

染織，人形，金工の各分野の優品 54点を展示・紹介した。 

会期中には，工芸館研究員によるギャラリートーク

（H30.11.24及び 12.24実施）や工芸館独自の鑑賞プログ

ラム「タッチ＆トーク」（H30.12.2実施），さらにアーティ

ストトークを行い，工芸館の活動等を理解していただく機

会を設けた。 

また，連携事業として，石川県輪島漆芸美術館及び小松

市立本陣記念美術館にて工芸館所蔵の近・現代の優れた工

芸作品をより多くの方々に観覧いただくため，展覧会を開

催し，工芸館研究員によるギャラリートークや講演会など

行った。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P6及び別表 5を参照。 

 

 

＜課題と対応＞ 

平成 30 年度も多くの入館者が

あったが，これを継続していくに

は，展覧会の開催における広報活

動の充実が非常に重要である。こ

のため，平成 31 年度から法人本

部に渉外・広報課を設置し，広報

の充実を図るよう組織体制を整

備した。特に自主企画展において

は，事業予算の削減や夜間開館，

多言語化への対応など新たな事

業の追加に伴い非常に限られた

予算の範囲内での広報活動とな

っているが，組織体制の充実や

SNS等のより一層の活用，口コミ

につながる関連イベントの継続

など，最大限の効果を発揮するた

めの工夫と取組を進めている。 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（２）美術創造活動の活性化の推進 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第６号ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

公募団

体への

展覧会

会場の

提供 

利用団体数 実績値 － 69 69 74 75   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

年間利用

室数 
実績値 － 

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,436

室／年 
  決算額（百万円） 3,040 3,459 3,820   

稼働率 
計画値 － － 100% 100% 100%   経常費用（百万円） 3,662 3,972 4,222   

実績値 － 100% 100% 100% 98%   経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

入館者数 実績値 － 1,194,428 1,200,190 1,198,009 1,212,730   
行政サービス実施 

コスト（百万円） 
3,550 3,520 3,741 

  

新しい芸術表現に

関連した展覧会等

件数 

実績値 － － 19 18 19   

従事人員数（人） 8 8 8   

１）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館のすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘

案していない。 

   

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（２）美術創造活動

の活性化の推進 

メディアアート，

マンガ，アニメ，建

築，デザイン，ファ

ッション等の世界

から注目される新

しい芸術表現の国

内外に向けた発信

等の拠点的な役割

を果たすことを目

指し，その取組を積

極的に推進するも

（２）美術創造活動

の活性化の推進 

メディアアート，マ

ンガ，アニメ，建築，

デザイン，ファッシ

ョン等の世界から注

目される新しい芸術

表現の国内外に向け

た発信等の拠点的な

役割を果たすことを

目指し，展覧会事業

等を積極的に実施す

る。 

（２）美術創造活動の

活性化の推進 

①国際的に注目され

るメディアアート，マ

ンガ，アニメ，建築，

デザイン，ファッショ

ン等の様々な芸術表

現を紹介し，新たな視

点を提起する展覧会

事業等を実施する。 

 

② 国立新美術館は，

美術団体等に公募展

＜主な定量的指標＞ 

・公募展示室稼働率 

 

＜その他の指標＞ 

・公募展団体数 

・新しい芸術表現に関

連した展覧会等件

数 

 

＜評価の視点＞ 

○ メディアアート，

マンガ，アニメ，建

築，デザイン，ファ

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P7～9 

（２）美術創造活動の活性化の推進 

① 新しい芸術表現への取組 

② 公募団体等への展覧会会場の提供（国立新美

術館） 

 評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

① 新しい芸術表現への取組 

●東京国立近代美術館 

・「ゴードン・マッタ＝クラーク展」 

 多くの映像や，本展のために制作した大型建築

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

アニメーション，建築，デザ

イン，映像の展示や，パフォー

マンスなどを通して，世界から
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のとする。 

また，国立新美術

館は，全国的な活動

を行っている美術

団体等に展覧会会

場の提供を行うと

ともに，新しい美術

の動向を紹介する

ことなどを通じて，

美術に関する新た

な創造活動の展開

や芸術家の育成等

を支援し，我が国の

美術創造活動の活

性化を推進するも

のとする。 

 

 

また，国立新美術

館は，全国的な活動

を行っている美術団

体等に展覧会会場の

提供を行うととも

に，新しい美術の動

向を紹介することな

どを通じて，美術に

関する新たな創造活

動の展開や芸術家の

育成等を支援し，我

が国の美術創造活動

の活性化に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の提供等を行う。 

ア 平成 30 年度に

公募展等を開催する

美術団体等に会場を

提供する。 

イ 平成 32 年度に

施設を使用する美術

団体等を決定する。 

ウ 美術団体等が快

適に施設を使用できる

環境の充実を図るとと

もに，美術団体等と連

携して教育普及事業を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ッション等の世界

から注目される新

しい芸術表現の国

内外に向けた拠点

的な役割を果たす

ことを目指し，その

取組みを積極的に

進めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模型を用いた先駆的な展示により,多領域にお

よぶマッタ＝クラークの先駆的な活動を紹介

した。 

・「アジアにめざめたら：アートが変わる，世界

が変わる 1960-1990 年代」 

 アジア諸国の先駆的な映像表現及びパフォー

マンスの記録映像を多数紹介した。また関連す

る上映会を 5回実施した。 

 

●京都国立近代美術館 

・「バウハウスへの応答」 

 インドの国民的詩人ラビンドラナート・タゴー

ル（Rabindranath Tagore）が目指した教育の

在り方と現在を主題に，イギリスを拠点に活動

するオトリス・グループ（The Otolith Group）

が本展のために制作した映像作品を公開した。 

・「世紀末ウィーンのグラフィック デザインそ

して生活の刷新にむけて」 

 ウィーン分離派を中心とするデザインコレク

ションというテーマによって，世紀末ウィーン

を扱った他の展覧会と一線を画す展示を開催

した。 

 

●国立国際美術館 

・「開館 40周年記念展「トラベラー：まだ見ぬ地

を踏むために」」 

 過去 40年のコレクションとパフォーマンスや

メディア・アートなどの新たな分野の作品を関

連づけて紹介することで美術館活動の可能性

を探った。特にパフォーマンスについては，作

品を展覧会の中に組み込むために，プログラム

を理解し，演技指導を受けた複数のパフォーマ

ーに協力を得て，会期中毎日，来館者がそのパ

フォーマンス作品を見ることができるように

した。 

 

●国立新美術館 

・「こいのぼりなう！―須藤玲子×アドリアン・

ガルデール×齋藤誠一によるインスタレーショ

ン」 

 国内の産地で製造された 300種以上の個性的な

布を用いてこいのぼりを制作し，コンピュータ

制御により，布の一部を動かし光と連動させる

先駆的なインスタレーションを実現した。 

・「荒木飛呂彦原画展 JOJO 冒険の波紋」 

 さまざまな分野で活躍する現代のクリエータ

ーとマンガというコンテンツのコラボレーショ

ンによる斬新な展示を実施した。 

・「未来を担う美術家たち 21st DOMANI・明日展 

文化庁芸術家在外研修の成果」 

注目される新しい芸術表現を国

内外に向けて積極的に発信し

た。 
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また，全国的な活動

を行っている美術

団体等に展覧会会

場の提供を行うと

ともに，新しい美術

の動向を紹介する

ことなどを通じて，

美術に関する新た

な創造活動の展開

や芸術家の育成等

を支援し，我が国の

美術創造活動の活

性化に寄与したか。 

 

絵画や，インスタレーションやメディア・アー

トなど，多様な素材と表現の作家を選定し，

様々なジャンルの新しい芸術の創出に取り組

む現代美術家たちを紹介した。 

・「国立新美術館 国際展｜ジャポニスム 2018 

公式企画『MANGA⇔TOKYO』」 

 国立新美術館が主導して企画した，マンガ、

アニメ、ゲームに関する大規模な展覧会をパリ

で開催し、日本が誇る文化の発信に寄与した。 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P7～8を参照。 

 

 

② 公募団体等への展覧会会場の提供（国立新美

術館） 

公募展団体数：75団体 

年間利用室数：延べ 3,436室／年 

稼働率：98％ 

入館者数：1,212,730人 

 

１ 公募団体等から寄せられた意見・要望も参考

としつつ，公募展の効率的な開催準備と円滑な

運営を図るため，様々な取組を行った。 

２ 館を使用する公募団体等が実施する教育普及

活動に対し，講堂及び研修室の提供や運営管理

上必要な助言，参加者の動線の確保等のサポー

トを行った。また，館ホームページへの情報掲

載，館内でのチラシの配布及びポスターの掲示

等により，普及・広報の支援を実施した。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P8～9を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立新美術館においては，我

が国独自の文化振興政策とし

て，全国的な活動を行う美術団

体等に公募展示室を提供すると

ともに，美術団体等から寄せら

れた要望等を参考に広報支援を

実施している。また，公募展と

国立新美術館が開催する企画展

の観覧料との相互割引を実施す

るなど連携協力した取組を行っ

た。平成 30年度の稼働率は目標

の 100％に達せず 98%に留まった

が，これは急遽公募団体の展覧

会の会期が変更され空室が発生

したことに伴うものであり，展

示室使用の追加募集を行い対応

した。  

 

 

＜課題と対応＞ 

公募団体の会期変更申請に伴

う展示室の稼動率の低下につい

て，目標とする稼働率を維持す

るための検討が必要である。 

日本のマンガ，アニメ，ゲー

ムについては，世界的に評価が

高いものの，これまで日本の美

術館において十分に紹介されて

こなかった。今後もこの分野に

焦点をあてた展覧会を国内外で

開催するなど，引き続き新しい

芸術表現の発信を積極的に行っ

ていく。特に，2020 年のオリン

ピック・パラリンピック東京大

会に向けて日本文化の発信に力

を入れていきたい。 

 

４．その他参考情報 
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特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開  
（３）美術に関する情報の拠点としての機能の向上 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第４号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成目

標 

前中期目標

期間最終年

度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

ホームページアク

セス件数合計 

計画値 － 31,625,221 43,418,336 43,418,336 43,418,336   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

実績値 － 38,197,854 52,188,299 59,816,934 59,330,655   決算額（百万円） 3,040 3,459 3,820   

達成度 － 120.8% 120.2% 137.8% 136.6%   経常費用（百万円） 3,662 3,972 4,222   

所蔵作

品デー

タ等の

デジタ

ル化 

（画像

デー

タ） 

デジタル

化件数 
実績値 

 

 
727 11,552 3,218 645 

 

 

 

 

経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

行政サービス実施コスト

（百万円） 
3,550 3,520 3,741 

  

デジタル

化累計 
実績値  36,744 48,296 51,514 52,159   

従事人員数（人） 55 54 56 
 

 

 

 

１）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案していな

い。 

公開件数 実績値  15,436 18,156 23,125 23,510   

公開率 

計画値  17.8% 35.2% 35.2% 35.2%   

実績値  36.7% 42.4% 53.2% 53.5%   

達成度  206.2% 120.5% 151.1% 152.0%   

所蔵作

品デー

タ等の

デジタ

ル化

（テキ

ストデ

ータ） 

デジタル

化件数 
実績値  2,399 7,366 5,562 11,079   

デジタル

化累計 
実績値  208,768 216,134 221,696 232,775   

公開件数 実績値  39,027 41,314 42,857 43,679   

公開率 

計画値  93.9% 94.0% 94.0% 94.0%   

実績値  92.8% 96.5% 98.5% 99.3%   

達成度  98.8% 102.7% 104.8% 105.6%   

図書資

料等の

収集 

収集件数 実績値  16,004 13,973 13,636 13,948   

累計件数 実績値  465,197 479,137 499,251 513,496   

利用者数 

計画値  51,314 31,025 31,025 31,025   

実績値  32,655 36,338 34,715 36,280   

達成度  63.6% 117.1% 111.9% 116.9%   
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（３）美術に関する

情報の拠点としての

機能の向上 

国民の美術に関す

る理解促進及び国内

外の研究者の研究促

進に寄与するため，

国立美術館に関する

情報の公開・発信を

積極的に進めるとと

もに，国内外の美術

に関する情報を収

集・提供し，美術に

関する情報拠点とし

ての機能を強化する

ものとする。 

日本・アジアにお

いては西洋美術の，

世界においては日本

近・現代美術の研究

の中心となることを

目指し，所蔵する作

品・資料をデータベ

ース化して国内外に

発信するとともに，

関連資料を積極的に

受け入れるための収

集方針について検討

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）美術に関する情

報の拠点としての機

能の向上 

①-1 国立美術館と

して美術に関する情

報の拠点としての機

能を向上させ，国民の

美術に関する理解促

進に寄与するととも

に，長期的には日本・

アジアにおいては美

術文化研究の中心と

なり，そして世界にお

いては日本近・現代美

術の研究の一大拠点

となることを目指し，

国立美術館及び各館

のホームページを充

実させるとともに，引

き続き平成 26 年度に

設置した「国立美術館

のデータベース作成

と公開に関するワー

キンググループ」にお

いて具体的な方策を

検討する。 

 

①-2 所蔵作品デー

タ，所蔵資料データの

デジタル化を一層推

進し，ネットワークを

通じてより良質で多

様なコンテンツの提

供を進めるとともに，

関連資料については，

積極的に受け入れる

ための収集方針につ

いて検討する。特に，

各館におけるナショ

ナルコレクションを

広く周知するため，所

蔵作品総合検索シス

テムの充実を図る。 

 

①-3 美術史その他

の関連諸学に関する

（３）美術に関する情

報の拠点としての機

能向上 

美術に関する情報の

拠点としての機能を向

上させ，国民の美術に

関する理解の促進に寄

与するとともに，長期

的には，日本・アジア

における西洋美術の，

また世界における日本

近・現代美術の研究の

中心となることを目指

し，平成26年度に設置

した「国立美術館のデ

ータベース作成と公開

に関するワーキンググ

ループ」において検討

を進める。 

 

① 法人のホームペー

ジ及び各館のホームペ

ージについては，内容

の充実を図り，国立美

術館の活動について積

極的な情報発信に努め

る。所蔵作品情報につ

いては，平成28年度に

実施した平成18年度以

降の新収蔵作品の著作

権者の調査等に基づ

き，許諾を得たものに

ついて国立美術館所蔵

作品総合目録検索シス

テムに掲載し，収録画

像の増加に努めるとと

もに，新収蔵作品等に

ついて著作権者の調査

を継続する。加えて，

専門家のための情報発

信として，歴史情報（来

歴等）を含む所蔵作品

情報の収集・整理に努

め，専門家向けにも利

用可能なレベルの情報

をインターネットを通

＜主な定量的指標＞ 

・ホームページアクセ

ス件数 

・図書室利用者数 

・デジタル化した所蔵

作品データの公開率

（画像データ・テキ

ストデータ） 

 

＜その他の指標＞ 

・図書資料収集件数 

・図書資料累計件数 

・所蔵作品データのデ

ジタル化件数（画像

データ・テキストデ

ータ） 

・所蔵作品データのデ

ジタル化累計件数

（画像データ・テキ

ストデータ） 

・デジタル化した所蔵

作品データの公開件

数（画像データ・テ

キストデータ） 

 

＜評価の視点＞ 

○ 国立美術館に関す

る情報を広く社会に

紹介し，国立美術館

についての理解を得

るよう，以下のこと

に取り組んだか。 

また，国内外の美

術に関する情報の収

集・提供・利用の促

進に取り組むととも

に，国立美術館が保

有する所蔵作品情報

等について，関係機

関と連携協力し，検

索できる環境を構築

したか。 

 

・ICT（情報通信技術）

を活用した展覧会

情報や調査研究成

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P9～13 

（３）美術に関する情報の拠点としての機能

の向上 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧会

情報や調査研究成果などの公表等 

② 美術情報の収集，記録の作成・蓄積，デ

ジタル化，レファレンス機能の充実 

③ インフォメーションデータセンター

（IDC）の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧会

情報や調査研究成果などの公表等 

 

ア ホームページアクセス（ページビュー）

件数 

実績 59,330,566件 

目標 43,418,336件 

目標達成率 136.6％ 

 

［各館の主な取組］ 

●本部 

・「国立美術館のデータベース作成と公開に

関する WG」で引き続き協議を重ね，関西の

2 館が前年度に導入した図書館システムに

書誌データの入力を進め，平成 30 年度に

データの公開と予約閲覧を開始した。ま

た，「独立行政法人国立美術館 所蔵作品総

合目録検索システム」上でこれまで公開し

てきた所蔵作品の一般的な情報に加え，作

品の歴史に関する情報（来歴・展覧会歴・

参考文献歴）について日英二か国語による

発信を開始した。 

・「独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目

録検索システム」については，新収蔵作品

のテキスト・データ画像データを追加する

とともに，著作権者に画像掲載の許可を得

る必要のある所蔵作品のうち，許諾を得た

「平成 18 年度以降の新収蔵作品の作家」

の作品 1,644点について画像データを新規

登録した。 

●東京国立近代美術館 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

ホームページのアクセス件数

は，目標数を上回っており，展

覧会情報や調査研究成果などの

公表も積極的に実施した。 

平成 30年度も引き続き国立美

術館 6館の情報担当者による「国

立美術館のデータベース作成と

公開に関する WG」にて検討を行

ったほか，関西 2 館の展覧会カ

タログ等書誌情報の一般公開及

び予約閲覧を開始した。また，

国立美術館の作品の情報などの

公開情報資源を一元的に検索・

閲覧できるゲートウェイ・シス

テムの開発も進めている。 

美術情報等の基礎資料の収

集，デジタル化等については各

館とも順調に進捗しており，公

開率についても目標を達成し

た。 

図書室利用者数についても，

目標値を上回った。 

さらに，６館全体における情

報ネットワーク構築も継続して

実施している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

近年，各方面で日本国内にあ

る美術品のデータベース化の必

要性が指摘されている。国立美
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基礎資料，国内外の美

術館や展覧会に関す

る情報及び資料を収

集し，展覧会活動の推

進に役立てるととも

に，図書室等において

芸術文化に関する情

報サービスを広く提

供する。 

 

①-4 国立美術館全

体の機能として，ネッ

トワーク共有を前提

とするＩＤＣ（インフ

ォメーションデータ

センター）を確立し，

美術館における情報

技術の活用策を積極

的に開発しながら，そ

の知見を広く共有化

することに取り組む。 

 

じて公開し、国内外の

研究促進に貢献する。

また，国立美術館の公

開情報資源（国立美術

館所蔵作品総合目録検

索システム，国立美術

館各館の図書検索シス

テム，国立西洋美術館

所蔵作品データベース

及び国立新美術館アー

トコモンズ等）を一元

的に検索・閲覧できる

ゲートウェイ・システ

ムの開発を進めるとと

もに，国立国会図書館

サーチ（NDL Search）

及び文化庁文化遺産オ

ンラインとの連携を継

続維持するための調査

研究を実施する。 

このほか，国立美術館

の事業成果を取りまと

めた『国立美術館年報』

を発行する。 

② 美術史その他関連

諸学に関する資料，国

内外の美術館や展覧会

に関する情報及び資料

を収集し，各館の情報

コーナー，アートライ

ブラリー，資料閲覧室

等において，情報サー

ビスの提供を実施す

る。 

 

③ 国立美術館におい

て蓄積された作品，図

書，展覧会等に関わる

情報資源の安全な活用

を図るためにデータの

二重化を含めバックア

ップ体制を強化する。

そのためのバックアッ

プ用 VPN（バーチャル・

プライベート・ネット

ワーク）回線を維持す

る。 

 

 

 

果などの公表等の

積極的な情報発信

やホームページの

充実を図り，ホーム

ページのアクセス

件数の年間の平均

が，前中期目標期間

の年間平均を上回

る実績となるよう

取り組んだか。 

 

・ 所蔵作品データ，所

蔵資料データのデジ

タル化を一層推進

し，ネットワークを

通じてより良質で多

様なコンテンツの提

供を進めたか。特に，

各館におけるナショ

ナルコレクションを

広く周知するため，

所蔵作品総合検索シ

ステムの充実を図る

こととし，各年度末

における掲載作品数

（全所蔵作品数に占

める掲載件数）の割

合が，前中期目標期

間の年間平均を上回

るよう取り組んだ

か。 

 

・ 美術史その他の関連

諸学に関する基礎資

料，国内外の美術館

や展覧会に関する情

報及び資料を収集

し，展覧会活動の推

進に役立てるととも

に，図書室等におい

て芸術文化に関する

情報サービスを広く

提供し，その利用者

数が前中期目標期間

の年間平均（新規開

館により利用者が著

しく増加した年度の

実績を除く）を上回

るよう取り組んだ

か。 

・クラウド型の機関リポジトリ環境提供サー

ビスを利用した「東京国立近代美術リポジ

トリ」を構築し，論文掲載等の調査研究成

果を発信する環境を整備した。 

 

  

イ 所蔵作品データ等のデジタル化と公開 

 

・所蔵作品データ等の公開率（画像データ） 

実績 53.5％ 

目標 35.2％ 

目標達成率 152.0％ 

 

・所蔵作品データ等の公開率（テキストデー

タ） 

実績 99.3％ 

目標 94.0％ 

目標達成率 105.6％ 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P9～11

を参照。 

 

 

② 美術情報の収集，記録の作成・蓄積，デ

ジタル化，レファレンス機能の充実 

 

ア 図書資料等の収集 

・収集件数 13,948冊 

・累計件数 513,496冊 

 

・図書室等利用者数 

実績 36,280人 

目標 31,025人 

目標達成率 116.9％ 

 

イ 特記事項 

●東京国立近代美術館 

・企画展「アジアにめざめたら」の関連企画

として国際交流基金アジアセンターとの共

催による資料展示「“めざめ”のその後――

1990 年以降のアジアの美術を巡って」（平成

30 年 11 月 16 日（金）～12 月 22 日（土））

を本館アートライブラリーで行った。1990 年

以降、同時代のアジア美術を紹介してきた国

際交流基金の刊行物を中心に様々な資料を

展示した。 

●京都国立近代美術館 

・平成 30年 11月に図書資料のデータ（OPAC）

の公開と予約閲覧を開始した。 

 

術館は，古代から現代までの西

洋美術及び日本近・現代美術の

作品を所蔵する組織として，所

蔵作品及び関連の資料を体系的

にデータベース化し発信してき

た。 

しかしながら，各館において

は，情報を担当する専任の職員

がおらず，研究員が他の業務と

並行して取り組んでいる状況で

あり，事業実施に弊害が生じて

いる。 

2020 年のオリンピック・パラ

リンピック東京大会に向け法人

の事業も増加しており，脆弱な

体制のままでは取組を進めるこ

とは難しくなると懸念される。

事業の着実な実施には，業務に

精通した研究員の配置など適切

な措置を行う必要がある。 
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・ 国立美術館全体の機

能として，ネットワ

ーク共有を前提とす

る IDC（インフォメー

ションデータセンタ

ー）を確立し，美術

館における情報技術

の活用策を積極的に

開発しながら，その

知見を広く共有化す

ることに取り組んだ

か。 

●国立西洋美術館 

・松方コレクション研究の長年の蓄積をまと

めた，『松方コレクション：西洋美術全作

品』第 2巻を編纂した。 

・ 

●国立国際美術館 

・平成 30年 11月に図書資料のデータ（OPAC）

の公開と予約閲覧を開始した。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P11～13

を参照。 

 

③ インフォメーションデータセンター

（IDC）の確立 

・平成 20 年度に国立美術館 5 館（当時）全

体において VPN（暗号化された通信網）を

導入して以降，情報ネットワークの安定

化・高速化を実現している。平成 28 年度

に外部データセンターが提供するサーバ

機能の利用，多重化した光回線による VPN

の二重化などネットワーク構成を刷新し，

ネットワークのより安定した稼働が可能

となった。併せて，電子メールやウェブ閲

覧の際の情報セキュリティの確保につい

ても外部データセンターが提供するセキ

ュリティ機能を積極的に利用し，より安全

な運用の実現に努めた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－４ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（４）教育普及活動の充実 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第５号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成 

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

幅広い学

習機会の

提供（講演

会，ｷﾞｬﾗﾘ

ｰﾄｰｸ，ｱｰﾃ

ｨｽﾄ･ﾄｰｸ

等） 

実施回数 実績値 － 1,430 1,350 1,696 1,680   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

参加者数 

計画値 － 44,847 65,615 65,615 65,615   決算額（百万円） 3,040 3,459 3,820   

実績値 － 69,521 67,687 102,025 101,045   経常費用（百万円） 3,662 3,972 4,222   

達成度 － 155.0% 103.2% 155.5% 154.0%   

経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

行政サービス実施コス

ト（百万円） 
3,550 3,520 3,741 

 

 

 

 

ボランテ

ィアによ

る教育普

及事業 

事業参加者

数 
実績値 － 24,943 20,527 25,603 19,273   

従事人員数（人） 11 11 12   

１）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している。 

２）従事人員数は，教育普及事業を担当するすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職

員は勘案していない。 
ボランティ

ア登録者数 
実績値 － 243 220 266 252   

ボランティ

ア参加者数 
実績値 － 1,676 1,880 2,180 2,228   

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（４）教育普及活

動の充実 

美術作品や作家

についての理解を

深め，鑑賞者の芸

術に対する感性の

涵養に資するよ

う，国立美術館に

おける美術教育に

（４）教育普及活動

の充実 

① 国立美術館にお

ける美術教育に関す

る調査研究の成果を

踏まえ，幅広い層の

人々の美術鑑賞に対

する関心を高めるた

め，学校や社会教育

（４）教育普及活動

の充実 

① 年齢や理解の程

度に応じたきめ細

かい多様な事業を

展開するとともに，

美術教育に携わる

教員等に対する美

術館を活用した鑑

＜主な定量的指標＞ 

・教育普及事業参加

者数 

 

＜その他の指標＞ 

・教育普及事業実施

回数 

・ボランティアによ

る教育普及事業参

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P13～18 

（４）教育普及活動の充実 

① 幅広い学習機会の提供（講演会，ギャラリート

ーク，アーティスト・トーク等） 

② ボランティアや支援団体の育成等による教育普

及事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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関する調査研究の

成果を踏まえたギ

ャラリートーク，

ワークショップ等

に取り組むものと

する。 

 

学校や社会教育

施設等との連携に

より，子どもから

高齢者までを対象

とした幅広い学習

機会を提供するも

のとする。 

 

ボランティアや

支援団体を育成し，

相互の協力により

美術館における教

育普及事業の充実

を図るものとする。 

 

国立映画アーカ

イブにおいては，

映画フィルム等の

所蔵作品の活用を

図った教育普及事

業の充実を図るも

のとする。 

 

 

 

施設等との連携し，

年齢や理解の程度に

応じたきめ細かい多

様な事業を展開する

とともに，それらの

事業の広報を積極的

に行う。 

 

② 映画フィルム・

資料の所蔵作品を活

用し，児童生徒を対

象とした「こども映

画館」の開催やジュ

ニアセルフガイドの

作成など教育普及活

動に積極的に取り組

む。 

 

 

③ ボランティアや

支援団体の育成と相

互協力による教育普

及事業の充実を図

る。 

賞教育に関する研

修や，学校で活用で

きる教材「アートカ

ード」の貸出と普及

に努め，美術の一層

の普及を図る。ま

た，学校や社会教育

施設に対して，これ

ら事業の広報に努

める。 

 

② ボランティアや

支援団体の育成と相

互協力による教育普

及事業の充実を図

る。 

 

 

加者数 

・ボランティア登録

者数 

・ボランティア参加

者数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 国立美術館にお

ける美術教育に関

する調査研究の成

果を踏まえ，学校

や社会教育施設等

との連携強化によ

り，子供から高齢

者までを対象とし

た幅広い学習機会

を提供し，各館の

年間の平均参加者

数が前中期目標期

間の年間平均の実

績を上回るよう，

それらの参加者数

の増加に積極的に

取り組んだか。 

 

○ 映画フィルム・資

料の所蔵作品を活

用し，児童生徒を

対象とした「こど

も映画館」の開催

やジュニアセルフ

ガイドの作成など

教育普及活動に積

極的に取り組んだ

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

①幅広い学習機会の提供（講演会，ギャラリートー

ク，アーティスト・トーク等） 

・実施回数 1,680回 

・参加者数 

実績 101,045人 

目標  65,615人 

目標達成率 154.0% 

 

各館の主な取組 

●東京国立近代美術館 

（本館） 

・館で実施するイベントに教育普及担当研究員が深

く関わることで，内容を充実させ，参加者数の増

加につながっている。桜花期に開催した「美術館

の春まつり」では，所蔵品ギャラリー内に立つ 27

名のガイドスタッフが行う作品解説に参加してス

タンプを集める「春まつりトークラリー」を実施

し，1,330人の参加者を得た。また，開館延長を行

う夏季に実施した「サマーフェス」期間中には，

夜間開館時に「フライデー・ナイトトーク」を 18

回行い，仕事帰りのビジネスパーソンなど日中美

術館を利用しにくい層が多く来館した。 

・新たな試みとして，文化庁の補助事業である「地

域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」の活

用で，英語による異文化交流プログラム「Let’s 

Talk Art!」の構築とプログラムを担う英語ファシ

リテータの養成を行った。国内の美術館では初の

試みとなる本プログラムは，一般的な作品解説で

はなく，ファシリテータと参加者（外国人）が会

話をしながら作品への理解を深めていく体験型プ

ログラムであり，入念な準備のもとトライアルを

重ねて ，平成 31 年 3 月よりプログラムを開始し

た。 

 

（工芸館） 

・新たな事業として，中学生の職場体験受入れを実

施した。中学生の美術館業務に対する理解を深める

だけでなく，美術館の教育普及当者にとっても中学

生の発達段階をより深く知る機会となった。 

 

●京都国立近代美術館 

・来館者に向けたイベントの実施と，美術館に馴染

みのない層に対する普及活動のバランスを意識し

ながら，展覧会関連プログラムとして講演会，ギ

ャラリートーク，ワークショップ等を実施した。

企画展「生誕 110年 東山魁夷展」の会期中に若手

の日本画家を講師に招いた，ワークショップにお

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

国立美術館においては，鑑賞

者が美術作品や作家についての

理解を深めることができるよ

う，ギャラリー内でのトークな

どの教育普及活動を行ってい

る。平成 30年度は，展覧会との

連動企画，季節に合わせたテー

マ，ふだん美術館になじみのな

いビジネスパーソンや親子連れ

といった新規来館者層向けのイ

ベントなど様々な工夫を加えて

実施するとともに，SNSを使った

広報にも積極的に取り組んだ結

果，前年に引き続き参加人数は

10万人を超え，目標（65,615人）

を大きく上回った。 

東京国立近代美術館では，新

たに，英語による異文化交流プ

ログラムの構築と，プログラム

を担う英語ファシリテータの養

成を行い，国内の美術館では初

となる英語による体験型プログ

ラム「Let’s Talk Art!」を開

始した。 

国立映画アーカイブでは，こ

ども映画館の巡回上映プログラ

ムを一般社団法人コミュニティ

シネマセンターと共催で前年度

より拡大して開催し，より多く

の子供たちに映画鑑賞の魅力を

体験する機会を提供した。また，

「製作 50周年記念『2001年宇宙

の旅』70mm 版特別上映」は，国

内では国立映画アーカイブの映

写設備でしか実現できない 70mm

フィルムの上映として大きな反

響を呼んだ。 

専門家や外部機関と連携した

り，教育普及担当が展覧会担当

者や広報担当者等と一体となっ

て幅広い層へ学習の機会を提供

するための努力を行った結果，

高い目標達成率を実現した。 
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いて，参加者自らが作った岩絵具で絵を描く体験

を通して，日本画をより身近なものとして感じら

れる機会を提供した。 

・視覚障害者と協働しながら新しい美術館体験や作

品鑑賞の在り方を探る「感覚をひらく－新たな美

術鑑賞プログラム創造推進事業」（文化庁「地域の

核となる美術館・歴史博物館支援事業」）の一環で

所蔵作品を手で触れ，対話しながら鑑賞を深める

プログラムを継続的に開催したことで，多様な感

覚を用いる鑑賞活動の可能性について，障害の有

無を越えて考える機会を提供した。 

 

●国立映画アーカイブ 

・長瀬記念ホール OZU，小ホール合わせて計 82 回の

トーク・イベントを実施した。 

・ユネスコ「世界視聴覚記憶遺産の日」記念特別イ

ベントとして，「製作 50周年記念『2001 年宇宙の

旅』70mm 版特別上映」を開催し，国内では失われ

てしまった 70mm フィルムの上映環境を復活させ，

伝説的な SF映画がオリジナル・フォーマットで甦

る企画に大きな注目が集まり，新しい観客層を開

拓し，多くの入館者を獲得した。 

・前年度から開始したこども映画館の巡回上映プロ

グラム「Fシネマ・プロジェクト こども映画館 ス

クリーンでみる日本アニメーション！」（一般社団

法人コミュニティシネマセンターと共催）を本格

的に実施を開始し，2館から 10館へ拡大し，より

多くの子供たちに映画鑑賞の魅力を体験する機会

を提供した。 

・京都国立近代美術館との共催による映画上映

「MoMAK Films 2018」を 4 回にわたり実施すると

ともに，国立国際美術館との共同主催による映画

上映「中之島映像劇場」を実施した。 

 

●国立西洋美術館 

・台東区教育委員会が主催する「学びのキャンパス

プランニング」（平成 25年度より連携）と連携し，

初めて学校団体向けの建築ツアーを行った。 

 

●国立国際美術館 

・企画展に関連した作家自身による講演やアーティ

スト・トーク，ワークショップ等を積極的に実施

したほか，担当研究員によるギャラリー・トーク

を複数回実施し，作品や展覧会に対する来館者の

理解や関心をより深める機会を提供した。ギャラ

リー・トークについては特に夜間開館の周知も兼

ねて夜間開館時間帯での実施も積極的に行った。 

・新たに専門家とともに企画した 0 歳児とその保護

者向けのツアー「赤ちゃんが美術館と仲良くなる

鑑賞プログラム―びじゅつかんといっしょ―」は
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○ ボランティアや

支援団体の育成と

相互協力による教

育普及事業の充実

を図ったか。また，

ボランティアの参

加人数及び活動日

数の増加に積極的

に取り組んだか。 

 

 

 

参加者からも好評であり，未就学児に特化したプ

ログラムの有効性が確認できた。 

 

●国立新美術館 

・例年反響の大きい「建築ツアー」の開催回数を増

やし，今年度は春と冬の 2 回開催した。夜の美術

館を紹介するナイトコースを設けるなど内容を工

夫したところ，参加者から好評を得た。 

・企画展「こいのぼりなう！ 須藤玲子×アドリア

ン・ガルデール×齋藤精一によるインスタレーシ

ョン」では鑑賞と学びを一連の流れとして経験し

てもらうこと目的とし，インスタレーション空間

の奥にワークショップのスペースを設けた。会場

内に常設としたことで，普段ワークショップにな

じみのない観客も含めて多くの入場者を得た。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P13～15を参照。 

 

② ボランティアや支援団体の育成等による教育普

及事業 

 

ア ボランティアによる教育普及事業 

・ボランティア登録者数 252名 

・ボランティア参加者数 2,228名 

・事業参加者数 19,273名 

 

主な取組 

●東京国立近代美術館 

ボランティアガイドスタッフによる所蔵品ガイ

ド，スクールプログラム，団体対応，親子や小学

生向けのワークショップを実施した。また，夏季

夜間開館時には，「フライデー･ナイト･トーク」を

行った。 

 

●京都国立近代美術館 

継続してボランティアを受入れ，来館者アンケー

トの集計などを行った。 

 

●国立西洋美術館 

ボランティアにより「スクール・ギャラリートー

ク」「どようびじゅつ」「美術トーク」「金曜ナイト

トーク」「建築ツアー」「ボランティアート」等の

プログラムが実施された。 

 

●国立国際美術館 

教育普及プログラムのサポートなど美術館運営の

補助業務に従事するボランティアスタッフを大

学・短期大学生から広く募り，直接美術館活動に

関わる機会を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体受入れの増加に伴い教育

普及事業の実施におけるボラン

ティアスタッフの重要性が年々

高まっており，各館において養

成研修を実施するなど，体制整

備に努めている。 

 

東京国立近代美術館や国立西

洋美術館では，ボランティアス

タッフが主体となって直接事業

を実施することによって，ボラ

ンティアスタッフ自身の資質向

上にも大きく寄与している。ま

た，国立新美術館では，学生の

ボランティアである「サポー

ト・スタッフ」がイベントの補

助や，「国立新美術館建築ツア

ー」のガイド役を務めたりする

などし，学生が能動的に参加す

るボランティア活動を行ってお

り，将来の美術館を支える若者

の育成にもつながっている。 

企業との連携についても，鑑

賞ツアーやコンサートの開催

等，引き続き多彩な事業を実施

している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

美術館が，広く国民に，特に

子供たちにとって身近な存在で

あろうとするためには，各館そ
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●国立新美術館 

学生ボランティア「サポート・スタッフ」として

63 名の大学生・大学院生が登録し，講演会，ワー

クショップ，コンサート等の運営補助に携わった。

特に「国立新美術館建築ツアー」にも参加しても

らい，有志のサポート・スタッフが研修を受け，

ツアーでのガイド役を務めた。大人数を受け入れ

るワークショップ等では，サポート・スタッフが

制作の手助けをするなど積極的に参加者と交流

し，美術館の普及活動の一翼を担った。学生が能

動的に参加するボランティア活動は，将来の美術

館を支える若者の育成にもつながっている。 

 

イ 支援団体等の育成と相互協力による事業 

●東京国立近代美術館 

（本館） 

・三菱商事株式会社との連携により，障害者のため

の鑑賞プログラムとして，休館日に所蔵作品展

「MOMAT コレクション」・企画展「イメージコレク

ター・杉浦非水展」の障害者特別鑑賞会を実施し

た。 

（工芸館） 

・企画展「インゲヤード・ローマン」展において，

ボルボ・カー・ジャパン株式会社やイケア・ジャ

パン株式会社の連携により，それぞれトークイベ

ントを実施した。 

 

●京都国立近代美術館 

・京都市及びアンスティチュ・フランセが実施する

「ニュイ・ブランシュ KYOTO 2018」の共催として，

ビデオインスタレーションとパフォーマンスのイ

ベントを開催した。 

 

●国立西洋美術館 

・文化庁主催「上野の森バレエホリデイ 2018」に協

力し，東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団の

演奏によるコンサート及び NAKED の協力によるア

ート・プロジェクションマッピングを実施した。 

・「ミケランジェロと理想の身体」の開催にあわせ，

展覧会イメージソングを制作した園田涼さん率い

るソノダオーケストラのミニコンサートを実施し

た。 

・三菱商事株式会社との連携により，障害者のため

の鑑賞プログラムとして，閉館後に企画展「ルー

ベンス展 ─ バロックの誕生」の障害者特別鑑賞

会を実施した。 

 

●国立国際美術館 

・公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団と協

力し，国立国際美術館ミュージアムコンサートを

れぞれが工夫を凝らしたしたプ

ログラムを実施し，美術に親し

みを持ってもらう努力を続けな

ければならない。教育普及等の

イベントを継続的に実施するこ

とがリピーターを多く獲得する

ことにつながっており，取組が

評価されていると言えるが，さ

らに様々な取組を試みるには現

在の体制では脆弱である。 

各館とも限られた人数の職員

が有機的に連携することで大き

な成果をあげてはいるが，実施

回数を増やすほど職員への負担

も増えることから，このまま規

模を拡大し続けることは困難で

ある。今後は，適切な人員・予

算配分を行うとともに，よりふ

さわしい方法でのイベント実施

についても検討していく必要が

ある。 
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開催した。 

・「中之島まちみらい協議会」との地域連携の一環と

して，平成 30年度文化庁戦略的芸術創造推進事業 

都市の地質調査・再耕事業「クリエイティブ・ア

イランド・ラボ 中之島」に協力し，企画展「ニ

ュー・ウェイブ 現代美術の 80年代」のナイトミ

ュージアムツアーとトークを実施した。 

 

●国立新美術館 

・企業協賛金を活用して，以下の事業を実施した。 

―館主催コンサート等の開催 

―託児サービスの提供 

―JACプロジェクトの実施 

―教育普及事業としてワークショップ，講演会

及びシンポジウムの開催，鑑賞ガイドの作成 

・三菱商事株式会社との連携により，障害者のため

の鑑賞プログラムとして，休館日に企画展「ルー

ヴル美術館展 肖像芸術——人は人をどう表現して

きたか」の障害者特別鑑賞会を実施した。 

・株式会社日本設計の協力により，国立新美術館建

築ツアー，夏休みこどもたんけんツアーを実施し

た。 

 

●その他（各館共通） 

・「東京・ミュージアムぐるっとパス 2018」及び「ミ

ュージアムぐるっとパス・関西 2018」に参加，所

蔵作品展観覧料の無料化又は割引や，企画/展観覧

料の割引などを実施した。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P15～18を参照。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－５ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（５）調査研究の実施と成果の反映・発信 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第３号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期

目標期

間最終

年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 
32年

度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

調査研究

成果の公

開方法 

展覧会図録 
刊行数 

計画値 － － 30冊程度 30冊程度 30冊程度   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

実績値 － 31 29 25 30   決算額（百万円） 3,040 3,459 3,820   

執筆数 実績値 － － 47 43 46   経常費用（百万円） 3,662 3,972 4,222   

研究紀要 

刊行数 実績値 － 4 4 3 3    経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

執筆数 実績値  － 25 11 12   
行政サービス実施

コスト（百万円） 
3,550 3,520 3,741   

館ニュース 
刊行数 実績値 － 32 27 26 23   従事人員数（人） 55 54 56   

執筆数 実績値  － 71 61 71   
１）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案していない。 
パンフレット・ガイ

ド等 
刊行数 実績値 － 33 26 26 22   

その他 刊行数 実績値 － 11 8 12 10     

学会等発表での発信 実績値 － 108 103 81 134   
 

雑誌等論文掲載での発信 実績値 － 181 215 223 204    

所蔵作品等に関するｾﾐﾅｰ･ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑの開催 
実績値 － 13 4 11 7   

 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評

価 業務実績 自己評価 

（５）調査研究

の実施と成果

の反映・発信 

国立美術館の

活動は調査研究

の成果に基づき

（５）調査研究

の実施と成果

の反映・発信 

美術作品の収

集・展示・保管，

教育普及活動，

（５）調査研究

の実施と成果

の反映・発信 

国立美術館

における美術

作品の収集・展

＜主な定量的

指標＞ 

・所蔵作品展の

展示替数（項

目「1-1-1」

の掲載参照） 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P18～20 

（５）調査研究の実施と成果の反映・発信 

① 調査研究一覧 

② 調査研究成果の発信 

 
評定  
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実施されるもの

であることを踏

まえ，美術作品

の収集・展示・

保管，教育普及

活動その他の美

術館活動を行う

ために必要な調

査研究の内容に

ついては年度計

画等に定めた上

で国内外の美術

館等と連携しな

がら計画的に行

い，その成果を

国立美術館の業

務の充実等に生

かすとともに，

多様な方法によ

り積極的に公開

するものとす

る。 

国立映画アー

カイブにおいて

は，急速なデジ

タル技術の進展

等に対応するた

め映画のデジタ

ル保存・活用等

に関する調査研

究を推進するも

のとする。 

 

情報の収集・提

供等のための調

査研究について

は，各館の役

割・任務に従い，

内容を年度計画

に定めた上で外

部資金の活用を

含めて計画的に

実施し，これら

の成果を確実に

美術館活動の充

実等に生かすと

ともに，各館の

広報誌等により

積極的に公開す

る。なお，実施

に当たっては，

国内外の博物

館・美術館及び

大学等の機関と

の連携協力を図

り，調査研究成

果の共有を図

る。 

また，国立映

画アーカイブに

おいては，デジ

タル映画の保

存・活用等に関

する調査研究を

計画的に実施す

る。 

示・保管，教育

普及，情報の収

集・提供その他

の美術館活動

の推進を図る

ため，各館にお

いて調査研究

を計画的に実

施し，その成果

を美術館活動

の充実に生か

す。実施に当た

っては，国内外

の博物館・美術

館及び大学等

の機関との連

携を図る。ま

た，募集情報等

の共有を図り，

科学研究費補

助金等の研究

助成金の申請

や外部資金の

獲得を促進す

る。 

また，国立映

画アーカイブ

においては，映

画のデジタル

保存・活用等に

関する調査研

究を計画的に

実施する。 

さらに，館外

の学術雑誌，学

会等に掲載・発

表するととも

に，館の広報

誌，研究紀要，

図録を発行す

るなど，調査研

究成果の多様

な発信に努め

る。 

 

・展覧会図録の

刊行数 

 

＜その他の指

標＞ 

・多様な方法に

よる公開に

係る取組状

況（内訳につ

いては「アウ

トプット情

報」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

○  各 館 の 役

割・任務に従

い，展覧会開

催のための

調査研究，教

育普及活動

のための調

査研究，情報

の収集・提供

のための調

査研究等を，

外部資金の

活用を含め

て計画的に

実施し，これ

らの成果を

確実に美術

館活動に反

映させたか。

なお，実施に

当たっては，

国内外の博

物館・美術館

 ア 館の刊行物による調査研究成果の発信 

 イ 館外の学術雑誌，学会等における調査研究成果の発信 

 ウ インターネットによる調査研究成果の発信 

 エ 所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの開催 

＜主要な業務実績＞ 

（５）調査研究成果の美術館活動への反映 

①調査研究 

・調査研究数 

館   名 件数 

東近美 
本館 36 

工芸館 14 

京都国立近代美術館 11 

国立映画アーカイブ 27 

国立西洋美術館 21 

国立国際美術館 13 

国立新美術館 21 

計 143 

※詳細は実績報告書 P18及び別表 6を参照。 

 
 

②調査研究成果の発信 

ア 館の刊行物による調査研究成果の発信 

①展覧会カタログの執筆 

館   名 冊数 目標冊数 件数 

東近美 
本館 4 5 7 

工芸館 3 4 6 

京都国立近代美術館 7 6 4 

国立映画アーカイブ 0 1 0 

国立西洋美術館 4 4 8 

国立国際美術館 6 4 8 

国立新美術館 6 6 13 

計 30 30 46 

※詳細は実績報告書 P19及び別表 7を参照 
 
③館ニュースの執筆 

館   名 件数 

東近美 
本館 11 

工芸館 10 

京都国立近代美術館 1 

国立映画アーカイブ 19 

国立西洋美術館 12 

国立国際美術館 18 

国立新美術館 － 

計 71 

※詳細は実績報告書 P19及び別表 9を参照 

 

 

 

 

イ館外の学術雑誌，学会等における調査研究成果の発信  

・学会等発表件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②研究紀要の執筆 

館   名 件数 

東近美 
本館 2 

工芸館 2 

京都国立近代美術館 0 

国立映画アーカイブ 0 

国立西洋美術館 3 

国立国際美術館 0 

国立新美術館 5 

計 12 

※詳細は実績報告書 P19及び別表 8を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・雑誌等論文掲載 

―学術書籍，研究報告書等の発行の件数 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

所蔵作品等に関する

調査研究や企画展開催

に向けた調査研究，教育

普及活動等のための調

査研究等を外部資金の

獲得，他機関との連携に

より計画的に実施する

とともに，研究成果を展

覧会で紹介するなど美

術館活動に反映してい

る。 

また，各館の調査研究

は，展覧会図録や研究紀

要等に掲載するととも

に Web 公開を行うこと

により共有している。 

 東京国立近代美術館

では，平成 29 年度に開

催した「没後 40 年 熊

谷守一 生きるよろこ

び」展の展覧会カタログ

が，「第 60回全国カタロ

グ展」（主催／（一社）

日本印刷産業連合会・フ

ジサンケイ ビジネスア

イ）において、優れたデ

ザイン，作品図版の再現

性等充実した内容によ

るものとして，図録部門

日本商工会議所頭賞を

受賞した。 

 また，東京国立近代美

術館の唐澤工芸課長が

平成 26 年度に開催した

「青磁のいま－受け継

がれた技と美 南宋か

ら現代まで」における調

査研究，展覧会の企画及

び図録作成等における

研究業績を評価され，平

成 30年度第 39回小山富

士夫記念賞（褒章の部） 

を受賞した。 
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及び大学等

の機関との

連携協力を

図り，調査研

究成果の共

有を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館   名 件数 

東近美 
本館 34 

工芸館 27 

京都国立近代美術館 12 

国立映画アーカイブ 18 

国立西洋美術館 22 

国立国際美術館 10 

国立新美術館 11 

計 134 

 

 

―【査読有り】学術誌論文掲載の件数 

館   名 件数 

東近美 
本館 1 

工芸館 0 

京都国立近代美術館 1 

国立映画アーカイブ 2 

国立西洋美術館 3 

国立国際美術館 0 

国立新美術館 3 

計 10 

 

―学術誌以外（研究志向の薄い機関紙，美術雑誌，

新聞，webサイト等）における発表の件数 

館   名 件数 

東近美 
本館 24 

工芸館 8 

京都国立近代美術館 19 

国立映画アーカイブ 8 

国立西洋美術館 19 

国立国際美術館 8 

国立新美術館 16 

計 102 

 
 
※詳細は実績報告書 P19及び別表 10を参照 

 

 

館   名 件数 

東近美 
本館 6 

工芸館 5 

京都国立近代美術館 1 

国立映画アーカイブ 0 

国立西洋美術館 7 

国立国際美術館 2 

国立新美術館 1 

計 22 

 
 

―【査読無し】学術誌論文掲載の件数 

館   名 件数 

東近美 
本館 28 

工芸館 11 

京都国立近代美術館 11 

国立映画アーカイブ 3 

国立西洋美術館 7 

国立国際美術館 5 

国立新美術館 5 

計 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国立映画アーカイブ

の三浦研究員が『映画テ

レビ技術』第 782号に執

筆した記事「日本映画の

デジタル化の変遷」が評

価され，一般財団法人映

画テレビ技術協会第 47

回優秀執筆賞を受賞し

た。 

 国立西洋美術館では，

平成 29 年に開催した展

覧会「北斎とジャポニス

ム HOKUSAIが西洋に与

えた衝撃」が第６回ジャ

ポニスム学会展覧会賞

を受賞した。 

 調査研究件数が，前年

度を上回っていること

に加え，上記 4件の受賞

などからも，調査研究の

質の高さが対外的に高

く評価されている。 

 

 

＜課題と対応＞ 

各館の研究員の業務

が過重負担の領域に達

しているため，右上がり

の数字を継続すること

は難しいが，国立美術館

における調査研究の充

実を図るため，今後も科

学研究費補助金や公益

財団法人の助成等，外部

研究資金の計画的な獲

得に努めたい。 

また，成果についても

引き続き Web の活用に

より積極的に公開を進

めたい。 
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     ウ インターネットによる調査研究成果の発信 

●東京国立近代美術館 

（本館） 

・『研究紀要』の収録論文及び美術館ニュース『現代の眼』をホームページ上で公開した。 

●国立映画アーカイブ 

・国立映画アーカイブ所蔵の映画関連資料を公開する「NFAJデジタル展示室」において，「無声期日本映画

のスチル写真」シリーズ第 17，18回を公開した。 

●国立西洋美術館 

・『研究紀要』の収録論文をインターネット上の機関リポジトリ（『国立西洋美術館出版物リポジトリ』）を

通じて公開した。 

●国立国際美術館 

・『国立国際美術館ニュース』の収録論文をホームページ上で公開した。 

●国立新美術館 

・ホームページにおいて『平成 29年度活動報告』を公開した。 

 

エ 所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの開催 

館   名 開催回数 

東近美 
本館 0 

工芸館 5 

京都国立近代美術館 0 

国立映画アーカイブ 2 

国立西洋美術館 0 

国立国際美術館 0 

計 7 

 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P20及び別表 11を参照。  

 

  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－６ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（６）快適な観覧環境の提供 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第５号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

多言語化に向けた取組 実施件数 実績値 － ― 53 60 61   予算額（百万円） 3,211 3,320 3,446   

キャンパスメンバーズ

制度の実施 

メンバー校数 実績値 － 82 82 82 87   決算額（百万円） 3,040 3,459 3,820   

利用者数 実績値 － 77,532 101,674 124,140 102,529   経常費用（百万円） 3,662 3,972 4,222   

 

経常利益（百万円） 4,227 4,347 4,543   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
3,550 3,520 3,741   

従事人員数（人） 70 71 74   

１）予算額・決算額は決算報告書 美術振興事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数及び事業担当事務職員を計上している。その際，役員及び事業担当を除く

事務職員は勘案していない。 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（６）快適な観覧環

境の提供 

国民に親しまれる

美術館を目指し，入

館者の立場に立った

観覧環境の整備や利

用者の要望を踏まえ

た管理運営を行い，

入館者の期待に応え

るものとする。 

 

高齢者，障害者，

外国人等を含めた入

館者本位の快適な観

覧環境を形成するも

のとするとともに，

2020年東京大会を文

（６）快適な観覧環境

の提供 

①-1 高齢者，障害者，

外国人等を含めた入

館者本位の快適な鑑

賞環境の形成のため

に展示方法・外国語表

示・動線等の改善，施

設整備の計画的な実

施に取り組む。特に， 

2020 年東京大会に向

けて，各館においてサ

インや作品解説等の

多言語化に積極的に

取り組み，国立美術館

自体の認知度の向上

に努めるとともに外

（６）快適な観覧環

境の提供 

 ①  各館におい

て，動線の改善や鑑

賞しやすさ，理解の

しやすさに配慮す

るための工夫を行

う。 

また，多言語化を含

め，より良い鑑賞環

境を提供するため

の様々な方途につ

いて検討する。 

なお，アンケート調

査等の結果を踏ま

え，快適な観覧環境

等の提供に努める。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・観覧環境に対する

満足度 

・サインや作品解説

等の多言語化の取

組状況 

・キャンパスメンバ

ーズ制度における

メンバー校数及び

利用者数 

 

 

＜評価の視点＞ 

○ 高齢者，身体障害

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P20～27 

（６）快適な観覧環境の提供 

① 高齢者，障害者，外国人等を含めた入館者本

位の快適な観覧環境の形成 

② 入場料金，開館時間等の弾力化 

③ キャンパスメンバーズ制度の実施 

④ ミュージアムショップ，レストラン等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

観覧環境に対する満足度 

平成 30年度業務実績報告書 P20の表による。 

 

①高齢者，障害者，外国人等を含めた入館者本位

の快適な観覧環境の形成 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国立美術館においては，障害

者特別鑑賞会，多言語による各

種案内など，高齢者・障害者・

外国人等への対応のほか入場料

金・開館時間等の弾力化，キャ
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化の祭典としても成

功させ，我が国の文

化や魅力を世界に示

すため，各施設のサ

インや作品解説等の

多言語化に向けた取

組を推進するものと

する。 

 

また，入場料金及

び開館時間の弾力化

など，利用者の要望

や利用形態等を踏ま

えた管理運営を行う

とともに，ミュージ

アムショップやレス

トラン等のサービス

の充実を図るものと

する。 

国人の来館促進を図

る。 

 

①-2 展示や解説パネ

ルを工夫するととも

に，音声ガイドや小・

中学生向けのガイド

等を導入するなど，鑑

賞しやすさ，理解のし

やすさに取り組む。 

 

②引き続き 65 歳以上

の来館者，高校生以下

及び 18 歳未満の来館

者の所蔵作品展無料

化等を実施するとと

もに，入館者を対象と

する満足度調査を定

期的に実施し，必要に

応じて入場料金及び

開館時間の弾力化な

どの管理運営の改善

に取り組む。 

 

③ 入館者にとって

快適な空間となるよ

う，利用者ニーズを踏

まえてミュージアム

ショップやレストラ

ン等と積極的に連

携・協力を図る。 

 

② 入館料及び開

館時間の弾力化等

により，入館者サー

ビスの向上を図る。 

 

③ 利用者のニー

ズを踏まえ，ミュー

ジアムショップや

レストラン等の充

実を図る。 

者，外国人等を含

めた入館者本位の

快適な鑑賞環境の

形成のために展示

方法・外国語表

示・動線等の改善，

施設整備の計画的

な実施に取り組ん

だか。 

○ 展示や解説パネ

ルを工夫するとと

もに，音声ガイド

等を導入するな

ど，鑑賞しやすさ，

理解のしやすさに

取り組んだか。 

 

○ 入館者を対象と

する満足度調査を

定期的に実施し，

入場料金及び開館

時間の弾力化など

の管理運営の改善

に取り組んだか。 

 

○ 入館者にとって

快適な空間となる

よう，利用者ニー

ズを踏まえてミュ

ージアムショップ

やレストラン等の

充実を図ったか。 

 

<平成 30年度の主な新規実施事項> 

・QRコード決済サービス（訪日外国人向け）によ

る観覧券の窓口販売を開始【東京国立近代美術

館（本館・工芸館），国立国際美術館】 

・所蔵作品展において，スマートフォンアプリに

よる 4ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）

の章解説・作品解説を提供【東京国立近代美術

館（本館）】 

・企画展において，スマートフォンアプリによる

3ヶ国語（英語・中国語・韓国語）の章解説・

作品解説を提供【国立西洋美術館】 

・訪日外国人に向けた，国内初の英語による鑑

賞・異文化交流プログラム「Let’s Talk Art！」

の実施【東京国立近代美術館（本館）】 

・長瀬記念ホール OZUでの企画上映について, 前

売券の販売【国立映画アーカイブ】 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P20～22を参

照。 

 

②入場料金，開館時間等の弾力化 

〈平成 30年度の主な新規実施事項〉 

・2月 24日に，天皇陛下御在位 30年を記念して

全館無料開館【東京国立近代美術館，京都国立

近代美術館，国立国際美術館，国立新美術館】 

・2月 24日に，天皇陛下御在位 30年を記念して

所蔵作品展の観覧料を無料化【国立西洋美術

館】 

・千代田区ミューズ＆シアターマップ 2018の提

示による所蔵作品展の観覧料（個人一般）割引

を実施【東京国立近代美術館】 

・第 66回全国博物館大会東京大会の期間中（平

成 30年 11月 28日～12月 2日）に，所蔵作品

展及び自主企画展の観覧料を無料化【東京国立

近代美術館】 

・アートフェア東京 2019特別協力美術館の期間

中（平成 31年 3月 7日～3月 10日）に，所蔵

作品展の観覧料割引を実施【東京国立近代美術

館】 

・通訳案内士の所蔵作品展及び企画展の観覧料を

無料化【東京国立近代美術館】 

・企画展「ゴードン・マッタ＝クラーク展」の期

間中（平成 30年 6月 19日～9月 17日）に，金

曜・土曜の夜間開館を 21時まで延長【東京国

立近代美術館（本館）】 

・MIHO MUSEUMの友の会と相互割引を実施【京都

国立近代美術館】 

・企画展「生誕 150年 横山大観展」及び企画展

「生誕 110年 東山魁夷展」のにおいて、共通

チケットを販売し，観覧料割引を実施【京都国

ンパスメンバーズ制度の実施，

ミュージアムショップ・レスト

ラン等の充実など，快適な観覧

環境を提供するための様々な取

組を継続的に行っている。 

特に，平成 30年度は法人全体

で展覧会（所蔵作品展含む）に

おける多言語（日・英・中・韓）

によるキャプション・解説を標

準化するとともに，スマートフ

ォンなどの情報端末を活用した

多言語による作品解説等を提供

し，入館者の利便性の向上を図

るなど取組の充実に努めた。 

また，国立映画アーカイブで

は，メガネ型端末への字幕送出

を用いた多言語上映の特別試写

会を開催し，映画鑑賞における

多言語化への取組を進めてい

る。 

開館時間の延長（夜間開館）

についても，前年に引き続き金

曜・土曜日の開館時間を 20時ま

で延長したが，春季，夏季には

更に開館時間を 21時まで延長す

るなど来館者サービスの充実に

努めた。 

 キャンパスメンバーズについ

ては，積極的に加盟校を増やす

取組を行った結果，加盟校を前

年の 82 校から 87 校へと大きく

増やすことができ成果を上げる

ことができた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

快適な観覧環境を提供するこ

とは，観覧者が美術に親しむ上

で欠かすことのできない重要な

サービスであるため，キャプシ

ョン・解説等の多言語化につい

ては，スマートフォンなどの情

報端末向けのアプリケーション

での提供を行うなど，より快適

な環境を提供する取組を継続し

て進めている。 

また，開館時間の延長は，美

術館の周辺（飲食や他の娯楽な

ど美術館とあわせて楽しめる）

環境の創設も必要であり，美術
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立近代美術館】 

・企画展「ミケランジェロと理想の身体」の期間

中（平成 30年 6月 19日～9月 24日）に，金曜・

土曜の夜間開館を 21時まで延長【国立西洋美

術館】 

・全館無料観覧日を実施（6月 2日）【国立国際美

術館】 

・大阪観光局が発行する「大阪周遊パス」による

所蔵作品展の観覧料を無料化及び企画展の観

覧料割引を実施【国立国際美術館】 

・企画展「プーシキン美術館展──旅するフラン

ス風景画」の期間中（平成 30年 7月 21日～10

月 14日）に，金曜・土曜の夜間開館を 21時ま

で延長【国立国際美術館】 

・企画展「生誕 110年 東山魁夷展」において，

公募展「改組 新 第 5回 日展」との前売セッ

ト券を販売し，観覧料割引を実施【国立新美術

館】 

・企画展「生誕 110年 東山魁夷展」及び「オル

セー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」

の前売ペアチケット（各展１枚・計 2枚のチケ

ット）を販売し，観覧料割引を実施【国立新美

術館】    

※その他を含め，詳細は実績報告書 P22～25を参

照。 

 

③キャンパスメンバーズ制度の実施 

平成 30年度の実績 

・メンバー校 全 87校 

・利用者数 合計 102､529人 

 

④ミュージアムショップ，レストラン等の充実 

・ミュージアムショップについては，オリジナル

グッズの開発や地域との連携による商品の販

売など，各館の特色を生かした運営を行ってい

る。また，ホームページにおいて展覧会図録や

グッズの情報を紹介するなど広報宣伝にも努

めている。レストランについては，企画展にち

なんだ特別メニュー等を提供した。 

・東京国立近代美術館では，ミュージアムショッ

プにおいて，「美術館の春まつり」期間中にエ

ントランスホールに特設ショップを設置し，展

示される作品を中心に新たな商品を積極的に

開発し，制作・販売した。また，外国人来館者

に向けて，商品のキャプションを日英併記とし

た。また，レストランにおいて，「ラー・エ・

ミクニ」プロデュースのキッチン・カーを配置

した。特に「美術館の春まつり」及び「MOMAT

サマーフェス」の期間中に，限定でお花見弁当

やアルコールなどの提供をしたことで，金曜・

館だけで解決できない課題は残

るものの，夜間に開館するだけ

でなく，イベントを行ったり，

前庭での飲食提供を行うなど美

術館という施設そのものを楽し

める工夫を続けている。 

良質なサービスの提供を行う

ために美術館にかかる人的・予

算的負担は大きく増加したが，

今後も引き続き，新たな観客層

の開拓やインバウンドに向けた

サービスの充実を図っていく。 

 



34 
 

土曜の夜間開館時に近隣のビジネスパーソン

が夜間に訪れるなど，新規層の開拓及び集客に

つながった。 

・東京国立近代美術館工芸館では，「インゲヤー

ド・ローマン展」及び「The 備前」展において，

出品作家の商品を販売し，希少性からも販売が

好調であった。  

・京都国立近代美術館では，文化庁補助金事業（感

覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造

推進事業）に関連して，レストランにおいて視

覚に障害のある方向けの点字メニューブック

を利用できるようにした。 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P25～27を参

照 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２号，第３号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

当該項目の重要度，

難易度 

難易度：「高」（保管環境等の改善等に係る取組については，国立美術館のみの取組では限界があり，所蔵作品の有効活用の観点からも地方自治体や関係機関等の協力が欠かせな 

いため。） 

 

２．主要な経年データ 

 
 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 

１－２－１～４ 

各表参照 

       予算額（百万円） 3,774 3,771 3,650   

       決算額（百万円） 3,428 3,182 4,479   

       

経常経費（百万円） 486 496 500   

経常利益（百万円） 449 540 498   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
748 769 823 

  

従事人員数（人）    

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルコレクション形成・継承事業費を計上している。 

２）従事人員数は，収集保管業務に携わるすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案し 

ていない。 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

２我が国の近・現代

美術及び海外の美

術を体系的・通史的

に提示し得るナシ

ョナルコレクショ

ンの形成・継承 

国立美術館は、我

が国唯一の国立の美

術館として、我が国

の近・現代美術及び

海外の美術を体系

的・通史的に提示し

得るナショナルコレ

クションを形成し、

海外の主要な美術館

２ 我が国の近・現代

美術及び海外の美

術を体系的・通史的

に提示し得るナシ

ョナルコレクショ

ンの形成・継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 我が国の近・現代

美術及び海外の美術

を体系的・通史的に提

示し得るナショナル

コレクションの形

成・継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

１－２－１～４ 

各表参照 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P33～40 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

１－２－１ 作品の収集 

１－２－２ 所蔵作品の保管・管理 

１－２－３ 所蔵作品の修理・修復 

１－２－４ 所蔵作品の貸与 

各表参照 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

概ね計画通りに実施した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

１－２－１～４ 

各表参照 
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と交流するととも

に、これらの貴重な

国民的財産を適切に

保存・管理し、確実

に後世に伝え、継承

していくことが必要

である。このため、

国立美術館は、コレ

クションの充実を図

るとともに、作品の

保管環境の充実に努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 
（１）作品の収集 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

美

術

作

品

の

収

集 

購入点数 実績値 － 901 529 379 303   予算額（百万円） 3,774 3,771 3,650   

購入金額(百万円) 実績値 － 3,312 2,961 2,691 3,998   決算額（百万円） 3,428 3,182 4,479   

寄贈点数 実績値 － 821 235 293 159   経常費用（百万円） 486 496 500   

年度末所蔵作品数 実績値 － 42,070 42,834 43,506 43,968   

経常利益（百万円） 449 540 498   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
748 769 823   

従事人員数（人） 47 46 48   

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルコレクション形成・継承事業費を計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員

は勘案していない。 

年度末寄託点数 実績値 － 1,567 1,589 1,708 1,558    

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

２ 我が国の近・現

代美術及び海外の美

術を体系的・通史的

に提示し得るナショ

ナルコレクションの

形成・継承 

国立美術館は，我

が国唯一の国立の美

術館として，我が国

の近・現代美術及び

海外の美術を体系

的・通史的に提示し

得るナショナルコレ

クションを形成し，

２ 我が国の近・現代

美術及び海外の美術

を体系的・通史的に提

示し得るナショナル

コレクションの形

成・継承 

（１）作品の収集 

①-1 多様な鑑賞機

会を提供するととも

に，国内外の美術館活

動の活性化に資する

ため，各種制度を有効

に活用し，ナショナル

コレクションの形成

２ 我が国の近・現代

美術及び海外の美術

を体系的・通史的に提

示し得るナショナル

コレクションの形

成・継承 

（１）作品の収集 

①-1 各館の収集方

針に沿って，体系的・

通史的にバランスの

とれた所蔵作品の蓄

積を図る。作品の収集

に当たっては，その美

術史的価値や意義等

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・美術作品購入点数 

・美術作品購入金額 

・美術作品寄贈点数 

・美術作品年度末所蔵

作品数 

・美術作品年度末寄託

点数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 各館の収集方針に

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P28～30 

２ 我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系

的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの

形成・継承 

（１）作品の収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

（１）作品の収集 

・購入点数 303点 

・寄贈点数 159点 

・年度末所蔵作品数 43,968点 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

作品の収集については，購入，

寄贈ともに，全体として体系

的・通史的にバランスのとれた
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海外の主要な美術館

と交流するととも

に，これらの貴重な

国民的財産を適切に

保存・管理し，確実

に後世に伝え，継承

していくことが必要

である。このため，

国立美術館は，コレ

クションの充実を図

るとともに，作品の

保管環境の充実に努

めるものとする。 

 

（１）作品の収集 

美術作品の動向に関

する情報収集能力と

収集の機動性を高め

るとともに，国立美

術館の役割に即した

収集方針を定め，こ

れに基づき，購入の

可否，価格の妥当性

等について外部有識

者の知見を踏まえ，

計画的かつ適時適切

な購入と寄贈・寄託

の受入れを進め，体

系的・通史的にバラ

ンスのとれた所蔵作

品の充実を図るもの

とする。 

を図る。その際，各館

の役割・任務に沿った

収集方針に沿って，体

系的・通史的にバラン

スのとれた所蔵作品

の蓄積を図る。なお，

美術作品の収集に当

たっては，外部有識者

の知見を踏まえ，適宜

適切な収集を図ると

ともに，購入した美術

作品に関する情報を

ホームページにおい

て公開する。 

また，収集活動を適時

適切に行うために，美

術作品の動向に関す

る情報の入手と機動

性の向上に取り組む。 

 

①-2 所蔵作品の体

系的・通史的なバラン

スの観点から欠けて

いる部分を中心に，寄

贈・寄託品の受け入れ

を推進するとともに，

その積極的活用に努

める。 

 

①-3 各館の収集方

針に則しつつ，緊密な

情報交換と連携を図

りながら，国立美術館

全体のコレクション

の充実を図る。 

 

 

についての外部有識

者の意見等を踏まえ，

適切な購入を図る。ま

た，収集活動を適時適

切に行うために，美術

作品の動向に関する

情報の入手と機動性

の向上に努める。 

あわせて，購入した美

術作品に関する情報

をホームページで公

開する。 

  

①-2 寄贈・寄託作品

の受入れを推進する

とともに，所蔵作品展

等における積極的な

活用を図る。 

 

①-3 法人本部が管

理する美術作品購入

費については，緊急を

要する美術作品や通

常の予算では購入で

きない金額の美術作

品を優先的に購入す

ることとする。購入作

品の選定に当たって

は法人全体で協議す

る。 

なお，作品収集に関し

ては，学芸課長会議等

で情報交換や連絡調

整を行う。 

沿って，体系的・通

史的にバランスのと

れた所蔵作品の蓄積

を図ったか。 

なお，美術作品の

収集に当たっては，

その美術史的価値や

意義等についての外

部有識者の意見等を

踏まえ，適宜適切な

購入を図ったか。 

また，収集活動を

適時適切に行うため

に，美術作品の動向

に関する情報の入手

と機動性の向上に取

り組んだか。 

 

○ 所蔵作品の体系

的・通史的なバラン

スの観点から欠けて

いる部分を中心に，

寄贈・寄託品の受け

入れを推進するとと

もに，その積極的活

用に努めたか。 

 

○ 各館の収集方針に

則しつつ，緊密な情

報交換と連携を図り

ながら，国立美術館

全体のコレクション

の充実を図ったか。 

・年度末寄託点数 1,558点 

 

作品の収集は，各館の収集方針及び各館の研究

員による調査・研究活動を通じて収集するべき美

術作品を検討した後，外部の有識者による美術作

品購入選考委員会等の審査を経た上で実施してい

る。また，学芸課長会議において，各館の収集予

定やその緊急性等について情報交換を行うことに

より，適時適切な収集に努めている。 

平成 30年度の購入予算（法人共通）の使途につ

いては，海外への流出可能性など緊急度の高さや

作品の品質と希少性等の観点から法人全体で協議

し，決定している。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P28～30 を参

照。 

 

コレクションの充実を図ること

ができている。特に，明治期の

超絶技巧と呼ばれる優れた美術

作品の継続的な購入（平成 28年

度から）は，重要な作品の海外

流出を阻止し，優れた芸術の鑑

賞機会の提供という観点から

も，国立の美術館としての役割

を果たした。また，100年以上所

在が確認されず，貴重な作例と

される横山大観の《白衣観音》

は，展覧会開催のための調査に

おいて発見され，購入すること

ができた。既存のコレクション

と合わせて作家の画業全体を示

すことが可能となったことから

も，適切な購入と言える。 

 

 

＜課題と対応＞ 

購入以外にも大型コレクショ

ンの一括寄贈の受入など寄贈に

よる収集も国立美術館の特徴で

ある。作品の収集には，収蔵ス

ペースの確保が伴うため，収蔵

庫等保存施設の狭隘・老朽化へ

の対応及び適切な保存環境の整

備等が必要である。 

また，収集した作品について

は，準備が整い次第積極的に公

開することはもちろんのこと，

貸与についても海外も含めて可

能な限り積極的に進め，公私立

美術館等との連携協力を一層強

化していく。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 
（２）所蔵作品の保管・管理 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

当該項目の重要度，

難易度 

難易度：「高」（保管環境等の改善等に係る取組については，国立美術館のみの取組では限界があり，所蔵作品の有効活用の観点からも地方自治体や関係機関等の協力が欠かせな 

いため。） 

 

２．主要な経年データ 

 
 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

         予算額（百万円） 3,774 3,771 3,650   

         決算額（百万円） 3,428 3,182 4,479   

         

経常経費（百万円） 486 496 500   

経常利益（百万円） 449 540 498   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
748 769 823 

  

従事人員数（人） 37 38 43   

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルコレクション形成・継承事業費を計上している。 

２）従事人員数は，収集保管業務に携わるすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案し 

ていない。 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（２）所蔵作品の保

管・管理 

収蔵庫等保管施

設の狭隘・老朽化へ

の対応として，各館

ごとの方針を早急

に策定するものと

する。 

策定した方針に基

づき，外部倉庫の活

用，地方自治体や関

係機関との協議，既

存施設の改修等を進

め，保管環境の改善

（２）所蔵作品の保

管・管理 

①国民共有の貴重な

財産である美術作

品を永く後世に伝

えるとともに，展示

等の美術館活動の

充実を図る観点か

ら，収蔵庫等保管施

設の狭隘・老朽化へ

の対応として，各館

ごとの方針を平成

30 年度末を目途と

して策定する。その

（２）所蔵作品の保

管・管理 

保管施設の狭隘・老

朽化への対応に取り

組む。 

各館における対策

はもとより，収蔵庫等

保管施設の狭隘・老朽

化の抜本的な改善を

図るため，各館で横断

的に活用が可能な形

態や方法について，既

存の施設との連携を

図りながら，地元自治

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・各館の収蔵庫の収納

率 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 国民共有の貴重な

財産である美術作

品を永く後世に伝

えるとともに，展示

等の美術館活動の

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P30～31 

（２）所蔵作品の保管・管理 

① 収蔵庫等の狭隘・老朽化への対応 

② 保存環境の整備等と防災対策の推進・充実 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

①収蔵庫等の狭隘・老朽化への対応 

●東京国立近代美術館 

（本館）収納率：約 160% 

従来どおり，館外の倉庫 2か所に作品の一部

を預けること，年間約 200点の作品貸与と年間

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

第４期中期計画において，平

成 30年度末を目途に各館の収蔵

庫等保管施設の狭隘・老朽化に

係る方針を策定することとされ
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を図り，所蔵作品全

体を適切な保存と管

理環境下に置き，そ

れらを適切に保存・

管理し，確実に後世

へ継承するものとす

る。 

 

際，各館における対

策はもとより，抜本

的な改善に向けた

今後の方策として，

各館で横断的に活

用が可能な形態や

方法についても，既

存の施設との連携

を図りながら，地元

自治体や関係機関

の協力を得て検討

を進める。 

 

② 環境整備及び管

理技術の向上に取

り組むとともに，展

示作品の防災対策

の推進・充実を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体や関係機関の協力

を得て検討を進める。 

また，新たな保管施

設が整備されるまで

の間，特に狭隘化が進

んでいる東京国立近

代美術館及び京都国

立近代美術館の所蔵

作品の一部を外部の

民間保管施設に保管

することで，美術作品

の適正な保管と保全

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実を図る観点か

ら，収蔵庫等保存施

設の狭隘・老朽化へ

の対応に積極的に

取り組んだか。その

際，各館における対

策はもとより，抜本

的な改善に向けた

今後の方策として，

各館で横断的に活

用が可能な形態や

方法についても，既

存の施設との連携

を図りながら，地元

自治体や関係機関

の協力を得て検討

を進めたか。 

 

○ 環境整備及び管理

技術の向上に取り

組むとともに，展示

作品の防災対策の

推進・充実を図った

か。 

約 800点の所蔵作品展示により作品を庫外に出

すことで最低限やりくりしている。今年度は外

部に借用している民間倉庫の作品配置を整理し

て若干の空間を捻出した。 

（工芸館）収納率：約 185% 

収蔵庫ごとに作品を管理できるようにデー

タベースの機能を強化し，外部倉庫を含めた収

蔵庫内の管理作業を円滑化させ，保存環境改善

に努めた。  

●京都国立近代美術館 収納率：約 185% 

民間倉庫を引き続き利用するほか，収蔵作品

保存環境等整備事業により十分な収蔵スペー

スの確保に努めている。大型作品については引

き続き民間倉庫で一時保管しているが今後，中

型作品も民間倉庫へ移行していく予定。 

●国立西洋美術館 収納率：約 80% 

  昨年に引き続き，収蔵庫内の状況の確認・記

録を行った。平成 30年度に刊行した松方コレク

ション絵画・板絵の目録作成に伴って，従来写

真がなかった作品に関して撮影を行い，収蔵庫

内の管理作業に活用した。 

●国立国際美術館 収納率：約 120% 

限られた空間において作品を収納するため，

収納棚の棚板を調整しスペースを確保した。ま

た，隙間を有効活用するため，絵画ラックの配

置換えを行い，可能な限り多くの作品を収納す

るよう努めた。過密な収納状態による作品への

負担を軽減するため，劣化を抑制する梱包材を

活用して適切な保管環境を保っている。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P30～31を参

照。 

 

②保存環境の整備等と防災対策の推進・充実 

各館において地震や火災の発生を想定した避

難訓練等を実施している。 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P31を参照。 

 

ていることから，法人内で検討

し，法人及び各館における方針

（「収蔵庫等保管施設の狭隘・老

朽化対応に係る方針」）をまとめ

た。 

なお，収蔵品の保管・管理に

ついては，ほとんどの館におい

て収納が限界に達している状況

が続いているが，その状況下に

おいても，改善するための対応

を続けている。  

防災対策については，平成 30

年度も引き続き適切な水準で取

り組んでいる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

外部収蔵庫を利用するなど法

人として工夫はしているもの

の，収蔵庫の狭隘化のため，一

部の館の収蔵庫では，作品が収

蔵庫内の床を埋めているなど，

危機的な状況となっている。国

民の宝であるナショナルコレク

ションを適切に保管するために

も，また，貴重な美術作品の散

逸・海外流出等を防ぐためにも，

取りまとめた方針に基づき対応

の検討を進めていきたい。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 
（３）所蔵作品の修理・修復 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 
 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期

目標期

間最終

年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

          予算額（百万円） 3,774 3,771 3,650   

          決算額（百万円） 3,428 3,182 4,479   

          

経常経費（百万円） 486 496 500   

経常利益（百万円） 449 540 498   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
748 769 823   

従事人員数（人） 47 46 48   

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルコレクション形成・継承事業費を計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は 

勘案していない。 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）所蔵作品の修

理・修復 

所蔵作品について

の修理，修復の計画

的実施により適切な

保存・管理を行い，

展示等に供するとと

もに適切に後世へ継

承するものとする。 

（３）所蔵作品の修

理・修復 

所蔵作品等の修

理・修復に関しては，

各館の連携を図りつ

つ，外部の保存科学

の専門家等とも連携

して，所蔵作品等の

保存状況を確実に把

握し，特に緊急に処

置を必要とする作品

について計画的・重

点的に修理・修復を

行う。 

（３）所蔵作品等の修

理・修復 

所蔵作品等の保存

状況について，各館の

連携・調整を行い，特

に緊急に処置を必要

とする作品について

重点的に修理・修復を

行う。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・所蔵作品の修理・

修復数 

 

 

＜評価の視点＞ 

○ 各館の連携を図

りつつ，外部の保存

科学の専門家等とも

連携して，所蔵作品

の保存状況を確実に

把握し，修理・修復

の計画的実施に取り

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P31～32 

（３）所蔵作品の修理・修復 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

（３）所蔵作品の修理・修復 

●東京国立近代美術館 

37点（絵画 28点，版画 1点，彫刻 1 点，資料・

その他 1点，工芸 6点） 

●京都国立近代美術館 

73点（絵画 8点，素描 10点，書 55点） 

●国立西洋美術館 

171点（絵画 12点，水彩 3点，素描 30点，版

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国立美術館では，所蔵作品の

修理・修復については，外部の

機関や修復家等専門家と連携し

つつ，緊急性等に応じて適切に

実施している。 

平成 30 年度には，緊急に処置

が必要な作品や貸出予定作品，

新収蔵作品を中心に作品等の修
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組んだか。 画 45点，彫刻 8点，工芸 5点，書籍 68点） 

●国立国際美術館 

17点（絵画 3点，水彩 2点，素描 2点，版画 4

点，写真 2点，資料・その他 4点） 

 

※詳細は実績報告書 P31～32を参照 

 

 

理・修復を行った。 

特に，国立西洋美術館では平

成 29年度に受贈したモネ《睡蓮

－柳の反映》（1916年）の作品の

保存修復作業を行った。劣化の

著しい作品であったが，平成 31

年度に開催される開館 60周年記

念の松⽅コレクション展に出品

できる状態まで修復するこがで

きた。 

また，今後の保存修復作業に

関する調査や情報収集を行うと

ともに，修復等の成果について

も発信していくことにしてい

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館は，国立西洋美術

館を除いて保存・修復を専門に

行う職員を配置できていない。

美術作品は，素材が多岐にわた

るため，常勤の保存科学・修復

の専門家を配置し，全てに対応

できる体制を整備することは難

しいが，引き続き他機関等とも

連携して保存・修復を進めてい

く。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－４ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 
（４）所蔵作品の貸与 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第３号 

業務に関連する

政策・施策 

  

 

関 連 す る 政 策 評

価・行政事業レビュ

ー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

作品の貸与

等 

貸出 
件数 実績値 － 178 186 154 183   予算額（千円） 3,774 3,771 3,650   

点数 実績値 － 895 1,012 1,161 1,569   決算額（百万円） 3,428 3,182 4,479   

特別観覧 
件数 実績値 － 312 331 309 397   経常経費（千円） 486 496 500   

点数 実績値 － 653 773 691 845   経常利益（千円） 449 540 498   

 行政サービス実施コス

ト（千円） 
748 769 823 

  

従事人員数（人） 47 46 48   

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルコレクション形成・継承事業費を計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。その際，役員及

び事務職員は勘案していない。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（４）所蔵作品の貸

与 

全国の美術館等

への所蔵作品の貸

与については，所蔵

作品の展示計画，作

品保存等に十分配

慮しつつ，可能な限

り積極的に取り組

むものとする。 

（４）所蔵作品の貸

与 

所蔵作品について

は，その保存状況や

各館における展示計

画等を勘案しつつ，

国内外の美術館・博

物館その他これに類

する施設に対し，貸

与等を積極的に行

う。 

（４）所蔵作品の

貸与 

所蔵作品につい

て，各館において

その保存状況や展

示計画を勘案しつ

つ，国内外の美術

館・博物館その他

これに類する施設

に対し，貸与等を

積極的に実施す

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・所蔵作品の貸出件

数／点数，特別観覧

件数／点数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 所蔵作品につい

ては，その保存状

況や各館における

展示計画等を勘案

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P33～34 

（４）所蔵作品の貸与 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

（４）所蔵作品の貸与 

・貸出件数 183件 

・貸出点数 1,569点 

・特別観覧件数 397件 

・特別観覧点数 845点 

 

※詳細は実績報告書 P33～34を参照。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国内外の美術館等への所蔵作

品の貸与については，所蔵作品

の展示計画，作品保存等に配慮

しつつ，可能な限り積極的に取

り組んでいる。 

特に，京都国立近代美術館が，



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

しつつ，国内外の

美術館・博物館そ

の他これに類する

施設に対し，貸与

等を積極的に行っ

たか。 

 

 

 

 

パリ日本文化会館（フランス・

パリ），トゥールーズ・ロートレ

ック美術館（フランス・アルビ）

を巡回した展覧会「ジャポニス

ム 2018 井上有一 1916-1985-

書の開放-」に井上有一《無我 A》

（1956年）など25点を貸し出し，

海外における日本近現代美術の

紹介に貢献した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

所蔵作品貸与については，国

内外の美術館等からその役割が

大きく期待されており，依頼件

数も多数に上っている。国立美

術館としては，各機関からの要

望に最大限応えているが，貸出

先の展示環境などの調査に加え

自館におけるコレクション活用

等との調整も必要となり，国立

国際美術館を除いてレジストラ

ーが配置されておらず，研究員

の業務量増大に伴い貸出業務へ

の対応が大きな負担ともなって

いる。 

国民の鑑賞機会をより一層提

供していくためにも，また，国

外からの要請に適切に対応して

いくためにも，適切な予算措置

と人員の配置が必要である。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第５号，第７号，第８号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 
 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

１－３－１～３ 

各表参照 

       予算額（百万円） 581 661 629   

       決算額（百万円） 552 566 598   

       

経常経費（百万円） 350 399 483   

経常利益（百万円） 321 436 574   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
589 666 559  

 

従事人員数（人）    

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

３ 我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

国立美術館が

所有、蓄積する

美術作品や人

材等を活用し、

美術振興のナ

ショナルセン 

ターとして、

国際交流等を

推進するとと

もに、我が国の

美術館活動全

体の活性化に

寄与すること

が必要である。 

３ 我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

 

 

３ 我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

 

＜主な定量的指標＞ 

１－３－１～３ 

各表参照 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P41～49 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・国立映画アーカイブで

は、独立に伴い、我が国の

映画文化振興のナショナ

ルセンターとして機能強

化を図るため、外部有識者

による「国立映画アーカイ

ブ機能強化会議」を設置

し、国内外の映画関係機関

と連携を図り機能強化を

進めていることは評価で

きる。 

 

＜課題と対応＞ 

１－３－１～３ 

各表参照 

１－３－１ 国内外の美術館等との連携・協力等 

１－３－２ ナショナルセンターとしての人材育成 

１－３－３ 国内外の映画関係団体等との連携等 

各表参照 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（１）国内外の美術館等との連携・協力等 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第８号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期目標期

間最終年度値 

28年

度 
29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

国内外の研究者の招へい等に基

づくｾﾐﾅｰ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
実績値 － － 23 17 27   

予算額（百万円） 581 661 629   

決算額（百万円） 552 566 598   

 

経常経費（百万円） 350 399 483   

経常利益（百万円） 321 436 574   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
589 666 559 

  

従事人員数（人） 55 54 56   

１）予算額・決算額は決算報告書 ナショナルセンター事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事務職員は勘案していない 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

３ 我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

（１）国内外の

美術館等との

連携・協力等 

国内外の美

術館関係者と

の研究会の開

催や研究者の

交流等を行い，

我が国におけ

る美術館の国

３  我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

（１）国内外の

美術館等との

連携・協力等 

①  国内外の

優れた研究者

を招へいしシ

ンポジウムを

開催するなど，

美術館活動に

対する示唆が

３ 我が国に

おける美術館

のナショナル

センターとし

て美術館活動

全体の活性化

に寄与 

（１）国内外の

美術館等との

連携・協力等 

① 各館にお

いて国内外の

研究者を招へ

いし，展覧会の

開催等に合わ

せ 各 種 講 演

会・セミナー・

＜主な定量的指標＞ 

・事業数及び会場数

（巡回展，巡回上

映）（項目「1-1-1」

の掲載参照） 

 

<その他の指標> 

・所蔵作品等に関する

セミナー・シンポジ

ウムの開催件数（項

目「1-1-5」の掲載

参照） 

・国内外の研究者の招

へいに基づくセミ

ナー・シンポジウム

の開催件数 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P35～36 

３ 我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄

与 

（１）国内外の美術館等との連携・協力等 

① 国内外の美術関係者との研究会の開催や研究者との交流等 

② 我が国の作家，美術作品による展覧会開催のための海外の美術館との連携・協力 

③ 全国の美術館等との人的ネットワークの形成等 

 

 

 

 

評定  

 
＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国内外の研究者との交流に

ついては，各館とも展覧会の

開催に合わせたシンポジウ

ム，研究会，講演会等の開催

や，国際会議への出席等を通

①国内外の美術関係者との研究会の開催や研究者との交流等 

●シンポジウムの開催等による国内外の優れた研究者等との人的ネットワークの構築 

・国内外の研究者の招へい等に基づくセミナー・シンポジウムの開催 

 

   館   名 開催回数 

東近美 
本館 5 

工芸館 2 
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際的な拠点と

なることを目

指すものとす

る。 

 

国内外の美

術館等におけ

る修理・保存処

理の充実に寄

与するものと

する。 

 

全国の美術

館等の運営に

対する援助，助

言を行うとと

もに，関係者の

情報交換・人的

ネットワーク

の形成等に努

めるものとす

る。 

 

得られるよう

取り組むとと

もに，人的ネッ

トワークの構

築を推進する。 

 

②海外の美術

館において，我

が国の優れた

作家や美術作

品を世界に広

く紹介する展

覧会が活発に

行われるよう，

海外の美術館

との連携・協力

に積極的に取

り組む。 

 

③  全国の美

術館等の運営

に対する援助，

助言を適時行

うとともに，地

方巡回展の開

催，企画展等の

共同主催やそ

れに伴う共同

研究等を通じ

て，関係者の情

報交換・人的ネ

ットワークの

形成等に取り

組む。 

 

シンポジ 

ウムを開催す

る。 

 

② 展覧会等

の紹介や企画

につき海外の

美術館との連

携・協力を図

る。 

 

③ 全国の美

術館等の運営

に対する援助，

助言を適時行

うとともに，地

方巡回展の開

催，企画展の共

同主催やそれ

に伴う共同研

究等を通じて，

関係者の情報

交換・人的ネッ

トワークの形

成等に取り組

む。 

 

 

＜評価の視点＞ 

○各種セミナーやシ

ンポジウムを開催

したか。 

 

○ 国内外の優れた研

究者を招聘しシン

ポジウムを開催す

るなど，美術館活動

に対する示唆が得

られるよう取り組

むとともに，人的ネ

ットワークの構築

を推進したか。 

 

 ○ 海外の美術館に

おいて，我が国の優

れた作家や美術作

品を世界に広く紹

介する展覧会が活

発に行われるよう，

海外の美術館との

連携・協力に積極的

に取り組んだか。 

 

○ 全国の美術館等の

運営に対する援助，

助言を適時行うと

ともに，企画展の共

同主催やそれに伴

う共同研究及びそ

の他の研修制度を

通じて，関係者の情

報交換・人的ネット

ワークの形成等に

取り組んだか。 

京都国立近代美術館 4 

国立映画アーカイブ 1 

国立西洋美術館 1 

国立国際美術館 8 

国立新美術館 6 

計 27 

 

・所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの開催 

1-1-5記載の「エ 所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの開催」を参照。 

（特記事項） 

・国立美術館より，ICOM大会，CIMAM 年次総会等の国際会議へ出席した。 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P35及び別表 12を参照。 

 

②我が国の作家，美術作品による展覧会開催のための海外の美術館との連携・協力 

（特記事項） 

・パリ日本文化会館（フランス・パリ）及びトゥールーズ・ロートレック美術館（フラ

ンス・アルビ）において開催されたジャポニスム 2018「井上有一 1916-1985 –書の

解放-」（主催：国際交流基金，トゥールーズ・ロートレック美術館（アルビ），会期：

7月 14日～9月 15日（パリ），9月 29日～12月 17日（アルビ））に対し，特別協力

を行った。 

※詳細は実績報告書 P35を参照。 

 

③全国の美術館等との人的ネットワークの形成等 

ア 地方巡回展の開催 

 1-1-1記載の「④ 地方巡回展」を参照。 

 

イ 企画展・上映会等の共同主催，共同研究 

館   名 共同主催件数 共同研究件数 

東近美 
本館 2 4 

工芸館 7 0 

京都国立近代美術館 3 6 

国立映画アーカイブ 9 9 

国立西洋美術館 2 2 

国立国際美術館 2 2 

国立新美術館 3 5 

計 28 28 

 

ウ 国内外の美術館等との保存・修復に関する連携・協力等 

※詳細は実績報告書 P36を参照。 

じて人的ネットワークの構築

を積極的に行っている。 

また，各館において，海外

美術館の展覧会等への協力や

国立美術館の企画展の海外巡

回を積極的に実施した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館における作品の

収集活動や展覧会活動，教育

普及活動，情報の収集発信活

動は，長期的なビジョンに基

づく調査研究の成果によって

成り立つものである。その成

果が国内はもとより，国際的

な共同研究ひいては海外展開

催などの活動に結びつくよう

に積極的に国内外の美術館等

との連携・協力等に取り組む。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（２）ナショナルセンターとしての人材育成 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第７号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 

前中期

目標期

間最終

年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

指導者研修 

参加者数 実績値 － 98 99 80 103   予算額（百万円） 581 661 629   

 
うち教員免許更

新講習受講者数 
実績値 － 17 9 12 23   決算額（百万円） 552 566 598   

満足度 
計画値 － － 96.6% 96.6% 96.6%   経常経費（百万円） 350 399 483   

実績値 － － 97.0% 99% 99%   経常利益（百万円） 321 436 574   

キュレーター研修受入人数 実績値 － 7 4 6 7   
行政サービス実施コ

スト（百万円） 
589 666 559   

インターンシップ受入人数 実績値 － 40 40 33 39   従事人員数（人） 57 57 59   

博物館実習受入人数 実績値 － 15 15 12 16   

１）予算額・決算額は決算報告書ナショナルセンター事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数及び研修担当事務職員数を計上している。その際，役員及び研修

担当を除く事務職員は勘案していない。 

  

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（２）ナショナルセ

ンターとしての人

材育成 

小・中学生のため

の美術教育の一翼

を担うナショナル

センターとして，モ

デル的な教材の開

発や教員，学芸員等

の資質向上のため

の研修等を重点的

に実施するものと

する。 

 （２）ナショナルセ

ンターとしての人材

育成 

 

① 美術教育の一翼

を担うナショナルセ

ンターとして，全国

の小・中学校等や公

私立美術館における

教育普及活動の充実

に資するプログラム

の開発・実施を行う

とともに，作成した

（２）ナショナル

センターとしての

人材育成 

 

① 美術教育の

一翼を担うナショ

ナルセンターとし

て，次の事業を行

う。 

ア 小・中学校の

教員や学芸員

が，学校や美術

館で活用できる

＜主な定量的指標＞ 

・指導者研修の実施

回数と満足度 

 

＜その他の指標＞ 

・指導者研修参加者

数及びそのうちの

教員免許更新講習

受講者数 

・インターンシップ

受入人数 

・キュレーター研修

受入人数 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P36～37 

（２）ナショナルセンターとしての人材育成 

① 美術教育の一翼を担うナショナルセンターとして

の活動 

ア 教育普及活動の充実に資する教材やプログラム

の開発 

イ 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導

者研修の実施等 

② 今後の美術館活動を担う中核的人材の育成 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
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大学の美術館・博

物館等の教育機関

等と積極的に提携

しながら，今後の美

術館活動を担う中

核的な人材の育成

を図るものとする。 

 国立映画アーカ

イブにおいては，優

れた日本映画作品

等の保存・継承のた

めに，映画フィルム

保存技術や映写技

術等，映画保存のニ

ーズに対応した人

材育成を図るもの

とする。 

 

教材の普及に取り組

む。 

 

② 全国の小・中学

校等における鑑賞教

育や，全国の美術館

における教育普及活

動の活性化を図るた

め，指導にあたる人

材の育成を目指した

全国レベルの教員，

学芸員等の研修を実

施する。 

 

③ 全国の公私立美

術館等と連携して学

芸担当職員を対象と

した研修を実施する

とともに，大学等の

教育機関等と連携し

て大学院生等を対象

としたインターンシ

ップ等を実施し，今

後の美術館活動を担

う中核的人材を育成

する。 

 

④ 国立映画アーカ

イブにおいては，映

画フィルム保存技術

や映写技術等，映画

保存のニーズに対応

した人材を育成す

る。  

鑑賞教育用教材

の普及を図る。 

イ 各地域の学

校と美術館の関

係の活性化を図

るとともに，子供

たちに対する鑑

賞教育の充実に

資するため，各地

域の鑑賞教育や

教育普及事業に

携わる小・中・高

等学校の教員と

学芸員等が一堂

に会し，グループ

討議等を行う「美

術館を活用した

鑑賞教育の充実

のための指導者

研修」を，国立美

術館の研究員の

研究成果と協働

により実施する。

また，平成 29 年

度より，会場を関

東と関西の隔年

交代で開催する。 

ウ イの研修につ

いて教員免許更

新講習として実

施する。 

 

 

② -1 公私立美

術館の学芸担当職

員を対象としたキ

ュレーター研修を

実施し，その専門

的知識及び技術の

普及向上を図る。 

研修希望者の

募集に際しては，

アンケート調査の

結果を踏まえ，前

年度と同様に研修

を受け入れる国立

美術館各館の展覧

会概要及び受入れ

可能な研修分野の

情報を提示し９月

・博物館実習受入人

数 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 全国の小・中学校

等や公私立美術館

における教育普及

活動の充実に資す

るため，先導的・

先駆的な教材やプ

ログラムの開発・

実施を行うととも

に，第 2 期中期目

標期間に作成した

教材の普及に取り

組んだか。 

 

○ 全国の小・中学校

等における鑑賞教

育や，全国の美術

館における教育普

及活動の活性化を

図るため，指導に

あたる人材の育成

を目指した全国レ

ベルの教員，学芸

員等の研修を実施

したか。 

 

 

 

 

○ 大学院生等を対

象としたインター

ンシップ等の事業

を進め，今後の美

術館活動を担う中

核的人材を育成し

たか。 

 

○ 学芸担当職員を

対象とした研修制

度について，当該

館のニーズ・実態

等を十分踏まえ，

これまでの実施方

法等を含め見直し

のための検討を行

ったか。また，結

 

 

①美術教育の一翼を担うナショナルセンターとしての

活動 

ア 教育普及活動の充実に資する教材やプログラムの

開発 

●国立美術館全体 

・鑑賞教材「国立美術館アートカード」の貸出・紹

介 

 

イ 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者

研修の実施等 

・研修記録をウェブサイトで公開 

・本研修において「教員免許状更新講習」を実施 

［研修内容］ 

・会期：平成 30年 8月 6日，8月 7日 

・会場：国立西洋美術館，国立新美術館 

・修了者数 103名 

・教員免許状更新講習：受講 23名 

［美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者

研修」に参加した指導者に対するアンケート結果］ 

・総合評価 

「満足計」（「非常に満足」・「満足」の合計）…99％ 

 

 

②今後の美術館活動を担う中核的人材の育成 

 

館   名 
ｷ ｭ ﾚ ｰ ﾀ ｰ

研修 

ｲﾝﾀｰﾝ 

ｼｯﾌﾟ 

博物館 

実習 

東近美 
本館 1 5 － 

工芸館 2 3 4 

京都国立近代美術館 1 4 － 

国立映画アーカイブ － 1 12 

国立西洋美術館 0 8 － 

国立国際美術館 2 7 － 

国立新美術館 1 11 － 

計 7 39 16 

 

※その他を含め，詳細は実績報告書 P36～37を参照。 

 

 

 

国立美術館は，美術教育の一翼

を担うナショナルセンターとし

て「美術館を活用した鑑賞教育

の充実のための指導者研修」を

実施している。同研修は，学校

や美術館で鑑賞教育に携わる教

員，学芸員に対して実践的な研

修を行うもので，修了者が研修

の成果を各地域の学校等，現場

で実践することで，鑑賞教育の

充実を図っている。各地域の学

校と美術館との連携強化を図る

とともに，全国の児童生徒に対

する鑑賞教育の充実に貢献して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立美術館においては，美術館

活動を担う中核的な人材を育成

するため，選考方法，カリキュ

ラムの内容，実際の指導等の検

討を行い，大学院生等を対象と

したインターンシップや美術館

員（学芸員）の研修としてキュ

レーター研修を行い，継続して

人材育成を取り組んでいる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

次代を担う美術館員（学芸員）

の養成は，我が国の美術館活動

全体の活性化を図る上でも重要

な課題であり，研修内容につい

て，受講者のニーズを踏まえつ

つ，適時・適切に取り組んでい

く。 
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に公募を開始す

る。 

 

② -2 美術館活

動を担う人材の育

成に資するようイ

ンターンシップ等

の事業を実施す

る。 

 

果に基づき行った

か。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（３）国内外の映画関係団体等との連携等 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１１条第５号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

映画フ

ィルム

の収集 

購入本数 実績値 － 239 155 299 71   予算額（百万円） 581 661 629   

購入金額（千円） 実績値 － 262,949 146,135 159,017 93,276   決算額（百万円） 552 566 598   

寄贈本数 実績値 － 1,951 1,222 579 377   経常経費（百万円） 350 399 483   

年度末所蔵本数 実績値 － 78,132 79,509 80,387 80,835   

経常利益（百万円） 321 436 574   

行政サービス実施コ

スト（百万円） 
589 666 559   

年度末寄託品本

数 
実績値 － 8,018 8,018 8,018 19,322 

 

 

 

 

従事人員数（人） 10 11 11   

１）予算額・決算額は決算報告書ナショナルセンター事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数及び研修担当事務職員数を計上している。その際，役員及び研修担当を除く事務

職員は勘案していない。 
映画フ

ィルム

等の貸

与 

 

貸出 
件数 実績値 － 102 102 114 93   

本数 実績値 － 231 267 249 188   

特別映写

観覧 

件数 実績値 － 102 58 65 70   

本数 実績値 － 365 228 208 235   

複製利用 
件数 実績値 － 48 40 49 56   

本数 実績値 － 94 102 77 109   

映画関

連資料

の貸与 

貸出 
件数 実績値 － 5 7 6 7   

点数 実績値 － 127 86 110 137   

特別観覧 
件数 実績値 － 36 42 37 46   

点数 実績値 － 2,991 542 1,798 894   

所蔵映画フ

ィルム検索

システムの

拡充 

新規公開

件数 
実績値 － 419 159 106 146 

  

累計公開

件数 
実績値 － 7,140 7,299 7,405 7,551 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

（３）国内外の映画

関係団体等との連携

等 

国立映画アーカイ

ブにおいては，映

画・映像作品の収

集・保管等を推進す

るものとする。 

国際的に我が国を

代表する映画文化振

興の中枢となる総合

的な機関として，国

内外の映画関係団体

等との連絡を密接に

図り，その連携・調

整について役割を果

たすものとする。 

 

（３）国内外の映画

関係団体等との連携

等 

① 国立映画アーカ

イブにおいては，我

が国の映画文化振興

の中枢的機関とし

て，国内外の美術館

及びフィルム・アー

カイブ等と情報交換

を図りながら，映

画・映像作品の収

集・保管・修復・復

元に積極的に取り組

むとともに，国際フ

ィルム・アーカイブ

連盟（FIAF）の正会

員として，引き続き

国際的な事業等に取

り組み，「所蔵映画フ

ィルム検索システ

ム」を拡充する等，

各種情報の収集・発

信を行う。 

 

（３）国内外の映画関係団体

等との連携等 

国立映画アーカイブでは，

我が国の映画文化振興の中枢

的機関として，国内外の映画

関係団体等と連携しながら次

の取組を実施する。 

 

① 映画を芸術作品のみなら

ず，文化遺産として，あるい

は歴史資料として，網羅的に

収集することを目標に，日本

映画の収集を優先しながら，

時代を問わず散逸や劣化，滅

失の危険性が高い映画フィル

ム等及び上映事業や国際交流

事業に必要な映画フィルム等

の収集を行う。なお、収集に

あたっては、自主製作映画等

企業の管理下に置かれない映

画の収集にも配慮することと

し、受贈については、デジタ

ル素材の受入れも視野に入れ

ながら、映画のデジタル化に

伴い散逸の危機に瀕している

プリントやフィルム原版の受

入れも重点的に実施すること

とする。映画資料については，

日本映画に関わるものを中心

に，映画史の調査研究に資す

る資料の収集を行う。加えて，

本年度は特に次の点について

留意する。 

ア 公開当時の画調を忠実に

再現するために，カメラマン

の立ち会いの下，フィルム複

製を行うとともに，必要なデ

ータを保存する。 

イ フィルム映画をデジタル

化した保存用素材及び上映用

素材，デジタル映画から複製

された保存用素材，上映用素

材及びレコーディングしたフ

ィルム等の収集を行う。 

② 可燃性フィルムや大型映

画，小型映画などの特殊なフ

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・映画フィルム購入本数 

・映画フィルム購入金額 

・映画フィルム寄贈本数 

・映画フィルム年度末所蔵

本数 

・映画フィルム年度末寄託

本数 

 

・映画フィルム等の貸出件

数／点数，特別映写観覧

件数／点数，複製利用件

数／点数 

・映画関連資料の貸出件数

／点数，特別観覧件数／

点数 

 

・所蔵映画フィルム検索シ

ステムにおける新規公開

件数及び累計公開件数 

 

・「全国映画資料館録」更新

版の作成を中期目標期間

中に刊行する 

 

＜評価の視点＞ 

○ 引き続き国際的な事業

等に取り組み，「所蔵映画

フィルム検索システム」

を拡充する等，各種情報

の収集・発信を行ったか。

さらに，映画団体が行う

映画資料の保存に関する

プロジェクトや大学等が

行う映画フィルム調査等

の各種取組について連

携・調整の役割を積極的

にしたか。 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P37～41 

（３）国内外の映画関係団体等との

連携等 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

○映画フィルムの収集 

（映画フィルム） 

・購入本数 71本 

・寄贈本数 377本 

・年度末所蔵本数 80,835本 

・年度末寄託品本数 19,322本 

 

○映画フィルムの修復・復元 

『お葬式』（伊丹十三監督，1984

年）の再タイミング版作成を行い，

同作を当時担当したカメラマンの

監修と、タイミング（色彩補正）を

担当した国立映画アーカイブ技術

スタッフの助言をもとに，初公開当

時の色彩の再現を試みた。 

 

○映画フィルム等の貸与 

・映画フィルム貸出件数／本数 93

件 188点 

・映画フィルム特別映写観覧件数／

本数 70件 235本 

・映画フィルム複製利用件数／本数 

56件 109本 

 

・映画関連資料貸出件数／点数 7

件 137点 

・映画関連資料特別観覧件数／点数 

46件 894点 

 

○「所蔵映画フィルム検索システ

ム」については，平成 30年度中に

日本劇映画の作品情報 146件を新た

に公開し，公開件数は累計 7,551件

となった。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

映画フィルムの収集・保存・修

復，上映会や展覧会の企画・実

施，教育・研究活動の展開，国

内外諸機関との積極的な連携な

ど，ナショナルセンターとして

の役割を果たすべく，「国立映画

アーカイブ機能強化会議」を設

置した。 

同会議の委員は大手４映画会

社役員他，文化庁，内閣府，外

務省，経済産業省，大学教授，

国際交流基金，俳優(映画監督)

により構成されるこれまでにな

い産官学連携の形となる。  

平成 30 年度は 2 回（11 月、3

月）の会議を開催し、国立映画

アーカイブに期待すること等に

ついて意見交換が行われ、国立

映画アーカイブの機能強化のた

めに映画各社から人的なものを

含めた必要な協力をしていく、

ということが了承された。 

また，国内外の FIAF 加盟機関

との連携を生かし，海外の同種

機関の貴重なコレクションを紹

介するという映画文化の中枢機

関としての責務を果たした。 

そのほか，所蔵映画フィルム検

索システムの拡充を図り，情報

収集・発信に努めており，映画

関係団体や大学等との連携強化

にも積極的に取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

従来からの活動に加え，さらに
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ォーマットを含む映画フィル

ムの検査体制の充実を図り，

劣化等に応じた柔軟な処置を

施せるよう，フィルムの保

管・保存・復元について，情

報収集に努めるとともに，映

画史的に重要なカラーシステ

ムや，70mmフィルム等大型映

画，3D映画等の適切な保存・

復元に向けての調査・作業を

継続する。映画の復元につい

ては，現存する最良の素材を

もとに，可能な限りオリジナ

ルの再現を目指したワークフ

ローを実施する。また，映画

会社や海外のフィルム・アー

カイブと共同で最新のデジタ

ル復元を実施する。また，映

画ポスターやシナリオ、プレ

ス資料，図書、雑誌といった

映画資料についても保存修復

措置を行いながらデジタル化

を図る。 

③ 国内外の同種機関や映画

祭等が開催する上映会・展覧

会に対し貸与を通して協力

し，保存・復元の成果や，日

本映画を中心に充実を図って

いるコレクションの活用・発

信を図る。また，所蔵作品及

び関連情報へのアクセスの増

大と多様化への効率的な対応

を念頭に，フィルム・コレク

ションのデジタル・ファイル

化及び配信等のデジタル・ア

クセスに対する検討を行う。 

④ 上映会や展覧会及び教育

普及に関わる講演会及びセミ

ナー等を開催する。また，ユ

ネスコ「世界視聴覚遺産の日」

（10 月 27 日）に関連した講

演会等を開催する。 

⑤ 海外において共催上映を

実施する。 

⑥ 国際フィルム・アーカイ

ブ連盟（FIAF）加盟機関及び

国内映像関連団体並びに研究

機関等と情報交換を図りなが

ら，映画フィルムの保存・修

復活動等に携わる機関や団体

 ※その他詳細は実績報告書 P37～41

を参照。 

 

デジタル映画の保存と活用，デ

ジタル技術を活用した映画並び

に関連資料の活用，多様な観客

への鑑賞機会の提供，新進的映

画と若手クリエイター等への支

援等，「国立映画アーカイブ機能

強化会議」からの助言等を元に，

国内外の映画関係機関との連携

や，情報発信などの機能を強化

し，我が国の映画文化振興の中

枢的機関としての役割を果たし

ていくよう努めていく。 
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への協力を行う。 

⑦ 国内外で実施される各種

映画祭や大学等の映画・映像

に関する研究会等に協力す

る。 

⑧ 「国立映画アーカイブ・

大学等連携事業」の一環とし

て，国立美術館キャンパスメ

ンバーズ（東京国立近代美術

館及び国立映画アーカイブ利

用校）とともに，国立映画ア

ーカイブの所蔵映画フィルム

と施設を利用した講義等を実

施する。 

⑨ 文化庁が実施する「日本

映画情報システム」事業に協

力し，「国立映画アーカイブ 

所蔵映画フィルム検索システ

ム」への接続を通じた所蔵情

報の公開を行う。 

⑩ 国際フィルム・アーカイ

ブ連盟（FIAF）会議に研究員

等が出席する。 

⑪ 中期目標期間中の「全国

映画資料館録」更新版刊行の

ため，全国各地で保存されて

いる映画関連資料に関する情

報を収集し，映画資料を所蔵

する機関との連携を図る。  

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．業務の効率化の状況 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

 

  
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期間最終

年度値 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

一般管理費の削減状況（単位：千円） 
実績値 15%以上の効

率化 
679,240 457,752 458,849 643,619    

削減割合 － △32.6% △32.4% △5.2％    

事業費の削減状況（単位：千円） 
実績値 5%以上の効

率化 
2,790,837 2,551,574 2,951,248 2,843,925    

削減割合 － △8.6% 5.7% 1.9%    

使用資源の削減割合

（対 27年度比） 
使用量 

電気 実績値 
 

 

－ 100.5% 100.3% 98.5％    

ガス 実績値 － 102.5% 102.2% 101.4％    

合計 実績値 － 101.0% 100.8% 99.2％    

評価対象となる指標  
前中期目標期間最終

年度値 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

調達の状

況 

競争性のあ

る契約 

件数 実績値  99 115 98 99   ※金額は単位未満四捨五

入のため，合計が合致し

ない場合がある 

金額（千円） 実績値  3,490,045 2,379,473 2,564,869 2,547,545   

 

競争入札 
件数 実績値  84 79 68 66   

金額（千円） 実績値  3,354,500 1,899,200 2,365,904 1,845,669    

企画競争，

公募等 

件数 実績値  15 36 30 33    

金額（千円） 実績値  135,545 480,273 198,965 701,876    

競争性の無

い契約 

件数 実績値  130 115 171 148    

金額（千円） 実績値  7,227,245 6,709,061 5,341,764 6,918,276    

合計 
件数 実績値  229 230 269 247    

金額（千円） 実績値  10,717,290 9,088,534 7,906,633 9,465,821    

一者応

札・応募

の状況 

競争性のあ

る契約 

件数 実績値  99 115 98 99    

金額（千円） 実績値  3,490,045 2,379,473 2,564,869 2,547,545    

 

うち，一者

応札・応募

となった

契約 

件数 実績値  50 55 40 44    

金額（千円） 実績値  2,673,856 1,143,334 1,588,174 1,256,000   

※不落随契を含んでいる。 

前中期目標期間最終年度

値について,平成 27年度実

績報告書では,不落随契を

含んでいないため,数値が

異なる。（合計には含まれ

ている。）  
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

Ⅳ 業務運営の効

率化に関する事項 

 

１ 業務運営の取

組 

 業務運営に関

しては，「独立行

政法人改革等に関

する基本的な方

針」（平成 25 年

12 月 24 日閣議決

定）等を踏まえ，

国民に対して提供

するサービスの質

の維持向上等に十

分配慮しつつ，自

主的・戦略的な業

務運営を行い，最

大限の成果を上げ

ていくために，調

達合理化の推進等

により，一層の業

務の効率化に取組

むものとする。具

体的には，美術作

品購入等の効率化

になじまない特殊

要因を除き，中期

目標期間中，一般

管理費については

15％以上，業務経

費については 5％

以上の効率化を図

るものとする。 

 

２ 組織体制の見

直し 

独立行政法人の業

務運営の柔軟性を

生かし，より一層

のサービス向上を

実現するため，広

報機能の強化等，

組織・体制の強化

に努めるものとす

る。 

 

Ⅱ 業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためにとるべき

措置 

 

所蔵作品の安

全性の確保，快適

な観覧環境の提

供，入館者サービ

スの充実及びそ

の他業務の質の

向上を考慮しつ

つ，業務運営全般

について，次の取

組を行い，事務及

び事業の改善を

図る。 

 

１ 業務運営の

取組 

運営費交付金

を充当して行う

事業については，

「独立行政法人

改革等に関する

基本的な方針」

（平成 25年 12月

24 日閣議決定）

等を踏まえて業

務の効率化を進

め，中期目標の期

間中，一般管理費

については 15％

以上，業務経費に

ついては 5％以上

の効率化を図る。

ただし，美術作品

購入費等の特殊

要因経費はその

対象としない。ま

た，人件費につい

ては 5 項に基づ

き取り組むこと

とし，本項の対象

としない。 

 

Ⅱ 業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためにとるべき

措置 

 

１ 業務運営の

取組 

業務運営の一層

の効率化を進め

るため，次のよう

な措置を講ずる。 

（１）省エネルギ

ー 

観覧環境を阻害

しない範囲にお

いて，「エネルギ

ーの使用の合理

化に関する法律」

に基づく中長期

計画に沿って，エ

ネルギー使用量

の削減に努める。 

 

（２）共同調達等

の推進 

共同調達等を推

進し，業務の効率

化に努める。 

 

２ 組織体制の

見直し 

独立行政法人の

業務運営の柔軟

性を生かし，より

一層のサービス

向上及び組織の

機能向上を実現

するため，組織・

体制の強化に努

める。 

 

３  契 約 の 点

検・見直し 

「調達合理化計

画」の策定及び国

立美術館契約監

＜主な定量的指標＞ 

・使用資源の削減割合 

・一般管理費の削減状況 

・事業費の削減状況 

・調達の全体実績 

・一者応札・応募の状況 

※いずれも内訳につ

いては「主要な経年

データ」参照。 

＜その他の指標＞ 

特になし 

＜評価の視点＞ 

○ 収蔵品の安全性の

確保，快適な観覧環

境の提供，入館者へ

のサービスの充実

及びその他業務の

質の向上を考慮し

つつ，業務運営全般

について，事務及び

事業の改善を図っ

たか。 

 

○一般管理費・業務経

費の削減 

・運営費交付金を充

当して行う事業に

ついては，業務の効

率化を進め，中期目

標の期間中，一般管

理 費 に つ い て は

15％以上，業務経費

については 5％以上

の業務の効率化を

図ったか。 

 

○使用資源の削減 

・省エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P42～45 

Ⅱ 業務運営の効率化 

１ 業務運営の取組 

 （１）一般管理費及び業務経費の削減状況 

（２）省エネルギー 

２ 組織体制の見直し 

３ 契約の点検・見直し 

（１） 調達等合理化の推進 

（２） 民間委託の推進 

①一般管理部門を含めた組織・業務の見直しと民間委託の推進 

②広報・普及業務の民間委託の推進 

４ 共同調達の推進 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

１ 業務の効率化のための取組 

 （１）一般管理費及び業務経費の削減状況（対 27年度比） 

  ・一般管理費 ： 5.2％削減 

  ・業務経費  ： 1.9％増加 

  当中期目標期間終了年度において，前中期目標期間の最終年度と比

べて，一般管理費 15％，業務経費 5％を削減することを目標としてい

る。（ただし，美術作品購入費，美術作品修復費，土地借料等の特殊要

因経費はその対象外。） 

  平成 30年度においては，平成 27年度比で一般管理費については

5.2％削減しているが，業務経費については 1.9％増加している。 

 

 

 

 

（２）省エネルギー 

国立美術館全体においては，業務の特殊性から展覧会場や美術作品

収蔵庫において一定の温湿度維持等が必要とされ削減が難しいもの

の，引き続き，美術作品のない区画における空調機の設定温度の適格

化（夏季 28℃，冬季 19℃），夏季における服装の軽装化，不使用設備

機器類の停止及び職員等の意識の啓発によりエネルギーの削減に努め

た。 

また，エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき，エネルギ

ー管理統括者の下で，省エネルギー計画策定等を行い，各館において

可能な箇所から施設設備の改修を行い，省エネルギー効果を高めた。

特に，国立新美術館においては，引き続き，BEMS（Building and Energy 

Management System）により，詳細なエネルギーの使用量と室内環境の

把握を行い，その情報を定例的に開催する省エネルギー推進会議へ報

告し，省エネルギー対策に生かすなどの取組を行っている。 

さらに，引き続き「夏季の省エネルギーの取組について（30文科施

第 81号）」及び「冬季の省エネルギーの取組について（30文科施第 282

号）」を踏まえた節電対策を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

契約の競争性・透明性

の確保，民間委託の推進,

共同調達の推進など，業

務運営全般について業務

の効率化に努めている。 

一般管理費及び事業費

の削減について,平成 27

年度実績と比べて，いず

れも目標に至っていな

い。これは予算を上回っ

た自己収入による事業充

実のための支出による。 

 

 

エネルギー削減のため

の諸施策の実行，省エネ

ルギー計画に基づく施設

設備改修及び節電対策に

積極的に取り組んでい

る。エネルギー使用量に

ついては，前中期目標期

間の最終事業年度（平成

27 年度）と比べると

99.2%（電気 98.5%，ガス

101.4%）と横ばいとなっ

ている。エネルギーの使

用量は入館者数の増加等

に影響を受けるため，毎

年減少させていくことは

難しいが，引き続き削減
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３ 契約の点検・

見直し 

「独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて」（平成 27

年 5月 25日総務大

臣決定）に基づく

取組を着実に実施

し，「調達等合理化

計画」に沿って，

一層の競争性，公

正性及び透明性の

確保に努め，契約

の適正化を推進す

るとともに，外部

委託の活用等によ

り，定型的な管

理・運営業務の効

率化を図るものと

する。 

 

４ 共同調達等の

取組の推進 

周辺の機関と連携

し，コピー用紙等

の消耗品や役務に

ついて，共同して

調達する取組を年

度計画等に具体的

な対象品目等を定

めた上で進めるも

のとする。 

 

７ 予算執行の効

率化 

独立行政法人会計

基準の改訂等によ

り，運営費交付金

の会計処理とし

て，業務達成基準

による収益化が原

則とされたことを

踏まえ，収益化単

位の業務ごとに予

算と実績を管理す

る体制を構築する

ものとする。 

 

 

 

２ 組織体制の

見直し 

独立行政法人

の業務運営の柔

軟性を生かし，よ

り一層のサービ

ス向上及び組織

の機能向上を実

現するため，組

織・体制の強化に

努める。 

 

３  契 約 の 点

検・見直し 

（１）契約の適正

化 

毎年度，「調達合

理化計画」を策定

し，随意契約が真

にやむを得ない

ものであるか，ま

た一般競争入札

等について真に

競争性が確保さ

れているか等の

観点から点検し，

見直しを行う。 

 

（２）施設の管

理・運営 

施設の管理・運営

（展示事業の企

画等を除く。）に

ついては，すでに

実施している民

間競争入札につ

いて検証を行い，

良好な実施結果

が得られたと判

断された場合は，

国立美術館が実

施する包括的業

務委託に移行す

る。 

また，民間競争入

札又は包括的業

務委託を実施し

ていない施設に

ついては，質の維

視委員会の開催

（１回程度）によ

り，随意契約及び

一般競争入札に

ついて点検，見直

しを行う。その結

果も踏まえ，一般

競争入札及び企

画競争・公募によ

る競争性のある

契約方式及び契

約の包括化を推

進する。 

 

４ 共同調達等

の取組の推進 

周辺の機関と連

携し，次の品目に

ついて，共同調達

を推進する。 

ア コピー用紙 

イ トイレット

ペーパー 

ウ 廃棄物処理 

エ トイレ用洗

浄，脱臭器具の賃

貸借 

 

７ 予算執行の

効率化 

共同調達や競争

入札を推進し，予

算効率的な執行

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 契約の点検・見直

し 

・事務・事業の特性

を踏まえ，ＰＤＣＡサ

イクルにより，公正

性・透明性を確保し

つつ，自律的かつ継

続的に調達等の合

理化に取り組んだ

か。 

 

 

 

 

・一者応札の見直し

を行い，改善が見込

めない案件につい

て，公募への切替え

等を検討し，業務の

効率化を図ったか。 

 

 

 

 ・契約監視委員会を

設置し，契約の点

検・見直しを行い,

特に一者応札につ

いて検証を行った

か。 

 

・随意契約に関し

て，内部統制が取れ

ているか。 

 

 

 

 

 

平成 30年度の削減割合について，快適な観覧環境の提供等事業の充

実を図る一方で，省エネルギーへの取組及び工事休館等により，電気

及びガスの使用量は減少し，エネルギー使用量は平成 27年度に対し

99.2％と横ばいになっている。 

 

 ※その他を含め，詳細は実績報告書 P43～44を参照。 

 

２ 組織体制の見直し 

 独立行政法人の業務運営の柔軟性を生かし，より一層のサービス向上

及び組織の機能向上を実現するため，適宜組織体制を見直し，その強

化に努めた。 

 

３ 契約の点検・見直し 

（１） 調達等合理化の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成

27年 5月 25日総務大臣決定）に基づき，事務・事業の特性を踏まえ，

ＰＤＣＡサイクルにより，公正性・透明性を確保しつつ，自律的かつ

継続的に調達等の合理化に取り組むため，平成 30年度独立行政法人国

立美術館調達等合理化計画を策定した。 

 

ア 平成 30年度の調達実績 

 ・競争性のある契約：99件(40.1％) 2,547,545千円（26.9％） 

  うち一般競争入札等：66件(26.7％) 1,845,669 千円（19.5％） 

  うち企画競争・公募等：33件(13.4％) 701,876千円（7.4％） 

 ・競争性のない随意契約：148件(59.9％) 6,918,276千円（73.1％） 

 

 ・一者応札・応募：44件（44.4％） 1,256,000千円（49.3％） 

  複数年度にわたり同一業者による一者応札が継続し，改善が見込め

ない案件については，慎重に検討のうえ，公募への切替えを実施する

こととしている。 

  

 

 

 

 

イ 契約監視委員会の審議状況 

   監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を 2回実施（書

面審査 1回含む）し，平成 30年度調達等合理化計画策定及び平成

30年における契約の点検見直しを行ったところ，指摘事項はなかっ

た。 

  ・一者応札の検証実施件数：61件 

 

ウ 調達等合理化検討チームによる点検 

   少額随契を除き，新たに随意契約を締結することになった案件に

ついて，本部事務局長を総括責任者とする調達等合理化検討チーム

において事前点検（緊急の場合は事後点検）を行った。 

・事前点検：1件 

   

 

のための取組を徹底する

ことで，法人全体として

継続的な減量に努めた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達合理化計画を策定

し，ＰＤＣＡサイクルに

より，公正性・透明性を

確保しつつ，自律的かつ

継続的に調達等の合理化

に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

一者応札について，見

直し・検証を行い，複数

年度にわたり同一業者に

よる一者応札が継続し，

改善が見込めない案件に

ついて検討し，公募への

切替えを行うこととし

た。 

 

 契約監視委員会を実施

し，一者応札をはじめ，

平成 30 年の契約の点検

見直しを行い，指摘事項

はなかった。 

 

 

 本部事務局長を総括責

任者とする調達等合理化

検討チームによる随意契

約の事前点検により，競

争性のない随意契約に関

して真にやむを得ないも

のかの確認を行うことで
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持向上及び経費

の削減が見込ま

れる場合におい

て，民間競争入札

又は包括的業務

委託の導入を検

討する。 

 

 

４ 共同調達等

の取組の推進 

各施設の業務内

容や地域性を考

慮しつつ，周辺の

機関と連携し，コ

ピー用紙等の消

耗品や役務につ

いて，共同して調

達する取組を年

度計画に具体的

な対象品目等を

定めた上で進め

る。 

 

 

７ 予算執行の

効率化 

運営費交付金収

益化基準として

業務達成基準が

原則とされたこ

とを踏まえ，収益

化単位の業務ご

とに予算と実績

を管理する体制

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不祥事の発生の

未然防止のため，内

部監査を行ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

・民間委託の推進

を行い，業務の効率

化を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共同調達の推進 

・周辺の機関等と

連携し，共同調達を行

い，業務の効率化を図

ったか。 

 

 

エ 内部監査の実施件数 

   平成 30年度は，本部事務局，東京国立近代美術館，京都国立近代

美術館，国立映画アーカイブ，国立西洋美術館，国立国際美術館及

び国立新美術館を対象として，契約方法の妥当性，固定資産等の管

理，債権・債務の管理，前年度指摘事項のフォローアップ等につい

て，監査員による内部監査を行った。 

   ・内部監査実施件数：7件  

 

 

 

（２） 民間委託の推進 

① 一般管理部門を含めた組織・業務の見直しと民間委託の推進 

次のとおり民間委託を行い業務の効率化を図った。 

（ア）会場管理業務，（イ）設備管理業務，（ウ）清掃業務， 

（エ）保安警備業務，（オ）機械警備業務，（カ）収入金等集配業務， 

（キ）レストラン運営業務，（ク）アートライブラリー運営業務， 

（ケ）ミュージアムショップ運営業務， 

（コ）美術情報システム等運営支援業務， 

（サ）ホームページサーバ運用管理業務，（シ）電話交換業務， 

（ス）展覧会アンケート実施業務，（セ）省エネルギー対策支援業務，

（ソ）展覧会情報収集業務，（タ）映写等請負業務 

 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に則り民間

競争入札を行った管理運営業務は，契約事務の軽減，統括管理業務導

入による事務と委託業務の効率化，民間事業者の相互連携の推進によ

る円滑な業務の実施とともに，それぞれの業務の専門的知識を生かし

た適確な提案による施設設備維持管理と観覧環境の向上に寄与した。 

引き続き「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に

則り，終了プロセスへの移行が承認されたものについても，一般競争

入札を行い，業務の効率化等に努める。 

 

② 広報・普及業務の民間委託の推進 

次のとおり民間委託を行い業務の効率化を図った。 

（ア）情報案内業務，（イ）広報物等発送業務，（ウ）交通広告等掲載， 

（エ）ホームページ改訂・更新業務，（オ）特設サイト等， 

（カ）ラジオＣＭ等を利用した総合的な広報宣伝業務， 

（キ）講堂音響設備オペレーティング業務，（ク）画像貸出業務 

 

 

 

 

 

 ４ 共同調達の推進 

引き続き，国立西洋美術館は周辺の機関と連携し，コピー用紙及びト

イレットペーパー，廃棄物処理，古紙等売買契約について共同調達を実

施し，東京国立近代美術館，国立映画アーカイブ及び国立新美術館はト

イレットペーパーの共同調達を実施した。東京国立近代美術館，国立映

画アーカイブ及び国立新美術館は周辺の機関と連携し，コピー用紙の共

契約の適正化に努めた。 

 

 各館の内部監査の実施

により，不適正な会計処

理の発生を未然に防止す

るとともに，効率的な取

組については情報共有を

図り，法人全体の業務効

率化に努めた。 

 

 

  

引き続き，管理部門業務

や来館者サービス業務等

において民間委託を行

い，限られた人員及び予

算の中で，効率的に施設

設備の維持及び来館者サ

ービスの質の向上ができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報・普及業務において

も，引き続き民間委託を

推進することで，業務の

効率化が図られた。特に，

多くの来館者のある展覧

会では，問合せ対応への

職員の負担が大きいが，

情報案内業務の民間委託

により，負担の軽減につ

ながっている。 

 

 

 周辺機関や法人内で連

携し，共同調達を行うこ

とで，契約事務等の効率

化が図られた。 

 平成 30年度は新たに 1
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同調達を実施した。 

また，東京国立近代美術館，国立映画アーカイブ及び国立新美術館は

新たに電気の共同調達を実施した。 

 

件の共同調達を実施し

た。引き続き共同調達可

能な業務の有無及び共同

調達参加館の拡大等につ

いて検討していく。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．給与水準の適正化等 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

ラスパイレス指数 

（対国家公務員） 

事務 実績値 － 98.5 100.1 99.7 97.9    

研究 実績値 － 95.5 94.3 95.1 95.3    

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 給与水準の適

正化等 

給与水準につい

ては，公務員の給与

改定に関する動向

等を踏まえ，国家公

務員の給与水準等

とともに業務の特

殊性を十分に考慮

して，検証したうえ

で，その適正化に取

り組むとともに，検

証結果や取組状況

を公表するものと

する。 

５ 給与水準の適

正化等 

国家公務員の給与

水準等とともに業

務の特殊性を十分

考慮し，対国家公務

員指数については

適正な水準を維持

するよう取り組み，

その結果について

検証を行うととも

に，検証結果や取組

状況を公表する。 

５ 給与水準の適

正化等 

国家公務員の給与

水準等とともに業

務の特殊性を十分

考慮し，対国家公務

員指数については

適正な水準を維持

するよう取り組み，

その結果について

検証を行うととも

に，検証結果や取組

状況を公表する。 

また，平成 30 年度

においてもこれま

での人件費改革の

取組の効果が活き

るよう，より一層の

組織の見直し等に

努める。 

＜主な定量的指標＞ 

・ラスパイレス指数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

国家公務員の給与

水準とともに業務の

特殊性を十分考慮し，

対国家公務員指数の

抑制を図り，各年度に

おける対年齢・地域・

学歴勘案の指数が引

き続き 100以下となる

ように取り組むとと

もに，対年齢勘案の指

数についても 100以下

となるように努め，そ

の結果について検証

を行い，検証結果や取

組状況を公表したか。 

また，独立行政法人

制度の抜本的な見直

しを踏まえ，取り組む

こととしたか。 

 

【給与水準】 

○ 給与水準の高い理

由及び講ずる措置

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P46 

５人件費の抑制，給与体系の見直し 

①人件費決算 

②給与体系の見直し 

③平成 30 年度の役職員の報酬・給与等に

ついて 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

【ラスパイレス指数（平成 30年度実績）】 

【事務】 

対国家公務員・・・97.9 

【研究】 

対国家公務員・・・95.3 

 

 

 

 

 

 

 

【支出予算の総額に占める国からの財政

支出の割合】 

 82.8％（平成 30年度予算） 

【累積欠損額】 

 0円（平成 30年度決算） 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

給与水準は国家公務員に準じており，結

果的に社会一般の情勢に適合する選択を

しており，ラスパイレス指数に沿って見て

も，適切な給与水準である。 

法人ホームページにおいても取組状況

を公表しており，適正に実施されている。 

引き続き適正な水準の維持に努めてい

く。 

 

 

 

 

国からの財政支出の割合は大きいもの

の，ラスパイレス指数を踏まえると，法人

の給与水準は社会的な理解の得られる水

準となっている。 
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（法人の設定する

目標水準を含む）

が，国民に対して納

得の得られるもの

となっているか。 

○ 法人の給与水準自

体が社会的な理解

の得られる水準と

なっているか。 

○ 国の財政支出割合

の大きい法人及び

累積欠損金のある

法人について，国の

財政支出規模や累

積欠損の状況を踏

まえた給与水準の

適切性に関して検

証されているか。 

 

 

【諸手当・法定外福利

費】 

○ 法人の福利厚生費

について，法人の事

務・事業の公共性，

業務運営の効率性

及び国民の信頼確

保の観点から，必要

な見直しが行われ

ているか。 

 

 

 

 

【福利厚生費の見直し状況】 

 福利厚生費については，必要な見直しを

行っており，健康診断経費，産業医委託経

費など，業務運営上必要最小限の支出とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務運営上，必要な範囲の支出である。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－３ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．情報通信技術を活用した業務の効率化 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ６ 情報通信技術

を活用した業務の

効率化 

法人内の情報シス

テムネットワーク

の一元化を基盤と

して，ＴＶ会議シス

テム，グループウェ

ア等の活用による

効率化を進めるも

のとする。 

VPN（バーチャル・

プライベート・ネッ

トワーク）バックア

ップ回線を増強す

るなどバックアッ

プ・インフラの増強

に努めるものとす

る。 

所蔵作品情報の公

開の円滑化を図る

ため各館のローカ

ルシステムと独立

行政法人国立美術

館所蔵作品総合目

録検索システムと

の効率的オンライ

ン化の検討を進め

るものとする。 

６ 情報通信技術

を活用した業務の

効率化 

引き続きバックア

ップ・インフラの増

強に努めるととも

に，国立美術館５館

の情報システムネ

ットワークの一元

化を基盤として，Ｉ

Ｔ技術を活用した

業務の効率化を進

める。 

６ 情報通信技術

を活用した業務の

効率化 

法人内の情報シス

テムネットワーク

の一元化を基盤と

して，ＴＶ会議シス

テム，グループウェ

ア等の活用による

効率化を進める。

VPN バックアップ回

線を増強するなど

バックアップ・イン

フラの増強に努め

る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

 

○法人内の情報シス

テムネットワークの

一元化を基盤として，

ＩＴ技術を活用した

業務の効率化を進め

たか。 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P46 

６ 情報通信技術を活用した業務の効率

化 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

○法人内で VPN を用いたグループウェア

及びテレビ会議システムを引き続き採

用しており，特にテレビ会議システムに

ついては定期的な会議等に積極的に活

用している。 

 

○外部データセンターが提供するサーバ

機能を利用し，多重化した光回線による

VPN の二重化等ネットワーク構成を刷新

し，これにより安定したネットワーク稼

働を維持することを可能とし，併せてネ

ットワーク障害の回避策についてプロ

バイダーとの調整に努めた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

グループウェア及びテレビ会議システ

ムの利用により，情報の共有化，出張費等

の削減，役職員の時間の有効利用など業務

の効率化に努力している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

今後もグループウェア及びテレビ会議

システム等の利用により，情報の共有化，

出張費等の削減，役職員の時間の有効利用

など業務の効率化に努める。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 
Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 
１．財務の状況 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

  

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 前中期最終値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

収 入 状 況

（単位：百

万円） 

運営費交付金 

予算額 － 7,471 7,501 7,537 7,539   ※金額は単位未満四捨五入のた

め，合計が合致しない場合があ

る。 

決算額 － 7,471 7,501 7,537 7,539   

差引増減額 － 0 0 0 0   

施設整備費補助金 

予算額 － 3,505 3,511 2,010 1,810    

決算額 － 4,118 3,458 2,258 2,518    

差引増減額 － 614 △54 248 708    

展示事業収入 

予算額 － 1,106 1,178 1,210 1,295    

決算額 － 1,267 1,576 1,818 1,592    

差引増減額 － 161 398 608 297    

寄附金収入 

予算額 － － 650 650 650    

決算額 － 702 848 678 776    

差引増減額 － 702 197 28 126    

文化芸術振興費補助金 

予算額 － － － － －    

決算額 － 220 210 163 202    

差引増減額 － 220 210 163 202    

受託収入 

予算額 － － － － －    

決算額 － 43 － － 237    

差引増減額 － 43 － － 237    

計 

予算額 － 12,082 12,840 11,407 11,294    

決算額 － 13,822 13,591 12,453 12,864    

差引増減額 － 1,740 750 1,046 1,569    

支 出 状 況

（単位：百

万円） 

一般管理費 

予算額 － 1,305 1,112 995 1,109    

決算額 － 1,404 1,149 1,151 1,286    

差引増減額 － △99 △37 △157 △177    

 

うち，人件費 

予算額 － 301 405 392 540    

決算額 － 322 402 378 518    

差引増減額 － △21 3 14 22    

うち，物件費 

予算額 － 1,004 706 603 570    

決算額 － 1,082 747 774 768    

差引増減額 － △78 △40 △171 △198    
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事業経費 

予算額 － 7,272 7,567 7,752 7,724    

決算額 － 7,769 7,020 7,207 8,294    

差引増減額 － △497 547 546 △569    

 

うち，人件費 

予算額 － 801 1,142 1,114 995    

決算額 － 842 1,148 1,149 1,087    

差引増減額 － △41 △6 △35 △92    

うち，物件費 

予算額 － 6,471 6,426 6,639 6,729    

決算額 － 6,926 5,873 6,058 7,207    

差引増減額 － 455 553 581 △477    

施設費 

予算額 － 3,505 3,511 2,010 1,810    

決算額 － 4,118 3,458 2,258 2,518    

差引増減額 － △614 54 △248 △708    

文化芸術振興費補助金 

予算額 － － － － －    

決算額 － 220 210 163 202    

差引増減額 － △220 △210 △163 △202    

受託経費 

予算額 － － － － －    

決算額 － 43 － － 233    

差引増減額 － △43 － － △233    

計 

予算額 － 12,082 12,840 11,407 11,294    

決算額 － 13,554 12,141 11,176 12,974    

差引増減額 － △1,473 △699 231 △1,679    
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅴ 財務内容の改

善に関する事項 

 

税制措置も活用し

た寄附金や自己収

入の確保，予算の

効率的な執行等に

努め，適切な財務

内容の実現を図る

ものとする。 

 

１ 自己収入の確

保 

事業を一層充実さ

せる観点から，会

員制度や寄附制度

の充実，民間によ

る施設利用の促進

等の方策を検討

し，施設貸出収入，

特別観覧収入，会

費収入の増加に向

けた取組を推進す

るものとし，前中

期目標期間の実績

以上の自己収入を

確保するものとす

る。 

自己収入額の取

り扱いにおいて

は，各事業年度に

計画的な収支計画

を作成し，当該収

支計画による運営

に努めるものとす

る。 

 

２ 固定的経費の

節減 

管理業務の節減

を行うとともに，

効率的な施設運営

を行うこと等によ

り，固定的経費の

節減を図るものと

する。 

 

Ⅲ 予算（人件費

の見積もりを含

む），収支計画及び

資金計画 

実績を勘案しつ

つ，自己収入を積

極的に確保するこ

と等により，計画

的な収支計画によ

る運営を図る。 

 

１ 自己収入の確

保 

自己収入について

は，施設貸出収入，

特別観覧収入，会

費収入等の増加に

向けた取組を推進

し，自己収入の拡

大を図る。 

また，外部資金に

ついては，寄附金

や企業からの支援

（協賛金等）の獲

得のため，制度等

の充実を図る。 

なお，管理業務の

効率化を図る観点

から，各事業年度

において，適切な

効率化を見込んだ

予算による運営に

取り組む。 

 

 

２ 保有資産の処

分 

保有する美術館施

設等の資産につい

ては，保有の目

的・必要性につい

て不断の見直しを

行い，保有の必要

性が認められない

ものについては，

不要財産として国

庫納付等を行う。 

Ⅲ 予算（人件費

の見積もりを含

む），収支計画及び

資金計画 

 

１ 自己収入の確

保 

施設利用等の施設

貸出収入や会員制

度による会費収入

の増加などに取り

組み，自己収入の

増加を目指す。ま

た，寄附金等外部

資金の獲得促進に

取り組む。 

 

 

２ 保有資産の有

効利用・処分 

保有する美術館施

設等の資産につい

ては，外部貸出に

よる講堂等の利用

率の向上及び閉館

時等におけるエン

トランスロビー等

の活用を図るとと

もに，保有の目

的・必要性につい

て不断の見直しを

行い，保有の必要

性が認められない

ものについては，

不要財産として国

庫納付等を行う。 

 

３ 予算（年度計

画の予算） 

別紙のとおり。 

 

４ 収支計画 

別紙のとおり。 

 

５ 資金計画 

別紙のとおり。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・収入状況 

・支出状況 

※いずれも内訳につ

いては「主要な経年

データ」参照。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○自己収入について

は，入場料収入等

の増額を目指した

か。 

 

○保有する美術館施

設等の資産につい

て，外部貸出の推

進等，有効的に活

用したか。 

また，保有の目

的・必要性につい

て見直しを行った

か。 

 

【収入】 

 

 

【支出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P47～51，53，55 

Ⅲ予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画等 

１ 自己収入の確保 

２ 保有資産の有効利用・処分 

３ 予算 

４ 収支計画 

５ 資金計画 

６ 貸借対照表 

７ 短期借入金 

８ 重要な財産の処分等 

９ 剰余金 

Ⅳその他主務省令で定める業務運営に関する事項 

２ 施設・整備に関する計画 

４ 関連公益法人 

 

 

評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

１ 自己収入の確保 

入場料収入 985百万円，公募展事業収入 295百万円，不動産賃

貸収入 154 百万円，その他事業収入 132 百万円等により，1,592

百万円の展示事業等収入を獲得できた。  

 

２ 保有資産の有効利用・処分 

保有する資産について，美術館の事業・運営に影響のない範囲

で積極的な講堂等の外部貸出やエントランスロビーの活用に努

めた。また，保有する資産のうち不要な資産はない。 

 

【平成 30年度収入状況】 

 ※「主要な経年データ」参照。 

【主な増減理由】 

事業等収入は，展覧会の入館者数が目標入館者数を上回ったこ

とから，予算に比べ収入増となった。 

 施設整備費補助金は，平成 29 年度から当期に繰り越された工

事を完了したことから，計画額と異なっている。 

 

【平成 30年度支出状況】 

※「主要な経年データ」参照。 

【主な増減理由】 

一般管理費のうち物件費は設備等の修繕の増加により支出増

となった。事業経費の物件費の支出増の主な要因は，夜間開館や

多言語化の充実に取り組んだこと，平成 29 年度から繰り越した

作品購入及び修復を実施したことによる。 

施設整備費補助金は，平成 29 年度から当期に繰り越された工

事の完了により，計画額より増加している。 

 

【平成 30年度収支計画】（単位：百万円） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

予算，収支計画及び資金

計画について，計画額と実

績額とのかい離について

は，前年度から繰り越され

た運営費交付金債務による

美術作品等の購入及び修復

等，前年度から繰り越され

た施設整備費補助金による

工事の完了及び入場料収入

を主とした自己収入の増

加，並びに増加した自己収

入等を財源とした来館者サ

ービスの充実や修繕等のた

めの支出が主な要因であ

り，法人の業務運営に問題

があることによるものでは

ない。 
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３ 保有資産の処 

分 

 保有資産の見

直し等について

は，「独立行政法人

の保有資産の不要

認定に係る基本視

点について」（平成

26年 9月 2日付け

総管査第 263 号総

務省行政管理局通

知）に基づき，保

有の必要性を不断

に見直し，保有の

必要性が認められ

ないものについて

は，不要財産とし

て国庫納付等を行

うものとする。 

 

 

Ⅵ その他業務

運営に関する重要

事項 

２ 施設・設備

に関する計画 

安全かつ良好な

施設環境を維持す

るとともに，業務

の目的・内容に適

切に対応するた

め，長期的視野に

立った施設・設備

の整備計画を作成

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予算 

４ 収支計画 

５ 資金計画 

 

 

Ⅳ 短期借入金の

限度額 

 

短期借入金の限度

額は，15億円 

短期借入金が想定

される理由は，運

営費交付金の受入

れに遅延が生じた

場合である。 

 

Ⅴ 不要財産及び

不要財産となる

ことが見込まれ

る財産の処分に

関する計画 

なし 

 

Ⅵ 上記以外の重

要な財産の処分

等に関する計画 

なし 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

 

決算において剰余

金が発生した時

は，次の経費等に

充てる。 

１ 美術作品の購

入・修理 

２ 展覧会事業の

充実 

３ 調査研究事業

の充実 

４ 情報・資料の

収集等事業の充

実 

５ 講演会・出版

その他教育普及

事業の充実 

６ 研修事業の充

実 

７ 入館者サービ

Ⅳ その他主務省

令で定める業務運

営に関する事項 

 

２ 施設・設備に

関する計画 

（１）施設・設備

に関する計画に沿

った整備を推進す

る。 

平成 30年度は，以

下の施設・設備の

整備等を進める。 

（平成 29 年度補

正予算措置に基づ

く施設整備） 

ア 国立美術館防

災減災対策等工事 

 

（２）国立新美術

館の用地（未購入

の土地）について，

施設・設備に関す

る計画に基づき，

予算措置に応じて

購入を進める。 

 

４ 積立金の使途 

前中期目標期間の

積立金のうち文部

科学大臣の承認を

受けた金額につい

て，当期に繰り越

された経過勘定損

益影響額等に係る

会計処理に充当す

る。 

 

５ その他 

（１）「独立行政

法人改革等に関す

る基本的な方針」

（平成 25 年 12 月

24日閣議決定）に

基づき，業務運営

に関して様々な工

夫・努力を行う。 

 

 

 

【収支計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分  計画額  決算額  
増△減

額  

費用の部  

経常費用  

  管理部門経費  

   うち人件費     （注１）  

   うち一般管理費   （注２）  

  事業部門経費  

   うち人件費     （注１）  

   うち美術振興事業費（注３）  

   うちナショナルコレクション

形成・継承事業費（注４）  

   うちナショナルセンター  

事業費      （注５）  

  寄附金事業費     （注６）  

  減価償却費  

 

収益の部  

 経常収益  

  運営費交付金収益   （注７）  

  展示事業等の収入   （注８）  

  受託収入       （注９）  

寄附金収益      （注 10）  

  資産見返負債戻入  

  補助金等収益     （注 11）  

施設費収益      （注 12）  

雑益  

 

経常利益  

 

臨時損失  

 

臨時利益  

 

当期純利益  

 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

 

目的積立金取崩額 

 

当期総利益  

 

6,234 

1,109 

540 

569 

4,313 

995 

2,682 

374 

 

262 

 

650 

162 

 

 

6,234 

4,127 

1,295 

－ 

650 

162 

－ 

－ 

－ 

 

6,530 

1,287 

517 

770 

4,707 

1,153 

2,947 

351 

 

256 

 

372 

164 

 

 

6,778 

4,020 

1,566 

237 

372 

165 

202 

200 

26 

 

258 

 

2 

 

0 

 

256 

 

6 

 

1 

 

264 

 

△296 

△178 

23 

△201 

△394 

△158 

△265 

23 

 

6 

  

278 

△2 

 

 

554 

△107 

297 

237 

△278 

3 

202 

200 

26 

 

 

 

金額は単位未満四捨五入のため，合計が合致しない場合があ

る。 

【主な増減理由】  

（注１）予定外の職員の採用による。 

（注２）施設整備費補助金を財源とした経費の増加等による。 

（注３）自己収入を財源とした経費の増加及び入館者数の増加に伴う経費

の増加等による。 

（注４）運営費交付金による固定資産の取得が見込より少なかったことに

よる。 
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スの充実 

８ 老朽化対応の

ための施設・設備

の充実 

 

Ⅷ その他主務省

令で定める業務

運営に関する事

項 

２ 施設・設備に

関する計画（別紙

４） 

（１）施設・設備

の老朽化への対

応，入館者の安全

確保及び利便性

の向上等のため，

長期的な視野に

立った整備計画

を策定し，施設・

設備に関する計

画に沿った整備

を推進する。 

 

（２）国立新美術

館の管理運営を

適切に実施する

ため，用地（未購

入の土地）につい

て，施設・設備に

関する計画に基

づき，予算措置に

応じて購入を進

める。 

 

４ 中期目標期間

を超える債務負

担 

中期目標期間を超

える債務負担につ

いては，国立美術

館の業務運営に係

る契約の期間が中

期目標期間を超え

る場合で，当該債

務負担行為の必要

性及び資金計画の

影響を勘案し，合

理的と判断される

ものについて行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資金計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財務状況】 

（当期総利益（又は

当期総損失）） 

 

（注５）運営費交付金による固定資産の取得が見込より少なかったことに

よる。 

（注６）寄附金を財源とした経費の繰越による。 

（注７）運営費交付金債務の繰越による。 

（注８）入館者数の増加等による。 

（注９）文化庁からの受託事業による。 

（注 10）寄附金を財源とした経費の支出による。 

（注 11）補助金を財源とした経費の支出による。 

（注 12）施設整備費補助金を財源とした経費の支出による。 

 

【平成 30年度資金計画】（単位：百万円） 

区分 計画額 決算額 増△減

額 

資金支出  

業務活動による支出（注１）  

 投資活動による支出（注２）  

 財務活動による支出  

 

資金収入  

 業務活動による収入  

  運営費交付金による収入  

  展示事業等による収入（注３）  

  補助金等収入  

  寄附金収入  

 

 投資活動による収入  

  施設整備補助金による収入（注４） 

 

資金増減額  

 

資金期首残高  

 

資金期末残高  

11,294 

9,417 

1,877 

－ 

 

11,294 

9,484 

7,539 

1,295 

― 

650 

 

1,810 

1,810 

12,795 

10,597 

2,198 

－ 

 

12,005 

9,999 

7,539 

1,519 

164 

776 

 

2,007 

2,007 

 

△790 

 

4,753 

 

3,963 

1,501 

1,180 

321 

－ 

 

711 

515 

0 

224 

164 

2126 

 

197 

197 

 

金額は単位未満四捨五入のため，合計が合致しない場合があ

る。 

【主な増減理由】 

（注１）運営費交付金の前期繰越額による美術品・収蔵品の購入等による。 

（注２）平成 29年度末に竣工した工事等の支払及び平成 30年度期中の建物

等有形固定資産の取得による。 

（注３）入場料収入等の増加による。 

（注４）平成 29 年度に竣工した工事に係る施設整備費補助金の精算に伴い

一部が平成 30年度の収入となったこと及び平成 30年度に予算措置さ

れた施設整備費補助金の概算払に伴い一部が平成 30 年度の収入とな

ったことによる。 

 

 

【当期総利益（当期総損失）】 

 当期総利益 264百万円 

 

【当期総利益（又は当期総損失）の発生要因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務状況については，当

期総利益を計上しており，

特段の問題はない。 

当期総利益の発生要因
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う。 

 

５ 積立金の使途 

前中期目標期間の

期間の最終年度に

おいて，独立行政

法人通則法第 44

条の処理を行って

なお積立金がある

ときは，その額に

相当する金額のう

ち文部科学大臣の

承認を受けた金額

について，次期へ

繰り越した経過勘

定損益影響額等に

係る会計処理に充

当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【短期借入金】 

 

 

【重要な財産の処分

等】 

 

【剰余金】 

・当期未処分利益

の処分計画につい

て，適切に行われ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的積立金の使用

状況】 

・目的積立金につ

いて適切に使用さ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【積立金】 

・積立金の状況に

ついて明らかにさ

れているか。 

 

 

 

 

 

自己収入の増加による収益。 

 

 

 

【短期借入金】 

実績なし。 

 

【重要な財産の処分等】 

実績なし。 

 

【剰余金】 

（１）当期未処分利益の処分計画 

Ⅰ 当期未処分利益 264百万円 

Ⅱ 利益処分額 

独立行政法人通則法第 44条第 3項により 

主務大臣の承認を受けようとする額 264百万円 

 

平成 30 年度未処分利益については，中期計画の剰余金の使

途において定めた美術作品の購入・修理，展覧会事業の充実，

調査研究事業の充実，情報・資料の収集等事業の充実，教育普

及事業の充実，研修事業の充実，入館者サービスの充実及び施

設・設備の充実に充てるため，独立行政法人通則法（平成十一

年七月十六日法律第百三号）第 44 条第 3 項に定める目的積立

金として申請する。 

 

【目的積立金の使用状況】 

 目的積立金について，平成 30年度は以下のとおり使用した。 

（単位：百万円） 

区分 金額 使用内容 

前中期目標期間繰越 

積立金 
28 

教育普及事業に係る経

費，ファイナンスリース

損益相当額，固定資産の

取得 

資料収集事業積立金 1 
資料収集事業に係る経

費 

入館者サービス積立金 1 施設の整備に係る経費 

計 29  

 

 

【積立金（通則法第 44条第 1項）の状況】 

（単位：百万円） 

使途の内訳 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

積立金 202 108 0 309 

前中期目標期間

繰越積立金 
502 0 28 475 

目的積立金 215 207 1 420 

平成 30 年度未処分利益については，中期計画の剰余金の使

途において定めた美術作品の購入・修理，展覧会事業の充実，

調査研究事業の充実，情報・資料の収集等事業の充実，教育普

は，自己収入の増加による

ものであり，法人の業務運

営に問題等はない。 

 

短期借入金はない。 

 

 

重要な財産の処分に関す

る計画はない。 

 

当期未処分利益につい

て，目的積立金への申請を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的積立金は積立金の使

途どおり適切な執行が行わ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積立金の状況について明

らかにされている。 
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【施設設備に関する

計画】 

 ・施設設備に関す

る計画は適切に実

施されているか。 

及事業の充実，研修事業の充実，入館者サービスの充実及び施

設・設備の充実に充てるため，独立行政法人通則法（平成十一

年七月十六日法律第百三号）第 44 条第 3 項に定める目的積立

金として申請する。また，平成 29 年度未処分利益 315 百万円

円のうち 207百万円が目的積立金として承認を受けた。  

 

【施設設備に関する計画】 

以下の施設整備が完了した。 

国立美術館防災減災対策等工事 

国立新美術館の土地購入（平成 30年度取得分） 

 

【関連公益法人】 

 該当なし。 

 

 

 

平成 29 年度の未処分利

益について，経営努力認定

が認められた。 

 

施設設備に関する計画に

基づき適切に実施されてい

る。 

 

 

関連公益法人はない。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ 
Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 
１．内部統制 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標  28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅵ その他業務運

営に関する重要事

項 

１ 内部統制・ガバ

ナンスの強化 

法令等を遵守し，有

効かつ効率的に業

務を遂行するため，

業務の特殊性や実

施体制に応じた効

果的な統制機能の

在り方を検討し，更

なる内部統制の充

実・強化に取り組む

ものとする。 

保有する情報につ

いては，法令等に基

づき適切に情報の

開示を行うととも

に，政府の方針を踏

まえた適切な情報

セキュリティ対策

を推進するなど，責

任ある体制を構築

するために必要な

措置をとるものと

する。 

情報セキュリティ

については，政府機

関の情報セキュリ

ティ対策のための

統一基準群を踏ま

え，情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時

適切に見直すとと

もに，これに基づき

Ⅷその他業務運営

に関する重要事項 

 

１ 内部統制・ガバ

ナンスの強化 

（１）組織を構成す

る人員・美術館施設

及び国から交付さ

れる運営費交付金

等を有効に活用し，

常に健全で適正か

つ堅実な管理運営

環境を確保できる

よう，理事長のマネ

ジメントの強化や

監査機能の充実に

ついて検討を行い

つつ，その結果を逐

次運営管理に反映

させるなど内部統

制の充実・強化を図

る。 

 

（２）保有する情報

については，国民が

適正な情報を円滑

に得られるよう，ホ

ームページにおけ

る情報を充実させ

るなど，必要な措置

を講じて，適切に情

報を開示する。ま

た，保有する情報の

安全性向上のため

に，「独立行政法人

における情報セキ

Ⅵ その他業務運

営に関する重要事

項 

１ 内部統制・ガバ

ナンスの強化 

（１）理事長裁量経

費を計上し，理事長

がリーダーシップ

を発揮できる環境

を整備する。外部の

有識者による運営

委員会に対し国立

美術館の管理運営

に関して諮問を行

い，審議結果を運営

管理に反映させる

など内部統制の充

実を図る。 

 

（２）国立美術館が

安定してその情報

コンテンツを国民

に提供できるよう

に情報管理の安全

性の向上を図ると

ともに，コンピュー

タウィルスに関連

する情報を職員に

周知するなど，情報

セキュリティ対策

の向上と改善を行

う。 

また，「国立美術館

情報資産安全対策

基本方針」，「国立美

術館セキュリティ

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

○ 組織を構成する人

員・美術館施設及び

国から交付される運

営費交付金等を有効

に活用し，常に健全

で適正かつ堅実な管

理運営環境を確保で

きるよう，理事長の

マネジメントの強化

や監査機能の充実に

ついて検討を行いつ

つ，その結果を逐次

運営管理に反映させ

るなど内部統制の充

実・強化を図ったか。 

 

 

○ 外部有識者で構成

する外部評価委員会

を年１回以上開催

し，当該委員会にお

いて，国立美術館の

目標等を踏まえ，年

度ごとに業務の実績

に関する評価を実施

したか。また，評価

結果については，公

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P52～53 

Ⅳその他主務省令で定める業務運営に関する

事項 

１ 内部統制・ガバナンスの強化 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

国立美術館が有する美術館施設や運営費交

付金等を有効に活用して健全，適正かつ堅実

な管理運営環境を確保するため，理事長のマ

ネジメントの強化に努めている。また，監事

の監査意見等を法人の運営改善等の際に生か

すなど組織の内部統制の充実･強化を図って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価委員会は，単年度ごとの業務の実

績について評価を行う組織で，平成 30年度は

2 回開催し，「平成 29 年度外部評価報告書」

が理事長に報告された。平成 29年度外部評価

報告書は，平成 29年度業務実績報告書と合わ

せて法人ホームページ上で公開している。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

理事長の意思決定を補佐する理事会

を設置し，法人運営に関する基本方針

等の重要事項について協議するなど，

ガバナンス強化に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価委員会を 2 回開催し，業務

の実績に関する評価を実施するととも

に，その結果をホームページにおいて

公表している。評価結果については，

事務・事業等の改善に生かしている。 
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情報セキュリティ

対策を講じ，情報シ

ステムに対するサ

イバー攻撃への防

御力，攻撃に対する

組織的対応能力の

強化に取り組むも

のとする。 

また，対策の実施状

況を毎年度把握し，

ＰＤＣＡサイクル

により情報セキュ

リティ対策の改善

を図るものとする。 

内部統制・ガバナン

スの強化に係る取

組状況及びそれら

が有効に機能して

いるか等について

は内部監査，監事監

査等において定期

的に検証し，必要に

応じて見直しを行

うものとする。ま

た，業務運営全般に

ついては，外部有識

者を含めて評価を

行い，その結果を業

務運営の改善等に

反映させるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

ュリティ対策の推

進について」（平成

26 年 6月 25日情報

セキュリティ対策

推進会決定）を踏ま

え，情報セキュリテ

ィ対策の向上と改

善を行う。 

 

（３）内部統制・ガ

バナンスの強化に

係る取組状況等に

ついては内部監査，

監事監査等におい

て定期的に検証し，

必要に応じて見直

しを行う。また，業

務運営全般につい

ては，外部有識者で

構成する外部評価

委員会を年１回以

上開催し，当該委員

会において，国立美

術館の目標等を踏

まえ，年度ごとに業

務の実績に関する

評価を実施する。ま

た，評価結果につい

ては，公表するとと

もに，その結果を組

織，事務，事業等の

改善に反映させる。 

ポリシー」を踏ま

え，安全管理のため

の実施細則の策定

を進める。 

 

（３）内部統制・ガ

バナンスの強化に

係る取組状況等に

ついては内部監査，

監事監査等におい

て定期的に検証し，

必要に応じて見直

しを行う。また，業

務運営全般につい

ては，外部評価委員

会及び運営委員会

を開催し，指摘内容

について理事会等

において検討し，組

織，事務，事業等の

改善に反映させる。

また，「国立美術館

外部評価報告書」に

ついては法人ホー

ムページで公表す

る。 

 

 

表するとともに，そ

の結果を組織，事務，

事業等の改善に反映

させたか。 

 

 

【法人の長のマネジ

メント】 

（リーダーシップを

発揮できる環境整備） 

○ 法人の長がリーダ

ーシップを発揮でき

る環境は整備され，

実質的に機能してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人のミッション

 

 

 

 

 

 

【リーダーシップを発揮できる環境の整備状

況と機能状況】 

各館には館長を配置し，各館の館務を掌理

させ，本部には，理事が兼任する事務局長を

置き，事務局の企画立案機能の充実を図ると

ともに，各館横断的な調査研究業務及びその

他の学芸に係る専門的な重要事項に係る事務

を掌理する学芸調整役を配置し，各館が有機

的に連携し，効果的・効率的な業務を遂行し

うる体制を整備している。 

そのほか，理事長のマネジメントを補佐す

るため，外部の有識者で組織する運営委員会

において，法人の運営に関する重要事項につ

いて，理事長の諮問に応じて審議し，助言を

得ている。 

また，理事長がリーダーシップを発揮でき

る環境を整備するため，理事長裁量経費を計

上している。 

 

 

【組織にとって重要な情報等についての把握

状況】 

理事長は，館長等会議や理事会を通じて法

人として対処すべき課題や各館における重要

な情報等を把握し，対応方針等を決定してい

る。また，監事から指摘された課題について

も速やかに対応している。 

 

 

【役職員に対するミッションの周知状況及び

ミッションを役職員により深く浸透させる取

組状況】 

理事会，館長等会議，運営委員会，外部評

価委員会の開催に際しては，役員及び各館の

館長はもとより，各館の副館長・部長・課長・

室長が出席しており，これらの会議を通じて

ミッション等の周知を行っているほか，研究

系管理職を中心とした学芸課長会議や事務系

管理職を中心とした運営管理会議を開催し，

情報共有及びミッションの周知等を実施して

いる。 

 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リス

 

 

 

 

 

 

理事会，館長等会議や，事務局長を

長とする本部事務局，運営委員会等に

よる理事長の補佐体制の整備等を通じ

て，理事長がリーダーシップを発揮で

きる環境を整備し，実質的に機能して

いる。また，これらの体制により理事

長は組織にとって重要な情報等につい

て適時的確に把握している。 

理事会において法人における総合調

整，資源の戦略的配分等の方針が決定

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各会議に一定の管理職又は職員が参
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の役職員への周知徹

底） 

○ 法人の長は，組織

にとって重要な情報

等について適時的確

に把握するととも

に，法人のミッショ

ン等を役職員に周知

徹底しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組織全体で取り組

むべき重要な課題（リ

スク）の把握・対応等） 

○ 法人の長は，法人

の規模や業種等の特

性を考慮した上で，

法人のミッション達

成を阻害する課題

（リスク）のうち，

組織全体として取り

組むべき重要なリス

クの把握・対応を行

っているか。 

 

○  その際，中期目

標・計画の未達成項

目（業務）について

の未達成要因の把

握・分析・対応等に

着目しているか。 

 

 

 

（内部統制の現状把

握・課題対応計画の作

成） 

○ 法人の長は，内部

統制の現状を的確

に把握した上で，リ

スクを洗い出し，そ

の 対 応 計 画 を 作

ク）の把握状況】 

法人内の会議において情報共有及びリスク

の把握に努めているほか，法人全体で取り組

むべき重要な課題（リスク）に対応するため，

平成 29年度からリスク管理委員会を開催し，

平成 30年度に 2回委員会を開催し，法人のリ

スク管理に係る今後の進め方を検討するとと

もに，国立美術館として対応すべきリスクの

洗い出しを行い，その対応の優先順位に従っ

て順次リスク管理計画を策定した。今後，そ

れぞれのリスクについて対応方法等を検討す

ることにしている。 

また，外部有識者で構成する運営委員会や

外部評価委員会の開催を通じて，外部の視点

からのリスクの把握に努めるとともに，監事

や会計監査人との意見交換を通じて法人運営

に影響を及ぼすリスクの把握に努めている。 

 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リス

ク）に対する対応状況】 

○ 理事会や学芸課長会議等において，海外へ

の流出可能性など緊急度の高さ，作品の品

質と希少性等の観点から美術作品の購入の

検討を行っている。 

 

○ 各館において消防訓練を実施し，地震や火

災への対応を想定した準備を整え，危機管

理の対策を講じ，不測の事態にも柔軟に対

応できるよう危機管理の意識を持つように

徹底した。 

 

 

【未達成項目（業務）についての未達成要因

の把握・分析・対応状況】 

第3期中期目標・計画の未達成事項はない

が，第4期中期目標・中期計画の達成に向けた

進捗状況については，理事会，館長等会議，

運営管理議・学芸課長会議等にて常に状況を

把握するよう努めている。 

 

 

【内部統制のリスクの把握状況】 

法人の諸会議（理事会，館長等会議，学芸

課長会議，運営管理会議）や各館における定

例会議等を通じて内部統制上のリスクの把握

に努めているほか，平成30年度にリスク管理

委員会を2回開催し，国立美術館として対応す

べきリスクを洗い出し，その優先順位に基づ

き，リスク管理計画の策定を行った。 

加することによって，法人のミッショ

ン等を役職員に周知させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織全体で取り組むべき重要な課題

（リスク）の把握に努めるとともに，

リスクへの適切な対応について検討･

見直しを進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標・計画の未達成項目はない

が，展覧会への取組や快適な観覧環境

の提供，収蔵品の保管・管理等につい

て引き続き改善に努める。 

 

 

 

 

 

法人の諸会議や各館における定例会

議等を通じて内部統制上のリスクの把

握に努めているほか，リスク管理委員

会においてリスクを洗い出し，リスク

管理計画の策定を行うなど，リスクを

把握する体制の整備に努めている。 
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成・実行している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理】 

○情報セキュリティ

に配慮した情報化・電

子化に取り組んだか。

また，情報セキュリテ

ィ対策の向上・改善の

ための取組を実施し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監事監査】 

○  監事監査におい

て，法人の長のマネ

ジメントについて

留意しているか。 

 

 

○ 監事監査において

把握した改善点等

について，必要に応

じ，法人の長，関係

役員に対し報告し

ているか。その改善

また，監事監査のほか，会計規則に基づく

会計監査，内部監査実施規則に基づく資産及

び会計に係る事務全般の監査，競争的資金等

取扱規則に基づく内部監査，文書管理規則に

基づく監査等を通じて内部統制上のリスクの

把握に努めている。 

 

 

【内部統制のリスクが有る場合，その対応計

画の作成・実行状況】 

内部統制上のリスクが把握された場合，そ

の性質により理事会，リスク管理委員会等に

おいて具体的な対策を検討している。 

 

 

【情報管理】 

「独立行政法人国立美術館情報セキュリテ

ィポリシー」に基づき，CISO（最高情報セキ

ュリティ責任者）を設置した。CISO は，理事

長の指示の下で情報資産の安全な運用管理等

に努めており，法人の情報セキュリティイン

シデント等への対応体制の整備を進めるとと

もに，情報セキュリティ委員会を設置・開催

し，情報セキュリティ対応体制の明確化・情

報セキュリティ対策実施状況の把握・国立美

術館の情報セキュリティ対策実施計画の協議

等を行うなど情報セキュリティのマネジメン

トに取り組んだ。 

本部情報企画室においては，情報セキュリ

ティに配慮して各システム・ネットワークを

運用している。また，頻発している情報漏え

い，情報改ざん等につながる悪意のあるソフ

トウェアが添付されたメール等への注意喚起

等を適時適切に行うとともに，全職員を対象

に情報セキュリティ研修等を実施した。 

 

 

【監事監査及び内部監査】 

①監事監査 

・監事 2名が館長等会議その他重要な会議に

出席するほか，役職員から事業の報告を聴

取し，重要な決裁書類等を閲覧し，財務及

び業務についての状況を調査している。 

・会計監査人から会計監査人の監査方法及び

その結果について説明を受け，会計帳簿等

の調査を行い，財務諸表，事業報告書及び

決算報告書について検討を加え，いずれも

適正であることを確認するとともに，業務

の執行に関する法令遵守等の状況について

も確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有する情報の安全性向上のための

セキュリティ対策を適切に行い，外部

への情報漏えい等の防止に努めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事は，理事会その他重要な会議へ

の出席，役職員からの事業の報告の聴

取，重要な決裁書類等の閲覧，及び会

計監査人からの説明などを通して，理

事長のマネジメントに留意した上で監

査を実施している。 

 

監事監査における指摘事項（要改善

点等）については，理事長，理事，各

館長へ報告がなされている。また，改

善事項への対応も適切に行われてい

る。 
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事項に対するその

後の対応状況は適

切か。 

 

・平成 30年度においては 6月 21日に定期監

査を実施したほか，各館に対し臨時監査を

実施した。 

 

②内部監査 

・平成 30年度は，本部事務局，東京国立近代

美術館，京都国立近代美術館，国立映画ア

ーカイブ，国立西洋美術館，国立国際美術

館及び国立新美術館を対象として，契約方

法の妥当性，固定資産等の管理，債権・債

務の管理，前年度指摘事項のフォローアッ

プ等について，監査員による内部監査を行

った。 

 

・監査結果報告については速やかに理事長，

監事，理事，各館長へ周知している。また，

監査結果報告書において意見が付された場

合には，改善措置を講じている。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館としての役割を果たし，

社会的信頼を確保していくために，リ

スクの把握に努めるとともに，法人の

業務運営の強化を図る。情報管理につ

いては，引き続き外部への情報漏えい

等の防止に努める。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－２ 
Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 
２．人事に関する計画 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

 ２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 

達成

目標 
18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 （参考情報） 

常勤職員数 実績値 － 127 125 125 119 114 113 103 103 101 102 106 109 115 ※法律及び閣議決定により，平成 18

年から平成 23 年の間に常勤職員人

件費を 6％削減する総人件費改革が

行われた。 

※各年度当初における職員数。 

常勤職員，任

期付職員の

計画的採用

状況 

常勤職員 実績値 － 1 1 6 1 1 0 3 8 1 2 2 7 7 

任期付職員 実績値 － 0 0 0 0 0 1 4 5 6 8 8 12 12 

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 人事に関する

計画 

人事管理，人事交

流の適切な実施に

より，内部管理事務

の改善を図るもの

とする。また，効率

的かつ効果的な業

務運営を行うため，

独立行政法人の業

務運営の柔軟性を

生かした制度を活

用するものとする。 

３ 人事に関する

計画 

（１）方針 

① 国家公務員制

度改革や類似独立

行 政 法 人 等 の 人

事・給与制度改革の

動向を勘案しつつ，

職員の能力や業績

を適切に反映でき

る人事・給与制度の

検討を引き続き行

う。 

 

② 人事交流を促

進するとともに，職

員の資質向上を図

るための研修機会

の提供に努める。ま

た，効率的かつ効果

的な業務運営を行

うため，独立行政法

人の業務運営の柔

軟性を生かした制

度を活用する。 

 

（２）人員に係る指

標 

給与水準の適正化

等を図りつつ，業務

３ 人事に関する

計画 

（１）方針 

① 職員の意識向

上を図るため，次の

職員研修を実施す

る。 

ア 新規採用者研

修 

イ 接遇研修 

ウ ハラスメント，

メンタルヘルスケ

アに関連する研修 

エ 情報セキュリ

ティ研修 

 

② 外部の研修に

職員を積極的に派

遣し，その資質の向

上を図る。特に研究

職職員への研修機

会の増大に努める。 

 

（２）人員に係る指

標 

給与水準の適正化

等を図りつつ，業務

内容を踏まえた適

切な人員配置等を

推進する。また，任

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・常勤職員数 

・常勤職員，任期付職

員の計画的採用状

況 

 

＜評価の視点＞ 

【人事に関する計画】 

○ 人事に関する計画

は有るか。有る場合

は，当該計画の進捗

は順調か。 

 

○ 職員の意識向上を

図るため，次の職員

研修を実施したか。 

ア新規採用者・転

任者職員研修 

イ 接遇研修 

ウメンタルヘル

スケアに関連

する研修 

 

 

 

○ 職員のメンタルヘ

ルスケアの一層の

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P53～54 

３ 人事に関する計画 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

  

 

【人事に関する計画の有無及びその進捗

状況】 

・人事に関する計画は下記の通りであり，

順調に進捗している。  

 

 

ア，イ 

   主に新規採用者（非常勤職員を含

む）・外部機関からの転入者を対象と

して，接遇・クレーム研修を実施し

た。（平成 30年 7月 25日実施 研修

参加者・・・29名） 

ウ 

  メンタルヘルスケアに関する研修を

実施した。（平成 30 年 7 月 25 日実施 

研修参加者 30名） 

 

 

産業医による個別面談を実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

人事に関する計画に基づき，適切に進め

られている。 

 

 

 

 

 

新規採用者，転任者研修，接遇・クレー

ム研修，メンタルヘルスケアに関する研修

を適切に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業医による個別面談により，職員のメ

ンタルヘルスケアを実施している。 
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内容を踏まえた適

切な人員配置等を

推進する。 

（参考）中期目標期

間中の人件費総額

見込額 ４，７８５

百万円 

 但し，上記の額

は，役職員に対し支

給する報酬（給与），

賞与，その他の手当

の合計額であり，退

職手当，福利厚生費

を含まない。 

期付研究員及びア

ソシエイトフェロ

ー制度並びに特定

有期雇用職員制度

のより一層の活用

を図る。 

推進を図ったか。 

 

 

○ 外部の研修に職員

を積極的に派遣し，

その資質の向上を

図ったか。特に研究

職職員への研修機

会の増大に努めた

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人事管理は適切に

行われているか。 

 

 

 

○ 業務内容を踏まえ

た適切な人員配置

を行っているか。ま

た，有期雇用職員人

事制度の活用を図

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  文部科学省・文化庁が主催する研修の

他，他省庁等が主催する研修の情報提供を

行い積極的に参加した。 

【平成 30 年度中の研究職員の主な研修受

講実績】 

・東京文化財研究所主催「平成 30 年度防

災ネットワーク推進事業研修会」（1人） 

・文化庁主催「第 8回ミュージアムエデュ

ケーター研修」（1人） 

・文化庁・千葉市主催「平成３０年度著作

権セミナー」（1人） 

・文化庁主催「平成 30 年度図書館等職員

著作権実務講習会」（2人） 

・全国美術館会議主催「第 33 回学芸員研

修会」（3人） 

 

 

【常勤職員数の推移】 

・平成 30年度常勤職員数 115名 

※常勤職員数の推移については「主要な経

年データ」参照。 

 

 

・国立美術館では，継続的な業務の見直

しや人員の再配置，平成 23 年度より制

度化した任期付研究員及びアソシエイ

トフェロー制度等の活用を行っている。 

さらに，平成 26年度に整備した常勤の

研究職員及び事務職員に準じた特定有

期雇用職員制度（専門的事項の調査研究

を行う研究職及び専門的な知識と経験

等を有する専門職を外部資金等により

採用）を活用し，本部及び各館に必要な

人員の配置に努めた。 

 

・常勤職員，任期付職員の計画的採用状況 

※「主要な経年データ」参照。 

 

 

 

 

 

 

文部科学省・文化庁主催による学芸員研

修をはじめ他省庁等が主催する研修など

に積極的に職員を派遣している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事管理については，業務内容を踏まえ

た人員配置等適切に行っている。 

 

 

 

業務内容に応じて，任期付職員を採用す

るとともに，任期付研究員の一部を，審査

を経て常勤研究員として採用するなど，効

果的な活用が行われている。 

 

 

＜課題と対応＞ 

法人の人員は，諸外国の代表的な美術館

等と比較して非常に貧弱である。法人が適

切に人事管理等を行っているとしても，現

状以上の人員の削減は，ナショナルセンタ

ーとしての美術館の機能の低下を招き，法

人の目的達成を阻害する恐れがある。人員

の不足は，将来の法人の目的達成に支障を

来し，職員の心身の健康維持に悪影響を及

ぼすことが懸念される。任期付研究員及び

アソシエイトフェローの制度は引き続き

運用していくが，人件費削減という観点だ

けでなく，美術館の使命を全うするための

人材の確保・養成という観点から常勤職員

の増加等を図る必要がある。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－３ 
Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 
３． その他業務運営に関し必要な事項 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 
２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報） 

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ その他業務運

営に関し必要な事

項 

「工芸館移転の基

本的な考え方」（平

成 28 年 8 月文化庁

公表）を踏まえ，東

京国立近代美術館

工芸館の移転に向

けた準備を進める

ものとする。 

６ その他業務運

営に関し必要な事

項 

「工芸館移転の基

本的な考え方」（平

成 28 年 8 月文化庁

公表）を踏まえ，東

京国立近代美術館

工芸館の移転に向

けた準備を進める。 

５ その他 

（２）「工芸館移転

の基本的な考え方」

（平成 28 年 8 月文

化庁公表）を踏ま

え，東京国立近代美

術館工芸館の移転

に向けた準備を進

める。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

 

○「工芸館移転の基本

的な考え方」（平成 28

年 8月文化庁公表）を

踏まえ，東京国立近代

美術館工芸館の移転

に向けた準備を進め

たかどうか。 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 30年度業務実績報告書 

P55 

５ その他 

（２）工芸館移転に向けた準備 

 

 
評定  

 

＜主要な業務実績＞ 

○石川県及び金沢市と移転開館後に移転

先施設を美術館として活用するための

施設整備や運営協力、移転する作品等に

ついて協議した。 

○東京国立近代美術館内に工芸館移転準

備室会議を設置し、計 10 回の会議を開

催し、移転に関する課題の検討、整理及

び運営方法等の協議を行った。 

 

○平成 31 年１月 4 日に、東京国立近代美

術館工芸館の石川県への移転に係る協

議の経過について記者発表を行った。報

道発表では、移転する工芸作品の概要

や、移転後の通称、移転後の組織体制の

方向性及び移転の機運醸成のための連

携事業の実施等について公表した。 

 

○東京国立近代美術館工芸館の石川県へ

の移転に向けた機運醸成のため、石川県

内の美術館との共催等による連携展覧

会を実施し、移転先地域との連携を強化

した。1-1-1 記載の「④地方巡回展」を

参照。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 移転開館後に美術館として活用するた

めに必要となる施設の整備に関する協議

を行い、竣工に向けて順調に進捗してい

る。 

 連携事業については、3会場の展覧会に

おいて合計 15,263 人の入場者を得ること

ができ、石川県内の人々に工芸館の石川県

移転についての気運醸成に効果があった。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、運営方法等については、館内

に設置した工芸館移転準備室会議におい

て検討し、移転後の活動が順調に実施でき

るように努める。 

 また、2020 年 7 月の開館を目指し、移

転開館に必要となる設備や備品等の整備

などに遺漏が無いように準備を進める。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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